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政策の体系 

 

＜政策分野１ 環境＞ 

頂いた御意見等 
 

＜ウィズコロナに関連する御意見＞ 

【委員意見】マイカーではなく，公共交通の利用を増やすような取組が大事だ。 

【委員意見】ＥＶの普及は至上命題。 

【委員意見】京都市の場合，学生等の若い世代や高齢者に単身世帯が多いため，エネルギ

ー消費量が減りづらい特徴がある。一つ屋根の下で一緒に食事したりするコミュニティ

単位のくらしをモデル事業として作れれば面白い， 
 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 

【委員意見】京都が大切にしてきた四季折々の生活の変化を楽しむ観点が入るとよい。 

【委員意見】脱炭素をおしゃれ，美意識の高いものだと発信する必要がある。 

【委員意見】関連データ 1 点目の見出しについて，エネルギー消費量が減っているが，CO2

は減っていないとあるが，その理由が分からないと重点的に取り組むべき点がわかりに

くい。現状を理解したうえで，取組が進んでいるから現状の状態になっているのか，現

状がまだまだなのでもっと取組が必要なのかが見えにくい。 

【委員意見】2025 年の姿 1 について，5 年後であればまずは，脱炭素社会の実現が市民の

中で合意されていることが最初の目標になるのではないか。 

【委員意見】2025 年の姿 3 について，「もったいない」という表現はこれでよいが，「しま

つの心」という表現は後ろ向きの表現に感じるので，自然への感謝も含め「おかげさま」

という表現に言い換えてはどうか。 

【委員意見】2025 年の姿 4 について，一部の人が保全活動をしているというイメージに読

めるが，持続可能な社会の実現に当たっては，すべての人が環境のことを意識してそれ

ぞれの役割を果たすことが重要であり，例えば，「環境と調和した持続可能な社会を構築

する担い手の育成が進んでいる」のようにすべきではないか。 
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政策分野１ 環境 
 

～CO２排出量「正味ゼロ」に向けて，環境と調和した持続可能な社会をめざす～ 

 

基本方針 
豊かな地球環境を未来へ引き継ぐために，地球温暖化対策，生物多様性保全，ごみ減

量等の課題に対し市民，事業者，地域団体，行政等のオール京都で，これまでの延長に

とどまらない取組を実践し，2050 年までの二酸化炭素排出量「正味ゼロ」等の目標達成

に向け，自然との共生を楽しみ，環境と調和した持続可能な社会の実現をめざす。 

 

現状・課題 

京都議定書誕生の地，「パリ協定※」の

実行を支える「IPCC 京都ガイドライン※」

採択の地である京都市は，市民・事業者

等との協働により，これまでから全国を

リードする地球温暖化対策，ごみ減量等

の取組を推進してきた。 

 

2050 年までの二酸化炭素排出量「正味

ゼロ」の達成，新型コロナウイルス感染

症拡大により大きな影響を受けている経

済の回復と地球環境の保全・市民生活の

豊かさとの両立及び原子力発電に依存し

ない持続可能なエネルギー社会の構築に

向けて，さらなる省エネルギーの徹底，

再生可能エネルギーの飛躍的な普及拡大，

産学公連携によるイノベーションの促進，

ライフスタイルの転換などにあらゆる方

策を追求して取り組む必要がある。 

 

京都のまちは，市域面積の約 75％を占

める森林や河川が織りなす豊かな自然に

恵まれる一方，野生鳥獣による農作物や

森林の食害，外来種の混入，人と自然と

のふれあい・かかわりの減少，さらには

祭りの祭祀品（植物）の減少による伝統

文化継承の危機などの問題が顕在化して

いることから，これまで以上に生物多様

性に富んだ自然環境を保全していく必要

がある。 

 

ごみ量（市受入量）はピーク時の半分

まで減量が進んだ一方，近年，減量ペー

スが大幅に鈍化しており，新型コロナウ 

 

 

※ パリ協定：今世紀後半に人間活動による温室効果ガス排出量を正味ゼロにするなどの目標を掲げた令和 2（2020）
年以降の新たな国際的な枠組み。 

※ IPCC 京都ガイドライン：京都市で開催された「IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第 49 回総会」で採択され
た，パリ協定の取組を推進していくうえで必要不可欠な各国の温室効果ガス排出量の算定方法に関するガイドライン。 

 

東日本大震災後の火力発電への依存の高まりで，エ

ネルギー消費量と温室効果ガス排出量の推移には

大きな差がある 
（温室効果ガス排出量・エネルギー消費量の推移） 

資料：京都市 

良好な自然環境が保たれていると感じる人の割合は

増加しているものの，いまだ 3 割未満にとどまってい

る。 
（環境基本計画市民アンケート調査の結果） 

（質問項目：多様な生きものが生息する良好な自然環境が保たれ

ている。） 

 

資料：京都市「環境基本計画市民アンケート調査（平成 28 年度

～令和元年度）」 
 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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※ リニューアブル：石油等の化石資源と比べて短時間で再生できる資源（再生可能資源：植物などの天然資源）を

原材料として利用することで，資源の枯渇や温室効果ガスの発生を抑制するという考え方。 

※ 脱炭素社会：地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出源となる化石燃料の使用から脱却し，持続可能な発展

が可能となった社会。 
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この約40年間で急激にごみ量が増加

70年前

（S23）

3万トン

51年前

（S42）

35万トン

ピーク

（H12）

82万トン

現在

（R1）

41万トン

イルス感染症による新たな生活スタイル

の下では，使い捨て商品や容器包装への

需要も高まっている。循環型の社会経済

システムへの転換に向けては，公衆衛生

の維持はもとより，地球規模での海洋汚

染が問題となっているプラスチックごみ

や本来食べられるのに廃棄される食品ロ

スへの対策等，2R（リデュース：発生抑

制，リユース：再使用）及び分別・リサ

イクルをより一層推進するとともに，新

たにリニューアブル※に取り組む必要が

ある。 

 

持続可能な社会を構築するため，環境

にやさしい実践活動の担い手の育成に向

けた環境教育・学習の取組促進と，まち

の美化活動等，さまざまな主体の協働に

よる環境保全活動を促進する必要がある。 

 

みんなでめざす２０２５年の姿 

１ 脱炭素社会※の実現に向けたまちづくりが進んでいる 

2050 年までの二酸化炭素排出量「正味ゼロ」に向けた地球環境の保全と経済復興と

の両立をめざすことがオール京都で共有され，省エネルギーの徹底と再生可能エネル

ギーのさらなる普及拡大，社会・経済システムの変革やライフスタイルの転換，産学

公連携によるイノベーションが進んでいるとともに，気候変動の影響への適応の取組

が推進されている。 

 

２ 自然環境をかけがえのないものととらえ，生物多様性保全の取組が進んでいる 

豊かな自然の恩恵のなかでくらしや文化が形成されていることから，生物多様性の

保全なくして京都のまちが持続・発展することは不可能であることをさまざまな主体

が再認識し，生物多様性保全の取組が進んでいる。 

 

３ ごみの出ないくらしと事業活動が広がっている 

ものを大切にする「もったいない」，「しまつの心」といった精神が市民・事業者等

に一層浸透し，観光客にも理解されることで，環境にやさしいくらしと事業活動への

転換が進み，さらなる 2R 及び徹底的な分別・リサイクル，リニューアブル等，ごみの

出ない循環型社会の構築に向けた取組がより一層実践されている。 

 

４ 環境と調和した持続可能な社会を構築する担い手の育成が進んでいる 

子どもから大人まで，誰もが気軽に学べるよう，環境学習施設等を拠点として，行

政，地域団体，事業者等のさまざまな主体による環境教育・学習の輪が広がることで，

環境と調和した持続可能な社会を構築する担い手が育ち，あらゆる場において，それ

ぞれの役割を果たすかたちで活躍している。 

ごみ量はピーク時から 50％減少 
（ごみ量の推移） 

 

資料：京都市 
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市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進施策 

１ 脱炭素型のくらしや持続可能なエネルギー社会の実現 

 ⑴ 徹底した省エネルギーの推進 

日常生活や経済活動における温室効果ガス排出量削減のため，市民や事業者によ

る省エネルギーの取組を一層推進し，省エネルギー等に係る技術革新を促進する。 

交通体系については，IoT※や AI などを活用した新しい技術（MaaS※等）の動向を

踏まえつつ，人と公共交通優先の「歩くまち・京都」の取組の下，公共交通利用を

より一層促進する。また，公共交通の脱化石燃料を含め，次世代自動車への転換を

進めていく。 

建築物については，環境に配慮した省エネルギー性能の高い建築物の普及や地域

産木材の利用等を強化・促進する。 

 ⑵ 再生可能エネルギーのさらなる普及拡大 

再生可能エネルギーのさらなる普及拡大のために，地域の未活用エネルギーを最

大限活用して再生可能エネルギーの市内生産を促進するとともに，RE100※や再生可

能エネルギー由来電力のグループ購入など，事業者や市民による再生可能エネルギ

ー由来の電力の利用選択を促す取組を推進する。 
また，新たな再生可能エネルギー普及モデルの構築を図り，他の自治体等との連

携など京都市域外から安定的な再生可能エネルギー由来の電力を調達できるしくみ

づくりに取り組む。 

さらに，これらの取組を支える技術革新を促進する。 
 ⑶ 環境にやさしいライフスタイルの定着 

「DO YOU KYOTO?」（環境にいいことしていますか？）を合言葉に，先人が京都で

育んできた「自然との共生」に基づく生活文化により一層磨きをかけ，国内外の自

治体との先進的な成功事例を共有する。また，家庭やコミュニティにおける環境に

やさしいくらしの実践や市民ぐるみ・地域ぐるみでの環境保全活動が，さらに根付

くような社会環境をつくり，市民の環境活動支援などの取組を推進する。 

⑷ 気候変動適応策の推進 

極端な異常気象など，今後も深刻化するおそれがある気候変動の影響による被害

を回避・軽減するため，府市協調で地域気候変動適応センターの体制を整備し，科

学的知見の収集や分析等を進めるとともに，市民・事業者，京都府と連携して，京

都の自然的社会的特性に応じた適応策を展開する。 

 

 

○ 環境にやさ
しい事業活動
を実践する 

○ 環境教育を
積極的に実施
する 

○ 地域の環境
保全活動等に
参加する 

○ 環境問題への関心
を高め，理解を深める 

○ 環境にやさしいく
らしを実践する 

○ 環境保全活動に積
極的に参加する 

○ 市民・事業者の環境
保全活動を支援する 

○ 環境保全について
の学習の機会・場を確
保する 

○ 環境保全活動の中
心となる担い手づく
り，さまざまな主体が
協働して活動するた
めのしくみづくりを
行う 

市民（市外から通勤，

通学，観光する人を含

む），地域団体 

事業者 行政 

※ IoT：「Internet of Things」の略であり，あらゆるモノがインターネットにつながり，相互に通信しあう技術。 
※ MaaS：「Mobility as a Service」の略であり，出発地から目的地までの移動ニーズに対して，最適な移動手段をシ

ームレスに提供する等，移動を単なる手段としてではなく，利用者の一元的なサービスとしてとらえる概念。 
※ RE100：事業者等が事業運営に使用する電力を 100%再生可能エネルギーで賄うことをめざす取組の総称。 
 

＜共汗の方向性＞ 
環境と調和した持続可

能な社会を築くため，誰も
が主役となって，京都の四
季折々の自然がもたらす
豊かな恵みを日々の生活
のなかで感じ，生活の質を
一層高め，楽しみながら取
り組む 
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２ 生物多様性豊かな自然と調和した快適で安心・安全なまちの実現 

⑴ 生物多様性豊かな自然環境の保全と利用 

日常生活において，衣食住のさまざまな面で環境を意識し，里山から離れた人も

里山の保全活動に参加するといったような，これからの時代にかなった「人と自然

のかかわり」の構築を進める。 

市民，事業者，行政等のさまざまな主体が生物多様性の恩恵や必要性を理解し，

保全に向けて行動できるよう，それぞれが市民生活や事業活動の一部として取り組

むための施策を進めていく。 

 ⑵ 生活環境の保全 

大気，水質等について市内各所で測定し，維持されることが望ましい基準を満た

しているか監視するとともに，公害防止に向け，市民や事業者の理解を深めるため

の取組等を進めることにより市民の健康を守り，公害のない安心・安全な生活環境

の保全に努める。 

また，さまざまな主体の協働により，まちの美化・緑化活動等をはじめ市民に身

近な公園整備等による自然環境や生活環境の保全を積極的に推進していく。 

 

３ ごみの出ない循環型社会の構築 

⑴ さらなる 2R の推進及びリニューアブルへのチャレンジ 

市民においては，「すぐにごみになるものを家庭にもち込まない」，「ものを大切に

する」くらしへの転換，事業者においては，「すぐにごみになるものをつくらない，

提供しない」事業活動への転換を促していく。とくに，世界的な問題である食品ロ

スや使い捨てプラスチック等のごみを中心に，市民・事業者等と連携し，生産，販

売及び消費の各段階での 2R を積極的に推進する。 

また，新たに，リニューアブルを推進し，環境にやさしいくらしや事業活動への

転換を図る。 

 ⑵ 分別・リサイクルの徹底 

市民・事業者等と協働し，徹底した分別によるリサイクルを推進する。 

家庭ごみについては，京都のまちの強みである学区単位の活動，自治会・町内会

などの地域力を生かした地域密着型の資源物回収の取組を進め，分別ルールをより

一層浸透させることで，市民の分別・リサイクルを徹底する。事業ごみについては，

多量にごみを排出する事業場への啓発指導及び分別が不十分な資源ごみのクリーン

センターでの受入時における指導の強化等により，徹底的な分別を進める。 

また，観光消費の回復に備え，「持続可能で満足度の高い国際文化観光都市」の特

性を踏まえたまちの美化や分別・リサイクルの取組を推進する。 

 ⑶ エネルギー回収の最大化と適正処理 

市民，事業者等と協働し，可能な限りごみ減量に取り組んだうえで，なお残った

ごみは，ごみ発電とバイオガス化による発電を併用することにより，エネルギー回

収の最大化と温室効果ガス排出量の削減，最終処分量の最小化といった環境負荷の

低減と，ごみ処理コストの削減も図りながら，安心・安全に適正処理する。 

 

４ 環境と調和した持続可能な社会を構築する担い手が育つまちの実現 

環境と調和した持続可能な社会を構築する担い手の育成に向け，京エコロジーセン

ター（京都市環境保全活動センター）及び南部クリーンセンター環境学習施設「さす

てな京都」を環境教育・学習の中核施設とし，青少年科学センターや動物園等との連

携を深め，誰もが気軽に地球温暖化対策，生物多様性保全やごみ減量等について学べ

る機会の充実を図る。 
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＜政策分野２ 人権・男女共同参画＞ 

頂いた御意見等 
 

＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

【委員意見】コロナに感染した人を悪者のように捉える風潮がある。これは変えていく必

要がある。 

【委員意見】母親にとって育児・介護はライフではなくワークであり，それを簡略化，シ

ェア化する必要があるが，それを悪とする価値観がある。WLB の進化等としてはっきり

打ち出せればよい。 

【委員意見】自宅での業務は個室で集中して働ける環境にある人ばかりではない。集中で

きる環境を用意するため，社員の自宅近くにテレワークできる拠点を増やす方法もある

のではないか。オフィス不足を補うために，ホテル等を活用する方法もあるように思う。 

 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 

【委員意見】基本方針にある人権の尊重と豊かな人間関係の育みは大事な視点。 

【委員意見】関連データ 1 点目の見出しでは，新たな課題にも関心がある旨が書かれてい

るが，数字を見るとやはり子ども，高齢者といった力が弱いところへの関心が高いと感

じる。その点はしっかりと記載してほしい。 

【委員意見】2025 年の姿 3 の見出しの「DV など」について，DV を例示として記載すると

「あらゆる暴力」の範囲が狭く感じるので，削除してはどうか。 
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9.3
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子ども
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働く人

女性

障害者

インターネット

犯罪被害者

拉致被害者

外国人等

LGBT等の性的少数者

同和問題

HIV・ハンセン病

ホームレス

（％）

76.7

48.6

30.5

15.5

23.8

23.7

1.7

4.1

0 20 40 60 80

1.学校や社会において人権教育を充実する

2.テレビ，ラジオ，広報紙などを使った啓発活動

を行う

3.インターネット，SNS（ソーシャル・ネットワーキ

ング・サービス）を使った啓発活動を行う

4.講演会やシンポジウムなどを開催する

5.ワークショップなどの参加・体験型事業や人

権課題の当事者である人々との交流事業を充

実する

6.市民グループや民間団体が行う啓発活動へ

の支援を充実する

7.その他

不明・無回答

（％）

政策分野２ 人権・男女共同参画 
 

～一人一人が尊重される社会をめざす～ 

 

基本方針 
少子化，国際化，情報化，経済・雇用環境の変化などが進むなか，多様な考え方や生

き方が迎え入れられ，個性と能力を十分に発揮でき，日々の交流のなかから一人一人が

尊重され，より豊かな人間関係が育まれる誰一人取り残さない共生社会をめざす。 

 

現状・課題 

人権の基本的な考え方は市民に定着し

つつあり，人権意識は高くなってきてい

る。一方で，女性，子ども，高齢者，障

害のある人，同和問題，外国人・外国籍

市民などに関する問題はいまだ人権上の

重要課題であり，いじめや虐待，ヘイト

スピーチ，インターネット上での人権侵

害，感染症患者等に対する偏見や差別な

ど人権課題は，複雑化・多様化している。

また，ハラスメントの顕在化や，LGBT※

等の性的少数者に対する関心の高まり，

ひきこもりなどの地域社会からの孤立な

どに，新たな対応が必要となってきてい

る。 

 

今後も，人権文化の息づくまちづくり

の実現に向け，新たな課題も含めた人権

課題をより深く理解し，自発的な行動に

つなげるため，あらゆる世代への教育・

啓発活動を行うことが必要である。 

 

男女共同参画の推進についての市民の

理解は年々深まっており，審議会などの

女性委員の登用率の増加など，政策決定

過程への男女の均等な参画も徐々に進ん

できている。持続可能な社会の実現に向

け，あらゆる分野において男女共同参画

の視点を確保し，反映していくことが求

められている。 

 

 

 

 

 

 

 

資料：京都市「人権に関する市民意識調査（平成 30 年度）」 

資料：京都市「人権に関する市民意識調査（平成 30 年度）」 

※ LGBT：レズビアン（Lesbian）・ゲイ（Gay）・バイセクシュアル（Bisexual）・トランスジェンダー（Transgender）

の頭文字をとった言葉で性的少数者の総称のひとつ。 

子ども・高齢者に関する課題への関心が高いとと

もに，働く人や LGBT 等の性的少数者にかかわる

問題など，新たに顕在化してきた課題について

も，多くの市民の関心がある。 
（人権に関する市民意識調査の結果） 

（質問項目：人権課題として関心があるものに〇を付けてくださ

い。（〇はいくつでも）） 

人権教育・啓発活動が必要とされている。 
（人権に関する市民意識調査の結果） 

（質問項目：人権についての理解を深めるために，京都市が実

施する取組として必要があると思うものに○を付けてください。

（○は 3 つまで）） 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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一方で，女性に対するあらゆる暴力の

問題が依然として存在しており，とくに，

大きな社会問題となっている DV（配偶

者・パートナー等に対する暴力）につい

ては，新型コロナウイルス感染症の影響

により，生活不安やストレス等による被

害の増加や深刻化が懸念されており，引

き続き総合的な対応が必要である。 

 

女性の就業状況は，30 歳代を中心に大

きく上昇している一方，管理職に占める

女性の割合の低さ，男女の給与格差など

の不平等が依然としてある。また，新型

コロナウイルス感染症の流行といった非

常時には，とくに非正規雇用の比率が高

い女性がより職を失いやすくなる懸念が

ある。 

 

京都市が独自で提唱している真のワー

ク・ライフ・バランス（仕事と生活，地

域活動等の調和）についても，言葉や考

え方は定着してきたものの，必ずしも市

民や企業の実践に結びついていない。新

型コロナウイルス感染症により，テレワ

ークや時差出勤など多様で柔軟な働き方

が進展するとともに新たなくらし方や価

値観がもたらされる可能性もあり，これ

をさらなる推進の契機とする必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市 DV 相談支援センターにおける相談延べ件

数は，近年高水準で推移している。 
（京都市 DV 相談支援センターにおける相談延べ件数の推移） 

注 京都市 DV 相談支援センターは平成 23 年 10 月 3 日に

開所。 

資料：京都市 

 

女性の年齢階級別の労働力率の推移は，現在も

「M 字カーブ」を描いてはいるものの，そのカーブ

は以前に比べて浅くなっている。 
（女性の年齢階級別労働力率の推移） 

 

資料：総務省「労働力調査（昭和 54 年，平成 11 年，令和元

年）」より内閣府作成（令和 2 年） 
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みんなでめざす２０２５年の姿 

１ 一人一人が互いを認め合い，より豊かな人間関係が育まれている 

子どもも高齢者も，障害のある人もない人も，性別や国籍，民族，生まれや生い立

ちに関係なく，一人一人がみずからの人権の大切さを十分に認識するとともに，すべ

ての人の人権を尊重することの重要性を正しく認識することで，互いを認め合い，よ

り豊かな人間関係が育まれている。 

 

 ２ すべての市民がいきいきと活動できる場所と機会に恵まれている 

すべての市民が個人として認められるとともに，いきいきと活動できる場所と機会

に恵まれ，自分にあった働き方や安心した生活のために必要な支援を受けられること

で，自分の能力を十分に発揮できている。 

 

 ３ 男女間等におけるあらゆる暴力が根絶され，安心してくらしている 

DV やセクシュアル・ハラスメントなどのあらゆる暴力に関する正しい理解が市民に

行き渡り，相談先が広く認知され，総合的な支援が受けられることで，個人の尊厳が

確立され，安心してくらすことができている。 

 

４ 真のワーク・ライフ・バランスが進展している 

誰もが仕事と家庭生活を両立し，地域活動や社会貢献活動にも積極的に参加する真

のワーク・ライフ・バランスが進展することで，生きがいと充実感をもって心豊かな

生活を送ることができ，企業の生産性の向上や地域の活性化も進んでいる。 

 

市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜共汗の方向性＞ 
日々，互いの尊厳

を認め合い，それぞ
れの立場から役割を
担うとともに，連携
して，豊かな人間関
係が育まれるまちを
めざす 

○ 人権について気付き，考え，
みずから行動 

○ 互いに知り合い，支え合い，
理解し合う 

○ 男女共同参画に関して深く
理解 

○ 市民団体，事業者
等それぞれにおい
て，みずからの組織
での取組，社会への
働きかけの推進 

○ 専門的知識を生
かし，人権文化の推
進に貢献 ○ 各機関で連携した人権施策の

推進，相談・救済 
○ 総合的な人権文化施策の推進

と市民・事業者等の活動の支援 
○ 男女共同参画に関する総合的

な施策の推進 

市民 市民団体・ 
事業者等 

行政 
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推進施策 

１ すべての人の人権を尊重する人権文化の構築 

   くらしのなかに人権を大切にし，尊重し合う習慣が根付いた人権文化を構築するた

めに，障害者差別解消法※，ヘイトスピーチ解消法※，部落差別解消法※をはじめとす

る法制度の整備等を踏まえ，人権尊重の理念をあらゆる行政分野の基調として，行政

分野それぞれを連動させながら取組を進めていく。 

   また，施策の実施状況や人権課題への相談窓口等についての情報を，市民にわかり

やすく発信していく。 

   

 ２ 人権尊重の理念を主体的な行動につなげる取組の推進 

   人権にかかわる課題を解決していくために，市民，市民団体・事業者等，行政が互

いに連携し，人権に対する関心をもち，人権意識をより高められるよう，さまざまな

教育・啓発活動を進めるとともに，市民等の主体的な取組に対する支援を行う。 

 

 ３ すべての市民がいきいきと活動できる取組の推進 

   就労の支援が必要な高齢者や障害のある人等を含むすべての市民に対して，いきい

きと活動できる場所と機会を提供するとともに，自分にあった働き方を見つけられ，

安心した生活ができる環境の整備に向けて，能力向上のための支援や経済的支援など

の取組を進める。 

 

 ４ 男女間等におけるあらゆる暴力の根絶 

   重大な人権侵害である DV を根絶し，被害者やその子どもたちが真に自立し個人の尊

厳が確立された社会の実現に向け，正しい理解の普及・啓発，民間シェルター※を運営

する団体への支援，DV 対策と児童虐待対策との連携強化及びデート DV※等若年層を対

象とする予防啓発の拡充，その他自立支援策等を関係機関と連携して進める。 

   また，セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）などの個人の尊厳を侵害す

る暴力の根絶に向けて，市民や企業を対象とした広報・啓発に取り組む。 

 

５ 真のワーク・ライフ・バランスの推進 

   長時間労働の解消やテレワーク等のオンライン活用などによる働く人のニーズやラ

イフスタイルに合わせた多様で柔軟な働き方の促進，女性の就業継続，能力開発，積

極的な登用等に率先して取り組む企業の先進事例を他の企業へ波及・浸透させるとと

もに，男性が家事・育児・介護等の家庭生活や地域活動等に主体的に参画する気運の

醸成や環境づくり，子どもを安心して生み育てられる環境の整備などの取組を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 障害者差別解消法：「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の略称。 

※ ヘイトスピーチ解消法：「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の略称。 

※ 部落差別解消法：「部落差別の解消の推進に関する法律」の略称。 

※ 民間シェルター：民間団体によって運営されている，暴力を受けた被害者が緊急一時的に避難できる施設。 

※ デート DV：主に 10～20 代の交際中のカップルの間で起こる暴力。 
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＜政策分野３ 市民生活とコミュニティ＞ 

頂いた御意見等 
 

＜ウィズコロナに関連する御意見＞ 

【委員意見】コミュニティ単位の暮らしを実践していくことが大事になる 

【委員意見】対面を伴う地域活動の仕組みの再構築や新たなつながり方を模索する必要が

ある。 

【委員意見】町内会は地域での催しもできない状況の中，通信環境が重要になる。各家庭

にタブレット端末があれば，互いに繋がれるし，災害情報等の行政からの連絡もその端

末に配信すればよくなる。 

【委員意見】地域コミュニティ活性化に向けた取組を進めてきたが，効果があがっておら

ず，テコ入れが必要。 

 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 

【委員意見】市民が市政協力員の役割を理解できるよう当事者の我々もきちんと考えてい

かなければいけない。 

【委員意見】地域のつながりづくりには，性別等にかかわらず活躍してもらうことが重要。 

【委員意見】地域コミュニティは住んでいる場所がベースになるが，地域活動にあまり参

加してこなかった人は定年後に地域活動に加わりにくくなっている。そうすると地域活

動の担い手が高齢化してしまうので，仕事と地域活動を両立できるような仕組みを作っ

ていく必要がある。 
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政策分野３ 市民生活とコミュニティ 
 

～誰もがつながり，支え合う， 

多様な地域コミュニティの活性化に向けたまちづくりを進める～ 

 

基本方針 
自治会・町内会などの地域団体をはじめ，地域企業，市民活動団体等が地域のさまざ

まな課題に対して，連携して解決に取り組むとともに，地域におけるさまざまな居場所

や活躍の場づくりなどを進め，これを行政が支えることで，多様な地域コミュニティの

活性化に向けたまちづくりを進める。 

 

現状・課題 

京都では，住民自治の伝統や支え合い

の精神が息づき，自治会・町内会，学区

自治連合会，市政協力委員連絡協議会な

ど各種団体が中心となり，交流行事や安

心・安全の取組など，さまざまな地域活

動に取り組んでいる。 

 

地域コミュニティを活性化するための

支援制度の拡充や，資金の調達手段の多

様化等により，NPO をはじめとする多く

の市民活動団体が活発に活動をしている。 

また，地域企業や大学等が，伝統行事

の継承，地域活動への協力，子どもや高

齢者の居場所づくりなど，地域の特性に

応じた取組を進めている。 

さらに，災害時の避難行動に支援を要

する人を掲載した名簿を作成し，災害発

生時には，住民の共助による安否確認や

避難支援に活用できるよう，地域団体等

に提供する体制を整えている。 

 

一方で，単身世帯の増加やライフスタ

イルの変化など，さまざまな要因によっ

て自治会・町内会加入率の伸び悩みが続

いており，つながりの希薄化や活動に参

加できる人の少なさ等による担い手不足

が顕在化している。 

 

大規模災害の頻発，単身高齢者の増加，

子どもの安心・安全の確保，「出入国管理

及び難民認定法」の改正によって見込ま

れる外国籍市民の増加に伴う市民生活の

変化といった多様化する社会的課題に加

えて，北部山間地域においては急速な人

自治会・町内会加入率は伸び悩んでいる 
（自治会 ・町内会の推計加入率の推移） 

 

自治会・町内会への加入の呼び掛けの意識は高

まっている 
（自治会・町内会アンケート結果） 

（質問項目：転入者や未加入者に加入を呼び掛けています

か。） 

資料：京都市「自治会・町内会アンケート（平成 24 年度～

平成 30 年度）」 

資料：京都市「自治会・町内会アンケート（平成 30 年度）」 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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自治会・町内会の課題としては，活動に参加で

きる人の少なさ，役員の担い手不足に関する回

答割合が高い 
（自治会・町内会アンケート結果） 

（質問項目：自治会・町内会の運営において，課題と感じられ

ていることは何ですか。（複数回答）） 

資料：京都市「自治会・町内会アンケート（平成 30 年度）」 

18.4

22.2

19.3

65.2

47.9

5.6

29.4

20.1

8.5

24.8

8.6

6.6

2.2

0 10 20 30 40 50 60 70

未加入・退会の増加

住民の活動に対する理解や関心が薄い

空き家が増加するなど，住んでいる人が減ってきてい

る

高齢者が多く，活動に参加できる人が少ない

高齢の一人暮らし等が多く，役員を担える人が少ない

住民がより参加しやすくなるように，活動の見直しを行

える雰囲気がない

自治会・町内会の行事や活動が多く，役員をはじめ，

負担に感じられている人が多い

行政や団体からの依頼による会議や活動への参加が

多く，役員をはじめ，負担に感じられている人が多い

行事や活動の内容等が従来からのままで，住民の

ニーズに対応できていないところがある

活動に参加している人が固定化していて，活動に広が

りがない

活動のために集まる場所（施設）がない

その他

無回答

（％）

口減少等による地域活力の低下が懸念さ

れる状況にある。 

また，新型コロナウイルスの感染拡大

による外出自粛の影響で，自治会・町内

会等の会合や地域活動が制約される一方

で，テレワークの拡大といった働き方の

多様化等により，自宅や地域で過ごす時

間が増えている。 

 

このような社会状況においても，地域

住民が支え合い，安心して快適にくらす

ことができる地域コミュニティを実現す

るため，地域団体や地域企業，市民活動

団体等が連携したまちづくりが必要とな

っている。 

 

 

 

 

 

 
町内会の活動の様子                      NPO 法人の活動の様子 
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   支援 

みんなでめざす２０２５年の姿 

１ 誰もが気軽に参加できる居場所があり，顔の見える関係づくりや ICT（情報通信技

術）を活用した新しい関係づくりを通して，人と人とがつながり，安心してくらすこ

とができている 

誰もが気軽に参加できる居場所があり，従来からの積極的な日頃の声掛けなどによ

る顔の見える関係づくりに加えて，ICT を活用した新しい関係づくりによって，人と

人とがつながり，安心してくらすことができている。  

 

２ 地域の多様なコミュニティが自分たちの地域の課題を把握し，解決に向けて主体的

に取り組んでいる 

  地域のさまざまな課題に対して，地域住民が関心をもって参加し，関係機関と連携

しながら主体的に取り組める多様なコミュニティができている。そこでは，自分たち

の地域の課題を把握し，防災・減災や見守り活動をはじめとする地域課題の解決に向

けて取り組まれている。 

 

３ 市民活動団体等と地域団体が連携し，地域コミュニティの活性化に向けた活動が進

んでいる 

   NPO をはじめとする市民活動団体や地域企業，大学等と地域団体が，それぞれの特

徴や強みを生かして連携し，地域課題の解決や地域コミュニティの活性化に向けた活

動が進んでいる。 

 

市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜共汗の方向性＞ 
相互に連携し，行政

がそれらの活動を支援
することにより，誰も
がつながり，支え合う
まちが実現できている 

〇 地域団体と連
携して地域コミュ
ニティの活性化の
推進に取り組む 

〇 積極的かつ主体的に地域活動を
実践するとともに，相互の交流及び
協働を深める 

〇 地域コミュニ
ティの重要性を理
解し，地域活動や，
地域コミュニティ
の活性化の推進に
関する京都市の施
策に協力する 

○ 従業員が居住
する地域で地域活
動に参加すること
に配慮する 

 
市民活動団体，

大学等 

市民・ 

地域団体 

 

地域企業 

〇 地域コミュニティの活性化の推進
に関する施策を実施するとともに，
必要な支援を行う 

行政 
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推進施策 

１ 誰もが地域活動に参加しやすくなるきっかけ・しくみづくり 

日頃からのあいさつの励行や魅力ある行事の開催，ICT の活用等により，住民相互

のつながりを強めるとともに，地域企業や住宅事業者などの業界団体と連携し，転入

者・若者等の自治会・町内会への加入や働いている地域に根差した活動を一層促進す

るなど，誰もが地域活動に参加しやすくなるきっかけ・しくみづくりを支援する。 

 

２ 地域の多様なコミュニティの活性化に向けた支援 

地域課題に取り組む多様なコミュニティの活性化に向けて，地域における担い手育

成や新たなつながりづくり，円滑な組織運営のために行う取組などに対して，ICT ツ

ールの導入サポートやまちづくりアドバイザーによる支援などを行う。 

また，豊かな自然に恵まれ，平安遷都以来，都のくらしを支えてきた北部山間地域

を，将来へと引き継いでいくため，移住促進に向けた取組や北部山間かがやき隊員と

の協働による地域活性化を進める。 

 

３ 市民活動団体等と地域団体との連携を深める取組の推進 

  NPO をはじめとする市民活動団体と地域団体がお互いのノウハウや強みを発揮し，

両者が連携して地域の課題解決に取り組めるよう，市民活動総合センターを中心とし

た行政のコーディネート機能を強化する等，さらなる連携のしくみづくりを行う。 

また，地域企業や大学等と地域団体との連携が一層深まるよう取組を進める。 
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＜政策分野４ 市民生活の安全＞ 

頂いた御意見等 
 

＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

 

 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 
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27,832 

10,405 

0
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（件）

（年）

9,342 

3,279 

11,116 

3,804 

0

2,000

4,000
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12,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

（人）（件）

（年）
発生件数 死傷者数

政策分野４ 市民生活の安全 
 

～市民ぐるみ・地域ぐるみで，すべての人が安心して安全にくらせるまちをめざす～ 

 

基本方針 
京都がもつ地域力を生かし，地域住民をはじめあらゆる関係機関と一層連携を深める

ことにより，犯罪，交通事故，消費者被害・契約トラブルを予防し，被害拡大防止のた

めに対応するとともに，被害に遭わないようよりよい防犯環境へと発展させていく。 

また，市民が地域における防犯活動・交通安全運動などの活動に積極的に参加し，取

組の輪を大きくすることができるような施策を展開することで，すべての人が安心して

安全にくらせるよりよい地域共生社会を実現する。 

 

 

現状・課題 

平成 26（2014）年 7 月に京都府警察と

協定を締結し，「世界一安心安全・おもて

なしのまち京都 市民ぐるみ推進運動」

を展開するなど，京都市と京都府警察を

はじめとする関係機関や市民が連携して

さまざまな取組を進めてきた。その結果，

刑法犯認知件数は，平成 22（2010）年と

比較して約 6 割減少した。また，交通事

故発生件数・死傷者数も同様に減少して

いる。 

 

一方，地域コミュニティの希薄化の進

行や，防犯等の地域活動の担い手不足が

課題となっているため，より多くの住

民・事業者等が参加し，一体となって活

動を活性化させていく必要がある。 

 

また，近年，高齢者が特殊詐欺被害や

消費者被害に遭うケースが後を絶たない

ことに加え，インターネットを用いたサ

イバー犯罪が増加している状況にある。 

さらには，子どもを狙った犯罪や性犯

罪，車上狙い等，一部の罪種の被害件数

の増加，又は減少の鈍化が目立ち，交通

事故については，高齢者が関係する事故

の割合が増加傾向にあるため，それぞれ

に応じた抑止対策を講じるとともに，市

民ぐるみ・地域ぐるみでよりよい環境を

つくり上げ，誰もが安心安全な市民生活

を確保することが必要である。 
 

 

刑法犯認知件数は 6 割減少 
（刑法犯認知件数の推移） 

交通事故発生件数，死傷者数は減少傾向 
（交通事故発生件数，死傷者数の推移） 

資料：京都市，京都府警察本部 

資料：京都市，京都府警察本部 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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71.3

59.6

55.7

48.2

43.8

39.7

10.2

4.9

4.3

0.5

0 20 40 60 80 100

節水・節電を意識する

食べられるのに廃棄される食品（食品ロ

ス）を減らす

ゴミを減らし，再利用やリサイクルを行う

新聞やインターネットなどで消費者問題

に関する情報に注目する

環境・エネルギー問題に関心を持つ

地元産品を購入して地産地消を実践す

る

倫理的消費（エシカル消費）を行う

学校や地域などで消費生活に関する教

育や講座を受ける

この中に行っていることはない

無回答

（％）

7,340

8,380 8,047

8,948 8,855
8,390 8,366

7,975

8,962
9,560

1,645 1,991 2,053
2,682 2,645 2,524 2,434 2,482 2,878 2,530 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

（件）

総相談件数 65歳以上相談件数

消費者被害が多様化しており，消費生

活相談件数は，高止まりで推移している。

また令和 4（2022）年からの成年年齢引

き下げに伴う若年者の消費者被害の増加

が懸念され，消費者被害を未然に防止す

るための取組がますます重要となってい

る。 

 

加えて，大規模災害の発生や新型コロ

ナウイルス感染症の拡大等の状況下にお

いて，個人等による誤った情報の拡散や

心理的に不安定な状態となっている消費

者につけ込む悪質商法等により，買い占

めなどの合理的でない消費行動や新たな

消費者被害が発生している。このような

従前には見られなかったリスク，課題に

柔軟かつ迅速に対応できるよう，消費者

教育・啓発を一層推進する必要がある。 

 

 また，人や社会・環境・地域に配慮し

た消費行動である「エシカル（倫理的）

消費」を実践することは，持続可能な社

会の実現に欠かせないことから，「エシカ

ル消費」の考え方について理解を深める

ための普及促進を図る必要がある。 

 

 

みんなでめざす２０２５年の姿 

１ 担い手を確保し，防犯等の地域活動が活発に行われている 

より多くの地域住民が，防犯等の地域活動へ参加するとともに，京都市，京都府警

察などの行政機関だけでなく，事業者も含め，地域が一体となった活動が展開されて

いる。防犯等の地域活動の担い手不足も解消され，活動をしている姿を周囲へ見せる，

玄関先に防犯標語を掲げるなど，身近な地域の目が増え，「見せる防犯」が広がり，犯

罪の芽を生み出さない環境が作られている。 

 

 ２ 地域のつながりが一層深化し，いつ・どんなときも助け合えるまちになっている 

防犯活動や交通安全運動の活性化を通じて，市民のなかに防犯・交通事故防止の安

全意識が醸成されることはもとより，地域のつながり・交流が一層深まり，いつ・ど

んなときでも助け合える，誰もが心強く，安心して安全にくらせるまちとなっている。 

 

 ３ 消費者被害の防止が図られ救済体制も充実している 

ICT（情報通信技術）の進展に伴う契約形態の変化等により消費生活相談が複雑化・

多様化する状況に対して，手口やその対処法を迅速かつ適切に情報提供することによ

り，消費者被害の未然防止・拡大防止が進むとともに，被害に遭った場合の救済体制

が充実している。 

 

消費生活相談件数は高止まりで推移している。 
（消費生活相談件数の推移） 

資料：京都市 

日頃の消費生活においてエシカル消費を行っている

人の割合は約 10％ 
（消費者庁消費者意識基本調査の結果） 

（質問項目：あなたは，日頃の消費生活で以下のようなことを行って

いますか。） 
 

資料：消費者庁「消費者意識基本調査（平成 30 年度）」 
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○ 「みずからも地域
の一員」であるとの
意識をもち，市民，
行政とのネットワー
クに積極的に参加，
協力する 

○ 消費者問題への社
会的な理解を広げる 

〇 消費者と連帯し，
消費生活向上に寄与
する 

 ４ みずから考え行動する消費者が増えている 

消費者の消費生活における自立を促進するうえで必要な情報や知識を普及させ，消

費生活総合センターと地域の多様な主体が連携し，消費者被害の掘り起こしを行うこ

とにより，消費者がみずから考え行動している。 

 

市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進施策 

１ 生活安全（防犯・交通事故防止）の推進 

 ⑴ 犯罪抑止のための環境づくり 

   京都府警察と協定を締結し，これまで展開してきた「世界一安心安全・おもてな

しのまち京都 市民ぐるみ推進運動」で培った経験を生かし，京都市と京都府警察，

市民，地域の各種の活動主体が一体となった体制をより一層強固なものとし，地域

社会に大きな不安を与える子どもや女性が被害者となる犯罪，高齢者を狙った特殊

詐欺被害を防止するための取組を強化するなど，個々の被害への対策をきめ細かに

実施する。併せて，犯罪の発生傾向，市民，地域における防犯意識の高まりや，罪

を償った人等を犯罪に戻さない取組の状況などを踏まえ，犯罪抑止，さらには路上

喫煙や客引き行為といった迷惑行為の禁止のための適切な対策を講じていく。 

   また，犯罪被害者等への支援を行うと同時に，犯罪被害者等の置かれた立場を理

解し，支え合う意識を醸成するさらなる広報啓発活動に取り組む。 

   そのほか，今後も目まぐるしくさまざまに変化する社会経済情勢にも，柔軟に，

しなやかに対応していくため，事象に応じたあらゆる活動主体と連携した安心安全

なまちづくりを推進する。 

 ⑵ 地域における「見せる防犯」の拡大 

   より多くの地域住民が防犯・交通安全活動に積極的に参加できるよう，あらゆる

機会をとらえ，啓発活動等により，市民や事業者等に働きかけていく。これにより，

地域住民同士で行う防犯パトロール活動だけでなく，玄関先への防犯標語の掲示や

センサーライトの設置など，犯罪企図者に「この地域には入りにくい」と思わせる

ような取組を促進し，身近な地域の目を増やし，「見せる防犯」を拡大する。 

 

 

＜共汗の方向性＞ 
一人一人が主体的に

考え，防犯意識を高めて
行動することで，地域の
防犯力が向上し，すべて
の人が安心して安全に
くらせるまちを実現す
る 

○ 防犯，交通事故防止の
安全意識を高める 

○ 積極的に地域活動に参
加できる機運を醸成する 

〇 「つかう責任※」を意識
し，持続可能な社会の形
成のために主体的に考え
行動する 

○ 地域活動の活性化に向けて積極的にか
かわり，一緒になって課題解決に取り組
む 

○ 消費者被害の未然防止及び救済，体系
的・効果的な消費者教育等の消費者政策
を推進し，消費者の権利を守る 

行政 

消費者団体， 

事業者， 

事業者団体 

市民 

※ つかう責任：人々があらゆる場所において，持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意

識をもつようにすること。 
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 ⑶ 交通事故防止のための取組の推進 

  市民，事業者等の交通安全に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため，京都

市と京都府警察，地域の交通安全活動団体が緊密に連携しながら，普及啓発活動を

はじめとする交通安全施策を推進し，子どもから高齢者まで，市民一人一人が交通

ルールを遵守し，正しい交通マナーを実践する交通事故のない安心・安全なまちづ

くりに取り組む。 

 

２ 消費生活の安心・安全の推進及び消費者の自立支援 

 ⑴ 消費者被害の救済及び防止 

インターネットによる取引の増加や決済方法の多様化による契約トラブル等，新

たな消費者被害を未然に防止し，円滑かつ迅速な救済が図られるよう，情報発信を

はじめとした各種の取組を進めるとともに，引き続き誰もが安心して相談できる環

境を維持していく。 

さらに京都府や他の関係機関等と連携した消費者啓発，消費者教育等に取り組む

とともに，事業者に対する適切な指導を行う。 

また，消費者の生命・身体・財産を商品やサービスによる危害・危険から守るた

め，消費者に対する適切な情報提供など，安心・安全の確保に向けた取組を実施す

るとともに，悪質商法の標的とされやすい高齢者等を地域で見守り，消費者被害を

防止するしくみづくりを推進する。 

  ⑵ 消費者の自立支援 

   みずからが主体的かつ合理的に選択することができる自立した消費者の育成に向

け，小・中・高等学校や関係機関等との連携の下，成年年齢引下げにもしっかりと

対応し，幼児期から高齢期までのさまざまなライフステージに応じて体系的・効果

的に消費者教育を推進する。  

また，学習指導要領を踏まえ，学校での消費者教育を充実させるとともに，消費

者団体等と連携した，大学生など若年者への消費者教育の一層の推進，「エシカル消

費」の普及促進を図ることにより，消費者の日々の意思決定や行動が，持続可能な

社会の形成に当たって大きな役割を果たすことを認識したうえで，行動しようとす

る意識をもつ，社会に貢献する消費者の育成に取り組む。 
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＜政策分野５ 文化＞ 

頂いた御意見等 
  

＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

【委員意見】壬生狂言や祗園祭なども中止になっており，毎年繰り返し行うことで継承し

てきたものが途切れてしまう可能性がある。 

 

 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 

【委員意見】現状・課題に記載されているアンケート結果を見ると，「文化芸術活動が盛ん」

と感じる市民は 8 割だが，「文化がまちの活性化に結び付いている」と感じる市民は 6 割

に減っている。文化による豊かさ，効果が２割の方に伝わっていないが，基本方針には，

文化がそれ以外の分野との関係の中でどのような役割を果たし，寄与していくのかがク

リアに反映されている。 

【委員意見】現状・課題については，原因をどのように理解しているかが見えにくい。取

組が進んでいるから現状の状態でとどまっているのか，現状がまだまだなのでもっと取

組が必要なのか，そこをきちんと説明することが市民にとっての分かりやすさ，説得力

につながると思う。 

【委員意見】文化が果たすべき役割としては国際交流，世界平和だけでなく，世界，日本

が遭遇せざるを得ない社会課題の克服にも寄与できるのではないか。 

【委員意見】留学生の友人が，伝統の核を守りつつ時代に合わせて対応しているのが京都

の良いところだと言っていた。これは地域文化の継承についても同様であり，環境に合

わせてしなやかに，柔軟に対応していくことが必要だと思う。 
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そう思う

32.4%

どちらかとい

うとそう思う

47.5%

どちらとも

言えない

12.7%

どちらかというと

そう思わない

3.0%

そう思わない 0.7% 無回答

3.7%

そう思う

18.3%

どちらかという

とそう思う

42.2%

どちらとも言え

ない

26.4%

どちらかという

とそう思わない

5.7%

そう思わない

1.9%

無回答

5.4%

京都市内

214件

（19.2％）

全国

1,117件

国宝
京都市内

1,866件

（14.1％）

全国

13,244件

重要文化財

政策分野５ 文化 
 

～京都の「伝統と革新」の精神に基づき蓄積してきた有形無形の文化を 

継承，活用，創造し続ける「世界の文化首都・京都」を実現する～ 

 

基本方針 
市民の生活に息づくくらしの文化や，伝統文化から現代芸術まで幅広い文化，有形無

形の文化遺産をはじめとする多様な文化を，新しい生活スタイルに合わせて維持，継承，

活用しつつ，創造的に発展させていくため，持続可能な文化施策を展開する。また，文

化とあらゆる政策の融合を推進し，そこから生まれる新たな価値が相乗効果を生み，文

化芸術が経済や社会の発展を牽引する「地方創生のモデル都市」となるとともに，新・

文化庁と連携し，日本の文化 GDP※の拡大や「文化芸術立国※」に貢献する。 

 

現状・課題 

山紫水明の美しい自然に恵まれ，平安

遷都以来，精神文化の拠点都市として栄

えた京都には，歴史に培われた多様な文

化や，全国の国宝の約 19％が集中するな

ど有形無形の文化財，さまざまな文化施

設，芸術・歴史等の専攻を有する大学な

ど多彩な文化資源が集積しており，文化

のまちと広く認知されている。 

 

一方で，「文化芸術にかかわる活動が盛

んである」と感じる市民の割合に比べ，

「文化芸術がまちの活性化に結びついて

いる」と感じる市民の割合は低く，文化

芸術をまちの活性化にさらに結びつけて

いくことが必要である。 

 

平成 30（2018）年 10 月，文化政策を

総合的に推進するための司令塔となる

「新・文化庁」が誕生し，基本理念・施

策に「共生社会」，「政策融合」，「生活文

化の振興」等が追加された「文化芸術基

本法」に基づき，新たな政策ニーズに対

応した事務・事業が実施されている。 

 

平成 31（2019）年 4 月，改正された文

化財保護法が施行。同年 3 月に京都市文

化財保護審議会から出された「京都市に

おけるこれからの文化財保護の在り方に

ついて」の答申を受けて，京都の人々の

生活，歴史と文化の理解のために欠くこ 

 

 

京都では文化芸術にかかわる活動が盛んである

と感じる市民の割合は約 8 割 

文化芸術がまちの活性化に結びついていると感じる

市民の割合は約 6 割 

 

資料：京都市「市民生活実感調査（令和元年度）」 

数多くの国宝・重要文化財が京都市内に存在 

 

資料：京都市「市民生活実感調査（令和元年度）」 

 

※ 文化 GDP：国内総生産（GDP）内に含まれる，文化産業による付加価値のこと。 

※ 文化芸術立国：文化芸術の振興により，心豊かなくらしを実現するとともに，活力ある社会を構築して国の魅力を

高め，経済力のみならず文化力により世界から評価される国へと発展していくこと。 
 

（市民生活実感調査の結果） 

（質問項目：京都では，文化芸術にかかわる活動が盛んである） 

（市民生活実感調査の結果） 

（質問項目：文化・芸術活動によって，京都のまち全体が活気づい

ている） 

（京都市内にある国宝，重要文化財の割合） 

注：令和 2 年 4 月現在の件数 

資料：京都市 
 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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はい

93.8%

いいえ

6.2%

とができない有形無形のものすべてを

「京都文化遺産」と位置付けて，その保

存と活用の好循環を創出していくことが

求められる。その際，文化財の防災，防

犯の充実を図っていく必要がある。 

 

市民，芸術家，文化関係者，文化財所

有者，企業，大学，団体等と行政の連携

により，社会状況を踏まえて，京都の文

化の担い手・支え手を形成していく必要

がある。新型コロナウイルス感染症拡大

を受け，文化の担い手・支え手の活動に

大きな影響が及んでおり，活動の継続・

再開に向け切れ目のない支援が求められ

る。新・文化庁と連携しながら，東京 2020

オリンピック・パラリンピックを見据え，

京都がウィズコロナ社会での「文化を活

用した地方創生のモデル」となり，文化

芸術立国に貢献していく必要がある。 

 

みんなでめざす２０２５年の姿 

 １ 日常のくらしのなかに文化がとけこみ，誰もが文化に触れることができている 

文化が市民の生活や，身近なくらしの場である地域の中にしっかりと根付くなど，

日常のくらしのなかに文化がとけこみ，新しい生活スタイルの下ですべての人が京都

の伝統文化から現代芸術まで幅広い文化に触れ，親しみ，楽しみ，人生の豊かさを実

感する，持続可能で多様性のある共生社会が実現している。 

 

２ 文化によって社会，経済が活性化され，国際文化交流を通じて，社会課題の克服や

世界平和に貢献している 

  京都が有する有形無形の豊かな文化が大切にされる社会にあって，文化と他分野と

の融合を積極的に推進することで，文化がまちづくりや京都が誇る伝統工芸から先端

技術まで，さまざまなものづくり分野などと融合し，新たな価値やイノベーションが

創出されている。また，これに伴い，京都ならではの文化と経済の好循環が生み出さ

れ，社会，経済が活性化し，担い手の生活が豊かになっている。さらに，国際文化交

流が回復し，新たに展開するなかで京都・日本の文化の魅力が世界に伝わって，相互

理解が深まり，社会課題の克服や世界平和に貢献している。 

 

 ３ 京都文化遺産が，多くの市民や関係者により生かされ，守り伝えられている 

   京都の奥深い歴史や文化を伝える有形無形の文化遺産や衣食住などの伝統的なくら

しの文化が，多くの市民や大学，企業等の関係者により日々のくらしのなかに生かさ

れ，京都文化遺産として大切に守り伝えられている。 

 

４ 京都の文化の担い手・支え手が育ち，活躍している 

   市民，芸術家，文化関係者，文化財所有者，企業，大学や文化施設など文化にかか

わるさまざまな団体と行政がネットワークを形成している。文化の創造・発信のため

の環境が整えられ，文化の担い手・支え手が育ち，活発な文化芸術活動を行っている。 

資料：京都市「京都市の芸術家等の活動状況に関するアン

ケート調査（令和 2 年度）」 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた芸術家の

割合は約 9 割 
（京都市の芸術家等の活動状況に関するアンケート調査の

結果（個人）） 

（質問項目：公演や展示等の延期または中止があるか） 
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○ 機能強化のうえ，京都へ移転する新・文化
庁と連携し，広く日本全国の文化を愛する
人々の理解の下，「地方創生のモデル都市」
として「文化芸術立国」に貢献 

○ 市民，芸術家，文化関係者，文化財所有者，
企業，大学，団体等間の連携を図りつつ，そ
れぞれとのパートナーシップによる文化芸
術都市の創生を推進 

 

 

 

 

 

 

 

市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進施策 

１ 文化による持続可能な共生社会の実現 

⑴  誰もが文化に触れる機会の創出による多様な文化の継承 

    すべての人が，伝統文化から現代芸術まで幅広い文化，くらしの文化に触れる機

会を増やし，京都の伝統文化から現代芸術，くらしの文化，それを支える匠のわざ

などへの理解を深める。加えて，新しい生活スタイルに適応した文化のあり方を追

求し，多様な文化を発展的に継承していく。 

  ⑵ 文化芸術による共生社会実現のための基盤づくり 

   文化芸術がもつ他者との相互理解を促す社会包摂※の機能を生かし，社会的に困難

な状況に置かれている人をはじめ，あらゆる人の社会参加の機会を充実させ，誰も

が相互に人格と個性を尊重し支え合い，人々の多様なあり方を認め合える共生社会

をつくり上げていく。 

 

２ 文化と経済の好循環の創出と京都・日本の文化の発信 

  ⑴ 文化を基軸とした政策融合による社会的・経済的価値の創出 

    機能強化のうえ，京都へ移転する新・文化庁と連携し，観光，産業，科学技術，

大学，教育・子育て支援，福祉，環境，まちづくり等，あらゆる政策分野と文化を

融合させ，文化を，まちづくりやスタートアップ・エコシステム※に取り入れ，戦略

的に事業を展開することで，新たな価値付けをして，地域の多様なコミュニティの

形成や，文化と経済の好循環，日本の文化 GDP の拡大への貢献などにつなげていく。

行政 

 

企業，大学，

団体等 市民  

 

 

 

日本全国の文化の 

担い手・支え手 

○ 文化を継承，創造し，
発信 

○ くらしのなかで文化
に親しみ，また，文化に
よる地域のまちづくり
を進める 

○ 国内外の文化関係者

や文化団体と交流し，ま

た，学術，産業，まちづ

くりなどに新たな活力

をもたらす 

○ 文化，芸術を鑑賞
したり，地域の伝統
行事に参加するな
ど，京都の文化のよ
き理解者・支援者と
なる 

○ 芸術・歴史文化等
の専攻を有する大学
で文化の担い手を養
成 

○ 市民に身近な情報
を発信 

○ 国内外の文化団体
や公的機関等と積極
的に交流 

 

＜共汗の方向性＞ 

市民，芸術家，文化関係

者，文化財所有者，企業，

大学，団体，行政などがそ

れぞれ連携して京都の多様

な文化の力を強化する 

※ 社会包摂：すべての人々を孤独や孤立，排除や摩擦から援護し，健康で文化的な生活の実現につなげるよう，社会

の構成員として包み支え合うこと。 

※ スタートアップ・エコシステム：複数のスタートアップ企業や，大企業，投資家等の多様な関係者が結びつき，循

環しながら広く共存共栄していくしくみ。 

 

芸術家， 

文化関係者， 

文化財所有者 
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  ⑵ 国内外の文化交流の促進と京都・日本の魅力の発信 

   新・文化庁と連携し，多彩な取組を展開することで，京都市の施策の効果を全国

に波及させ，文化による地方創生のモデル都市になることをめざすとともに，今後

の国内外の文化交流の回復と新たな展開を見据えて，京都から世界に向けて京都・

日本文化の魅力を発信し続けていく。 

 

 ３ 日本の宝である京都文化遺産の継承 

⑴  京都文化遺産の価値を未来に伝える取組の推進 

    京都文化遺産の所有者や技術保持者はもとより，多くの市民や大学，企業，行政

等の関係者が，京都文化遺産に関する貴重な調査・研究の成果を情報共有するとと

もに，気軽に交流できるしくみや場を設ける。この場を活用して，関係者が有する

さまざまな技術の向上や豊かな市民のくらしにつなげていくことでその価値を未来

に伝えていく。 

  ⑵ 文化財の多様な価値を生かした「保存と活用の好循環」の創出 

   社会状況に応じて，文化財が有する多様な価値を最大限生かせるよう，文化財の

調査・研究や文化財の指定・修理，防災・防犯の対策を行う「保存」と，多くの人

に文化財の価値を知り体感してもらう「活用」とをバランスよく行う。これにより，

文化財に対する理解や，保存のための財源や担い手の確保，伝統技術の継承等にも

つなげる，「保存と活用の好循環」を創出していく。 

  ⑶ 文化遺産を大切にしたまちづくりの推進 

   文化遺産とその周辺環境の一体的な保全など，文化財保護政策と景観まちづくり

政策との融合を図り，地域との連携を深めながら，京都の奥深い歴史を伝える有形

無形の文化遺産を大切にしたまちづくりを進める。 

 

４ 文化芸術活動を継続・発展させていくためのしくみの構築 

⑴  芸術家・文化関係者とのネットワークづくり 

    多様な価値をもつ文化を創造・発信している，京都の芸術家や文化関係者との連

携の下，ウィズコロナ社会においても，文化芸術活動を継続・発展させ，京都の文

化を未来につないでいくためのネットワークをつくる。 

⑵  次世代の文化の担い手・支え手の育成 

   京都が有する豊かな文化資源を生かし，家庭，学校，地域社会，その他のさまざ

まな場において，文化についての学びを推進する。また，より多くの子ども・若者

が優れたほんものの文化に触れる機会を充実し，文化に対する感性を磨き，表現力

を高め，多角的な思考力を養うことで，次世代の文化の担い手・支え手の育成につ

なげていく。 

  ⑶ 豊かな文化資源を生かした文化の創造・発信の支援 

 京都のまち全体を文化の活動の場としてとらえ，京都へ全面的に移転する新・文

化庁や，京都駅東部に移転する京都市立芸術大学をはじめとした大学，文化芸術関

係団体等との連携の下，京都市の文化芸術拠点（ロームシアター京都，京都芸術セ

ンター，京都市京セラ美術館，京都コンサートホール，京都市動物園等）の機能を

充実するとともに，さまざまな文化関係施設（博物館・美術館，劇場等）を生かし

て，京都の文化の創造・発信を支援していく。  
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＜政策分野６ スポーツ＞ 

頂いた御意見等 
 

＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

【委員意見】オンライン化はスポーツにとっても，世界とつながれるチャンス。学生スポ

ーツや体育にどう広げていくかが重要。 

 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 

【委員意見】スポーツの絆，人と人をつなぐ部分は基本方針と姿にうまくまとまっている。 

【委員意見】例えば，引きこもりの子どもたちがアスリートと一緒に運動することで外に

出てくる取組なども東京などでは行われている。人材育成などにも関わるので，健康長

寿以外でもスポーツに触れていただきたい。 
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政策分野６ スポーツ 
 

～人生 100 年時代を見据え，スポーツを通して， 

健康で心豊かなくらし，人と人とのつながり，まちの魅力向上をめざす～ 

 

基本方針 
「誰もが，いつでも，どこでも，する・みる・支える，さまざまなかたちでスポーツ

やレクリエーションに親しみ，その環境をみんなで支え合うまちづくり」を市民，関係

団体等と行政とが一体となって進める。人生 100 年時代を見据え，市民一人一人がスポ

ーツを楽しむことで，健康や心の豊かさを享受するとともに，多様な仲間とつながる取

組を推進する。スポーツと文化，産業，観光，環境，教育などとがつながることで，京

都のまちをさまざまな分野からより魅力あるものにする。 

 

現状・課題 

競技スポーツはもとより，生涯スポー

ツ，家族でのレクリエーション，市民同

士の交流など，多様なニーズにこたえる

スポーツ施設の提供が求められており，

指定管理者制度※により，効率的で柔軟な

施設運営を行っている。一方，厳しい財

政状況の下，府市協調の推進に加え，民

間資金の活用も含めた，施設の整備や老

朽化した施設・設備の計画的な改修が必

要である。 

 

地域密着型プロスポーツチームの試合

や全国レベルの競技大会が市内の運動公

園等で開催されるなど，市民がトップレ

ベルのスポーツに身近に触れられる機会

が提供されている。また，ネーミングラ

イツ（命名権）等，企業による支援も進

み，スポーツ振興に貢献している。 

 

体育振興会やスポーツ推進指導員会は

地域におけるスポーツ振興の原動力であ

り，健康寿命※の延伸や地域コミュニティ

の活性化にも大きな役割を果たしている。

一方，体育振興会の役員や活動が固定化

しており，また，スポーツ推進指導員の

減少が進むなど，地域スポーツを支える

新たな担い手の確保・育成が課題である。 

 

 

 

 

 

スポーツ施設の利用件数は横ばい傾向 

（文化市民局が所管するスポーツ施設の利用件数） 

年間を通じて多くのプロスポーツ・全国規模大会が開

催 
（京都市で開催されたプロスポーツ・全国規模大会の開催日数） 

資料：京都市 

資料：京都市 

※ 指定管理者制度：公の施設の管理運営に民間等の能力を活用し，住民サービスの向上や経費の節減等を図るための

制度。 
※ 健康寿命：健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。 

 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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京都マラソンや駅伝大会などの大規模

スポーツイベントは，市民スポーツの振

興はもとより，文化をはじめとした京都

の魅力の発信等，多方面に効果が波及し

ている。 

 

東京 2020 オリンピック・パラリンピッ

ク，ワールドマスターズゲームズ 2021 関

西等の大規模国際スポーツ大会の国内開

催によるスポーツに対する関心の高まり

を，一層のスポーツ振興と健康づくり，

人のつながり，まちの魅力向上に結びつ

けることが必要である。 

 

一方で，新型コロナウイルス感染症の

影響により，さまざまなスポーツの競技

大会やイベント等が中止・延期となって

いる。こうした中，運動不足やストレス

の解消に加え，社会の活力の創出など，

スポーツが果たす役割は重要であり，安

全・安心にスポーツを楽しめる機会を提

供していく必要がある。 

 

みんなでめざす２０２５年の姿 

１ スポーツを楽しみ，スポーツを通して健康で心豊かなくらしを築いている 

市民がそれぞれの個性，関心等に応じて生涯にわたって自発的にスポーツを楽しむ

ことができる環境が整備されることで，スポーツを通して健康で心豊かなくらしを築

くことができている。 

 

２ スポーツを通して，多様な人と人とがつながっている 

市民が年齢，性別，障害の有無などにかかわらず，スポーツを楽しみ，その活動を

支え合うことで，スポーツを通して互いの人格を尊重し，多様な人と人とがつながっ

ている社会を築くことができている。 

 

３ スポーツを身近に感じ，スポーツがまちの魅力を高めている 

市民がプロスポーツをはじめ，トップレベルのスポーツに身近に触れることができ，

スポーツが文化，産業，観光，環境，教育など，さまざまな分野とつながることで，

まち全体の魅力を高めることができている。 
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市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進施策 

１ スポーツが身近にある健康で心豊かなくらしの実現 

⑴ 施設の効果的・効率的な整備と運営の推進 

スポーツ施設・設備について，整備を進めるとともに，効率的な管理や長寿命化

計画に基づく計画的な改修等により延命と有効活用を図る。施設の運営については，

指定管理者制度により，利用者本位に立った柔軟なものとし，ネーミングライツに

よる企業支援等も導入しつつ，安全・安心で良質なサービスの提供に努める。 

⑵ 競技環境と観戦環境の充実 

国際大会や全国大会などの大規模な競技大会を円滑に開催できるよう，府市協調

による西京極総合運動公園の計画的改修や横大路運動公園の再整備等を進め，また，

水垂運動公園（仮称）をはじめとする，官民協働によるスポーツ施設の整備の検討

を行うなど競技環境と観戦環境の充実を図る。 

⑶ 生涯にわたってスポーツをみずから楽しむ機会の提供 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックやワールドマスターズゲームズ 2021 関

西の開催を契機に，高まるスポーツへの関心を行動につなげるため，市民ニーズに

応じた，初心者向けのイベントを増やすなど，誰もがスポーツに身近に触れ，生涯

にわたってスポーツをみずから楽しむことができる機会をさらに増やし，市民の健

康寿命の延伸に寄与するとともに，スポーツに関する幅広い情報を得やすいしくみ

づくりを進める。 

また，ICT（情報通信技術）の活用などにより，感染症対策に配慮した新しい生活

スタイルに適応し，安全・安心に楽しめるスポーツの機会の提供や，その情報発信

の充実を図る。 

 

 

 

 

＜共汗の方向性＞ 
スポーツをする・み

る・支える環境をみん
なでつくるとともに，
スポーツを通してつな
がり，まち全体の魅力
を高める 
 行政 

 

関係団体 
（体育振興会，スポーツ推

進指導員会，競技団体，プ

ロスポーツチーム，学校等） 

 

市民 

 

指定管理者 

 

○ 地域に密着し，
スポーツを楽し
む機会の提供 

○ 競技者の育成 
 

○ 関係団体，指定管理者
等と連携し，スポーツ施
設を整備，管理・運営す
るとともに，スポーツ教
室や大会等の開催，広報，
ボランティアの支援等を
行い，市民スポーツの振
興を図れるよう，調整し，
まとめる 

 

○ 利用者のニーズに応
じたスポーツ施設の管
理・運営，自主事業 

 

○ みずからスポーツを楽しむ 
○ スポーツをみて楽しむ 
○ ボランティア等でスポーツ

を支える 

○ 企業，大学におけるスポーツ振興，
競技者の育成 

○ 地域貢献活動による市民スポーツ
への支援 

○ スポーツのビジネスとしての成長
と他産業との融合 

 

 

企業，大学 
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２ スポーツの絆が生きる社会の推進 

⑴ スポーツを支える組織・担い手の育成 

スポーツの楽しみ方や健康に関する指導からアスリート（競技者）の育成のため

の専門的な指導まで，市民のスポーツ活動を支える担い手の育成・活動支援を行う。 

また，市民スポーツの普及・振興に大きな役割を果たす体育振興会，スポーツ推

進指導員の担い手の確保や育成の支援，実業団や大学等で活躍するアスリートのセ

カンドキャリアの活用も含めた地域貢献への支援を進めるとともに，スポーツ振興

やスポーツによる健康増進に貢献する個人，団体，企業等の表彰制度の充実に取り

組む。 

⑵ スポーツによる共生社会の推進 

スポーツをともに楽しむことを通して相互理解を深め，誰一人取り残さない共生

社会の礎となる人と人とのつながりを強める取組を進めるため，バリアフリー化な

ど，ユニバーサルデザインの理念に沿ったスポーツ施設の整備・運営を追求すると

ともに，真のワーク・ライフ・バランス（仕事と生活，地域活動等の調和）の推進

による市民のライフスタイルの変化に応じて，誰もがスポーツに参加できる環境を

整備する。 

⑶ スポーツを通じた多様な主体の連携 

各種スポーツイベントを支える市民ボランティアを支援するとともに，指定管理

者，体育振興会，スポーツ推進指導員会，競技団体，地域密着型プロスポーツチー

ムはもとより，学校，企業等を含め，スポーツを支える各団体の連携を促進する。 

 

３ スポーツによるまちの魅力向上 

⑴ ワールドマスターズゲームズ 2021 関西など総合スポーツイベントの開催 

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西の開会式や競技を京都市で開催すること

を通じて，生涯スポーツの推進はもとより，市民の健康長寿に対する意識を高め，

さらには国際交流や京都の魅力発信に取り組む。また，今後も競技団体等と連携し

て，国際的又は全国的な規模の競技大会の開催に取り組むとともに，新規誘致を推

進する。 

⑵ スポーツを通した交流の促進とまちの魅力発信 

ランナー，応援する市民，支えるボランティア，企業など，すべての主体が一体

となって支え，盛り上げるマラソン大会や全国規模の駅伝大会のほか，都市間交流

や国際親善を目的として開催される競技大会を通して国内外の多様な人々，団体等

の交流や，スポーツを核に文化，産業，観光，環境，教育などの異なる分野との融

合を促進することにより，京都の魅力発信，都市格の向上につなげる取組を推進す

る。 

⑶ プロスポーツや競技スポーツへの支援とその魅力の活用 

地域密着型プロスポーツチームの振興や，国際大会や全国大会などの大規模な競

技大会に取り組む団体への支援を進めるとともに，次代を担う子どもたちや若きア

スリートが憧れを抱き，目標となる京都ゆかりのトップアスリートを顕彰するなど，

スポーツの魅力を京都の発展に生かす取組を進める。 
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＜政策分野７ 産業・商業＞ 

頂いた御意見等 
 
 

＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

【委員意見】事業の継続と雇用の維持を最優先課題として，中小企業や小規模事業者を強

力に支援していくことが必要。 

【委員意見】卒業後，京都で就職してもらうことも重要。 

【委員意見】観光事業者等は生活が苦しい。兼業や副業を解禁することが必要 

【委員意見】コロナにより観光が大きなダメージを受けている現在，足腰の強い製造業等

の南部への集積の重要性はむしろ増している。 

【委員意見】経済と防災の両立が必要 

【委員意見】コロナによる社会的変化・課題を解決するようなビジネスを生む。新しいニ

ーズや社会課題をビジネスチャンスととらえ，知恵を活かして挑戦していく企業を生み

出すことが必要。 

【委員意見】無形の価値をビジネスに転用できるようなエコシステムを作れると良い。有

形物をカスタムして，ニーズに適合させたこれまでから，無形の価値，無形の資産をど

のようにカスタマイズしていくかが大事になる。 

【委員意見】結局は AI や IT をスケーラブルに活用してできる作業と人間が対面して取り

組まなければいけない作業の組み合わせの最適なバランスを雇用を確保しつつ見つけら

れるかが非常に大きな問題になる。 

【委員意見】単純にテレワークが増加してオフィス需要が減少するというだけではなく，

オフィスとテレワークを組み合わせた働き方が定着する。これに対応するため，成果の

測り方や評価の仕方（時間から成果へ），手当体系の再整備（例えば，通勤手当を廃止し

テレワーク手当を新設する）などが企業に求められる。 

【委員意見】最寄り駅のターミナルやコミュニティの拠点にセキュアな環境でオンライン

にアクセスできるようなサードプレイス的な施設ができると良い。 

【委員意見】テレワークの普及の流れに対応できない小さな企業を支援していかないと，

災害や新たな感染症が発生した際，また今回と同じようなことになってしまう。 
 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 

【委員意見】人口減少が前提の中，経済活動のアウトプット先を地域，国内の市場に限っ

ていたのでは伸び悩む。京都が生み出す様々な価値が世界市場で羽ばたいていくことを

明言する必要があるのではないか。 

【委員意見】Society5.0 に代表されるデジタル経済について，大企業だけでなく中小企業

や伝統産業にもその影響が及ぶこと，また，逆にこれらの主体が影響を与えていくこと

を記載すべき。 

【委員意見】「知恵」が表すものは何かを書いた方が分かりやすい。知恵とは，連綿とした

知識とそれを活用するしくみではないか。 

【委員意見】長らく京都では「知恵」という言葉を使われるが，そこが曖昧。あえて曖昧

さを残しているのかもしれないが，知恵産業と言い出した時点から時代背景も変わって

いるので，どういうことを知恵と言うのかという今日的な示唆がここであると助かるの

ではないか。時の流れの中で知恵を構成する要素も変わり，デジタル化等の先進的な要

素も含めて考えた方が良い。 
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伸び悩む小売業・卸売業 
（京都市の卸売業・小売業の年間商品販売額の推移） 

注 平成 24 年の数値は，総務省「平成 24 年経済センサス活動調査
（卸売業，小売業に関する集計）」を独自集計したものであり，前
後の数値は厳密には接続しない。 

資料：経済産業省「商業統計調査（平成 11 年～平成 26 年）」 
総務省「経済センサス基礎調査（平成 21 年～平成 26 年）」 
総務省「経済センサス活動調査（平成 24 年～平成 28 年）」 

急速に悪化する雇用情勢 
（京都府の有効求人倍率の推移） 

資料：京都労働局 
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政策分野７ 産業・商業 
 

～地域企業の持続的発展と，文化と経済の融合，異分野との交流促進で 

次世代産業を生み出す産業創造都市をめざす～ 

 

基本方針 
京都のまちに息づく伝統文化とそれを支える匠のわざ，人々の生活文化や美意識，さ

らには地域企業の優れた技術力，大学の集積といった京都の「強み」を生かすとともに，

国内外からの起業家の呼び込みやクリエイティブな企業の進出によって，文化と経済の

融合，異分野との交流による新たなイノベーションを加速し，世界に羽ばたく企業を生

み出す等，Society5.0※をリードする産業創造都市をめざす。 

また，地域コミュニティを支える地域企業の感染症をはじめとするさまざまなリスク

への対応力の強化とともに，担い手の確保や，伝統産業，商店街の振興，京都の豊かな

食生活を支える流通体制の整備等によって，持続可能な京都経済の好循環を生み出し，

市民生活の豊かさにつなげていく。 

 

現状・課題 

新型コロナウイルスの感染拡大により，

深刻な影響を受けた地域企業が危機的状

況を乗り越えられるよう，徹底した下支

えを行っていく必要がある。同時に，雇

用情勢が急速に悪化する一方で，構造的

に担い手が不足している業種もあり，人

口減少や少子化を見据えて，この機に，

雇用のミスマッチの解消や円滑な事業承

継にもつなげていく必要がある。 

 

新しい生活スタイルへの変革が求めら

れるなか，AI，IoT※などの新たな技術を

生かしたデジタルトランスフォーメーシ

ョンを推進し，中小企業の生産性向上や

競争力強化を図るとともに，在宅勤務や

テレワークをはじめ多様で柔軟な働き方

改革に向けた取組を加速していく必要が

ある。 

 

京都の都市格が向上し，多くの世界的

なクリエイティブ企業が京都に進出する

なか，企業のもつ技術と学術研究機関の

知を融合する産学公連携を一層進め，新

たなイノベーションの創出を促進してい

くとともに，新型コロナウイルス感染症

の拡大に伴い顕在化した新たな社会課題

の解決につなげていく必要がある。 

 

 ※ Society5.0：仮想空間と現実空間を高度に融合させ，経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会。 
※ IoT：「Internet of Things」の略であり，あらゆるモノがインターネットにつながり，相互に通信しあう技術。 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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ライフスタイルの変化やインターネッ

ト取引の増加により，小売業・卸売業の

年間販売額は伸び悩んでいる。新しい生

活スタイルが定着するなか，これまで以

上に，時代のニーズにこたえるものづく

りや流通システムへの対応，地域の特性

に応じた商業の活性化が求められている。 

また，市民の「食の安全・安心」，「食

育」への関心が高まっているなか，京の

食文化の発信等の観点からも，中央卸売

市場の整備や市場機能の強化が必要であ

る。 

 

みんなでめざす２０２５年の姿 

１ 地域や文化を支え，京都経済の原動力である地域企業が，地域とともに持続的に発

展している 

  京都経済のみならず，市民のくらしや地域の活動，文化を支えてきた地域企業が，

先人から受け継いだ商いの哲学や創業精神を大切にしながら，新たな事業展開に挑戦

するとともに，地域の人々が地域企業を知り，その製品やサービスを積極的に利用す

ることなどにより，地域とともに持続的に発展するまちとなっている。 

 

２ 多様な担い手が地域企業を支え，誰もが働く喜びを実感できている 

   女性や，障害のある人，外国人など多様な担い手が活躍し，企業の担い手の確保に

つながるとともに，デジタル技術を生かした働き方改革の推進や雇用のミスマッチの

解消によって，若者から高齢者まで世代を問わず，誰もが働く喜びを実感できるまち

となっている。  

 

３ ものづくり都市として，新たな価値を創造し続けている 

全国有数のものづくり都市として発展してきた京都の強みを生かし，グリーン，ラ

イフ，コンテンツをはじめとした成長産業を創出され，世界市場に進出するとともに，

企業の研究開発・製造・物流を支えるオフィス，事業用地が生み出され，多種多様な

産業，ビジネスが集積することにより，新たな価値を創造し続けるまちとなっている。 

 

４ 世界有数のスタートアップ※拠点都市として，世界に羽ばたく企業が生まれている 

起業家やクリエイティブな人々が国内外から京都に集まり，事業者や大学，学生，

アーティスト等との交流・協働により，次々に新たなイノベーションが起こるエコシ

ステムが形成され，世界に羽ばたく多種多様なスタートアップ企業や，社会課題を解

決する企業が生まれるまちとなっている。 

 

 ５ 日本の文化を支える京都の伝統産業が，魅力的な産業として継承されている 

全国の産地と結びつき，日本の文化を支えてきた京都の伝統産業が，文化やアート

等の新たな要素を取り入れながら，時代のニーズに対応した商品開発や，海外への販

路開拓を積極的に進める魅力的な産業として次世代に継承されるまちとなっている。 

 

 
※ スタートアップ：新しいビジネスモデルで急成長をめざす新興企業。 
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６ 商いでにぎわい，都市の活力が生み出されている 

意欲ある商業者が才覚を発揮するとともに，地域に魅力あるお店が増加し，地域コ

ミュニティの場でもある商店街が活性化することで，人とお店，地域の結びつきが強

まり，若者から高齢者まで幅広い年齢層の市民や観光客が安心して快適に買物を楽し

むことができるまちとなっている。 

 

７ 安全・安心な流通体制が構築され，京の食文化が生き続けている 

施設機能の維持・充実により高い衛生水準が確立された中央卸売市場を中心に，全

国の安全・安心で優れた食材が安定して流通する体制が整い，市民生活のなかで京の

食文化が継承・発展し続けるまちとなっている。 

 

市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

推進施策 

１ 地域企業の持続的発展と地域企業を支える多様な担い手の活躍 

  ⑴ 京都経済の原動力である地域企業の持続的発展の支援 

経営支援，金融支援，技術相談，BCP 策定支援等の下支えにより地域企業の経営

の安定を図るとともに，異業種交流の促進，事業承継の推進，AI や IoT，ロボット

の導入による省力化や生産性向上の取組等により，地域企業の持続的発展を支援す

る。 

 ⑵ 多様な担い手が活躍できる働き方の実現と雇用のミスマッチの解消 

女性や障害のある人，外国人等の多様な担い手が活躍できるよう，労働局，京都

府，経済界との連携によって，オール京都で担い手の確保や雇用のミスマッチの解

消，働き方改革，テレワークや副業などの新しい生活スタイルに対応するワークス

タイルを推進し，若者から高齢者まで切れ目のない就労，定着支援を推進する。 

 

２ 新たな価値を創造し続けるものづくり都市の確立と強靭な産業構造への進化 

⑴ 成長産業分野・創造的活動分野における産業振興 

優れた技術と知的資産を有する京都の大学，企業，産業支援機関等の連携による

産学公の取組や，京都の伝統文化や精神に裏打ちされた知恵産業の推進によって，

ウィズコロナ・ポストコロナをはじめ，環境・エネルギー，医療・健康・介護など

社会課題解決型の成長産業分野や，京都の強みであるコンテンツ，デザイン，文化

芸術など創造的活動の分野において，付加価値の高い産業を創出する。 

＜共汗の方向性＞ 
産学公連携の下，地

域経済の発展及び市民
生活の向上を図る 

○ 地域経済の活力の担い
手として企業活動を行
い，異分野との交流を通
じて，新事業の創出に挑
戦する 

〇 生活文化の継承，地域
コミュニティの活性化等
に貢献する 

○ 産業・商業の振興が市民生活の
向上と地域社会の活性化に寄与す
ることを理解し，市内需要の拡大
に努める 

○ 新たな時代をリ
ードする産業の担
い手を育成する 

○ 教育，研究の成
果等を地域経済の
発展に還元する 大学 地域企業 

市民 

○ 企業・事業者・大学と地域が協働
できるよう，新産業の創出や地域企
業の下支え等の施策を総合的かつ計
画的に推進する 

行政 
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⑵ 産業構造の強靭化に向けた企業の事業環境の整備 

企業立地促進施策の充実や事業用地の創出によって，新たな産業集積を生み出す

事業環境を整備し，市内企業の事業拡大や新たな企業の誘致を促進することで，産

業の重層性をさらに高め，リスクに強い産業構造への進化を図る。 

 

３ 世界に羽ばたく企業が生まれる世界有数のスタートアップ拠点都市の構築 

⑴ スタートアップ・エコシステム※の構築 

京都の精神文化やビジネス環境など，多様な魅力の発信により，世界から優秀な

起業家を呼び込み，京都の経済団体が一堂に会する京都経済センターを核として，

地域企業，アーティスト，学生等との交流を促進するとともに，大学や産業支援機

関，インキュベーション施設※，アクセラレーター※，金融機関等とのネットワーク

によって，スタートアップ・エコシステムを構築する。 

⑵ ソーシャル・イノベーション※の推進 

    先駆的な企業の認定や各種イベントの開催，企業の CSR 活動※の推進等により，持

続可能なビジネスモデルを京都から世界に発信することによって，革新的な技術や

サービスの提供などにより，ウィズコロナ・ポストコロナをはじめとする人類共通

の課題を解決するソーシャル・イノベーションを推進する。 

 

４ 地域と文化を支える伝統産業，商業の振興 

  ⑴ 日本の文化を支える伝統産業の魅力的な産業としての継承・発展 

伝統産業を着実に次世代に継承，発展させていくため，業界団体を通じた仕事づ

くりや若手職人の育成を支援するとともに，文化・アート等との融合による新たな

価値の創造，観光客が「ほんまもん」を体験できる場の提供，海外販路の開拓等，

伝統産業製品の需要喚起策を展開し，出荷額の増加につなげる。 

⑵ 商いによるにぎわいと持続可能な商業環境の創出 

    市民をはじめ，国内外の観光客等にも愛される京都ならではの「華やかな都市の

にぎわい」と安心・安全・快適で持続可能な商業環境の創出をめざし，地域特性・

資源を最大限に生かした商業エリア・商店街の活性化や，次代を担う商業者及び後

継者の育成，キャッシュレス等の消費者の利便性向上に対応した経営支援策等を展

開するとともに，商いしやすいしくみづくりを推進する。 

 

５ 京の食文化の継承・発展と安全・安心な生鮮食料品等の安定的な供給 

⑴ 京の食文化の継承・発展 

季節や旬を重んじる京の食文化を次世代へ継承するとともに，さらなる発展のた

め，食育の推進，産地への支援等の取組を推進する。 

⑵ 安全・安心な生鮮食料品等の安定供給 

施設整備とともに，取引をはじめとした市場業務の ICT（情報通信技術）化の推

進等を通じた中央卸売市場の機能強化を図ることにより，将来にわたって，生産者

を守り，市民に安全・安心な生鮮食料品等を安定的に供給していく。さらには，輸

出の拡大に取り組むとともに，災害時には食料供給拠点としての役割を果たしてい

く。 

 

 

 

 

※ スタートアップ・エコシステム：複数のスタートアップ企業や，大企業，投資家等の多様な関係者が結びつき，循

環しながら広く共存共栄していくしくみ。 

※ インキュベーション施設：起業家や創業後間もない企業等に，事業スペースを提供し，経営・技術等の支援を行う

施設。 

※ アクセラレーター：起業家や創業間もない企業等に対して成長を加速させるための支援を行う事業者等。 

※ ソーシャル・イノベーション：ビジネスによって社会問題を解決する革新的な新事業。 

※ CSR 活動：企業が社会的責任を果たすために行う社会貢献活動。 
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＜政策分野８ 観光＞ 

頂いた御意見等（審議会委員からの御意見等） 
 

＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

【委員意見】無形の価値をビジネスに転用できるようなエコシステムを作れると良い。

有形物をカスタムして，ニーズに適合させたこれまでから，無形の価値，無形の資産

をどのようにカスタマイズしていくかが大事になる。 

【委員意見】テクノロジーの活用や質の向上など，京都経済同友会の提言で訴えて来た

ことは変わらず，むしろ重要性が増す。 

【委員意見】京都は観光関連産業の比率が高く，大きな影響を受けている。まずは国内

観光の需要を掘り起こす必要がある。事業継続に向けた支援とともに，新しい生活様

式に対応した接遇のための設備投資・人材育成が不可欠。 

【委員意見】「観光資源をいかに活用するか」がキーになるのでは。今まで観光客が主

に支えていた業界は大打撃を受けている。学生に焦点を当ててはどうか。今，京都は

閑散としており，写真が撮りやすい，レンタル浴衣が借りやすい状況。いつもは観光

しない学生と観光地を結びつけるチャンスだと思う。 
 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

378万人

494万人

0

100

200

300

400

500

600

700

2月 11月

R1年 月別観光客数

（最閑月・最繁月）

186万人

666万人

0

100

200

300

400

500

600

700

2月 11月

（万人）

H15年 月別観光客数

（最閑月・最繁月） （万人）

3 .6倍 1.3倍

6,562 
6,088 

6,492 
7,002 

7,626 

9,704 

10,862 

11,268 

13,082 

12,367 

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

（億円）

（年）

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

H7 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

（千人）

（年）

H15年 4,374万人
「京都・花灯路」開始

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍ゚ ｰﾝ開始

H20年 5,021万人
観光客5,000万人達成

H30年 5,275万人

H21年 4,690万人

世界的な景気低迷
新型インフルエンザ発生

H12年 4,051万人

京都市観光客
5,000万人構想発表

H7年 3,534万人
阪神・淡路大震災

R1年 5,352万人
「トラベル・アンド・レジャー誌」8年連続ベスト10入り

H27年 5,684万人

政策分野８ 観光 
 

～地域や社会の課題解決に貢献していく持続可能な観光を実現し， 

  市民生活の豊かさにつながるまちをめざす～ 

 

基本方針 
地域や社会の課題解決に貢献するとともに，さまざまな危機への対応力を強化するこ

とで持続可能な観光を実現し，市民が温かく観光客を迎え入れ，市民と国内外からの観

光客との交流が盛んになり，観光が市民生活の豊かさにつながるまちをめざす。そのた

めに，京都市 DMO と一体となり，観光課題の解決をはじめ市民生活を最優先に，安心安

全，豊かさの向上，地域文化・コミュニティの継承・発展につながる観光の京都モデル※

を全力をあげて推進する。 

そして，引き続き観光の質を高めることで，市民，観光客，観光事業者の満足度を向

上させるとともに，観光と MICE※による経済効果を京都経済全体に波及させ，市民生活

の豊かさ，文化の継承・創造につなげる。 

 

現状・課題 

京都市を訪れる観光客の観光消費額は

4 年連続で 1 兆円を突破し，その経済効

果は，小売業・飲食サービス業・宿泊業

をはじめ，幅広い産業に波及している。 

 

京都市を訪れる観光客数は，令和元

（2019）年には 4 年振りに増加した。清

水・衹園等，日本人観光客の約半数が訪

れる地域がある一方，山科，高雄等，訪

問率が低い地域もある。 

 

月別観光客数の繁閑差は，平成 15

（2003）年の最大 3.6 倍から令和元

（2019）年は 1.3 倍にまで縮小し，繁忙

月の観光客の集中は 26％緩和するなど，

観光客が集中する季節の分散化が一定進

んでいる。 

 

宿泊施設は約5万3千室まで増加し（令

和 2（2020）年 3 月時点），計画されてい

る宿泊施設も含めると，基本的には施設

数としては満たされている。 

こうしたなか，京都市に宿泊する人の

比率は，平成 27（2015）年の 24.0％から

令和元（2019）年は 24.6％に，平均宿泊

日数も 1.49 泊から 1.61 泊と，この 3 年

間で増加した。 

 

 

令和元年の観光消費額は 1 兆 2,367 億円 

※ 京都モデル：令和元（2019）年の第 4 回国連世界観光機関（UNWTO）／ユネスコ観光と文化をテーマとした国際会議
で取りまとめられた「観光・文化京都宣言」で活用を推進することとされた，観光，文化及び地域コミュニティの関係
を適切にマネジメントするモデル。 

※ MICE（マイス）：企業のミーティング，企業研修旅行，国際会議，イベントなどの総称。 

資料：京都市「京都観光総合調査（令和元年）」 

（観光客数の推移） 

資料：京都市「京都観光総合調査（令和元年）」 
 

（月別観光客数） 

観光客数は 4 年振りに増加 

月別観光客数の繁閑差は大きく縮小している 

資料：京都市「京都観光総合調査（平成 15 年，令和元年）」 

（観光消費額の推移） 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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多言語対応やキャッシュレス化，Wi-Fi

接続環境など，外国人をはじめとする観

光客の受入環境整備が進んでおり，京都

観光について，「大変満足」～「やや満足」

とした観光客は，90％を超えた（令和元

（2019）年日本人：91.3％，外国人：

97.6％)。 

 

令和元（2019）年に京都市で開催され

た国際会議の件数は，国立京都国際会館

ニューホール完成の効果もあって，この

6 年間で約 2.2 倍となり，過去最高を更

新した。 

 

一方で，外国人観光客の急増等に伴う

一部の観光地・市バスの混雑，民泊等を

めぐるトラブル，生活習慣の違いによる

マナー違反など，市民生活との調和に係

る課題が生じている。 

 

また，観光関連産業（宿泊業，飲食サ

ービス業）は，非正規雇用率が全産業で

最も高く，新規大卒就職者の 1 年以内の

離職率も高い（22.2％）など，正規雇用

化の促進や若年層の定着支援等，担い手

の確保・育成が課題となっている。 

 

  令和 2（2020）年 1 月下旬以降の新型

コロナウイルス感染症の拡大に伴い，旅

行需要の激減，不要不急の外出自粛等に

より観光客数は減少し，観光事業者の経

営が深刻化するなど，京都観光は危機的

な状況にある。回復に当たっては，人の

移動が感染リスクの高まりにつながる

可能性があるため，観光と徹底した感染

症予防・拡大防止対策の両立が課題とな

っている。 

 

みんなでめざす２０２５年の姿 

１ 市民生活と観光の調和が図られ，市民が豊かさを実感している 

一部の観光地・市バスにおける混雑，観光客のマナー問題，違法・不適正な宿泊施

設などの観光課題の解決が図られ，市民と観光客の安心・安全が確保されるとともに，

観光関連事業者のみならず，幅広い産業にまで観光の経済効果が行き渡り，市民が観

光による生活の豊かさを実感している。 

また，市民が，京都の文化をしっかり享受し，知り，学び，楽しむとともに，国内

外からの観光客との交流が進んでいる。 

（開催件数・参加者数推移） 

（非正規雇用比率の比較） 

資料：総務省「就業構造基本調査（平成 29 年）」 

国際会議の開催件数（JNTO 基準）は，平成 25

年からの 6 年間で約 2.2 倍 

宿泊業，飲食サービス業の非正規雇用率は全

産業で最も高い 80.6% 

資料：公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロ

ー「2019 京都開催の国際会議」を京都市が加工 
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○ マナーを守りながら京
都を深く楽しみ味わう 

○ 京都観光の御意見番と
して京都観光の質をさら
に高める役割を担う 

 

○ 市民，観光客，
事業者にとって満
足度の高い観光地
経営を担う 

 

○ あらゆる政
策の融合によ
るまちづくり
を進める 

○ 京都観光を
支えるみんな
のプラットフ
ォーム（基盤）
としての機能
を果たす 

 

２ 京都観光の質が向上し，観光客が高い満足を感じている 

 地域の隠れた魅力の発掘・活用により，多様な魅力をもつエリアへの観光客の誘客，

長期滞在が促され，宿泊比率の増加により，市域全体ににぎわいが広がっている。 

また，地域固有の歴史・文化・自然の魅力を生かして，宿泊施設の質が高まり，地

域のさらなる活性化が図られるなど，京都観光の質が向上し，文化がさらに進化する

とともに観光客が高い満足を感じている。 

 

３ MICE 都市としての魅力が確立し，世界の人々が集うまちになっている 

世界の平和や人類の未来に貢献する会議の舞台を京都が提供し続けることにより，

国際 MICE 都市としての京都ブランドが確立している。 

また，MICE 振興の意義や効果について，市民や事業者の理解が進み，MICE 誘致・開

催に積極的に取り組む機運が醸成され，地域経済の活性化に貢献している。 

 

４ 京都の観光を支える担い手の確保と育成が進んでいる 

京都の観光産業の正規雇用の割合が増加するなど，より安定した雇用を生む産業と

なり，その担い手の確保と育成が進むことで，京都のおもてなし力が向上している。 

 

 ５ 安心・安全で，持続可能な観光を実現している 

      地震や豪雨などの災害，感染症などさまざまな危機が発生した時にも，観光客・市

民双方の安心・安全と観光の両立が図られるとともに，観光関連事業者のリスク対応

力が向上し，危機に強い持続可能な京都観光が確立している。 

 

市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進施策 

１ 市民生活の豊かさの向上 

⑴ 市民生活と調和した観光のさらなる推進 

新たに策定した観光事業者・観光客等が意識・実践すべき行動の基準の普及をは

じめ，季節・時間・場所の分散化の取組等による一部の観光地・市バスにおける混

雑緩和，文化や習慣の違いによる外国人観光客のマナー問題への対策の強化等に取

り組み，国や観光関連事業者，地域団体等と連携しながら市民生活と調和した観光

＜共汗の方向性＞ 
それぞれが京都観光

の一翼を担う主体とし
てその責任を自覚し，
実行する 
 

○ 先人から預かった京
都を大切に継承すると
ともに，誇りをもって観
光客をおもてなしする 

  また，みずからもその
魅力を享受し，楽しむ 

 

○ 京都観光を第一線で支える立場
から，サービスの改善，向上と観
光客の不満解消に努める 

 

○ 類まれな
る財産を大
切に守り，
磨き，観光
客・市民に
発信し，次
代に伝える 

 

京都の魅力の

担い手 
市民 

 

観光関連業界 

 

行政 

 

京都市 DMO 

 

観光客 
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を強力に推進する。あわせて，地域の活性化，伝統文化や文化財の保全，福祉の向

上など，地域のさまざまな課題解決に貢献する持続可能な観光を推進することによ

り，市民生活の豊かさにつなげる。  

  ⑵ 地域経済の活性化 

   観光と伝統産業・伝統文化，農林業，食文化等との連携を強化して，食や朝・夜

観光等の情報発信強化，地場産業や商店街等のインバウンド対応の強化を図るほか，

観光事業者における域内調達の推進などにより，観光の効果を地域経済へ一層波及

させる。 

 

２ 京都観光の質の向上 

  ⑴ 京都ファンの長期滞在による宿泊観光の推進及び，リピーター化の促進による関 

係人口の増加 

新たな京都観光の魅力の充実，観光資源の磨き上げなど，伝統文化をはじめとす

る京都の奥深い「ほんまもん」に触れる機会を拡充することで，滞在の長期化によ

る宿泊観光を促すとともに，伝統文化や伝統産業の継承につなげる。また，一部地

域に集中する観光客の周辺地域への回遊や近隣地域との連携の推進，質の高い観光

コンテンツの提供による観光客の満足度向上，リピーター確保，リピーターによる

魅力の拡散の仕組みの構築等により地域の活性化に努める。 

 さらに，将来のリピーターにつながる修学旅行生の誘致にも積極的に取り組む。 

  ⑵ 快適な受入環境の整備 

    大阪で開催される 2025 年日本国際博覧会も絶好の好機ととらえ，すべての観光客

が快適に京都観光の魅力を堪能し，高い満足を感じ，感動していただけるよう，ユ

ニバーサルツーリズムのさらなる推進や，ICT（情報通信技術）をはじめとした先端

技術の活用等による受入環境整備の一層の推進を図る。 

  ⑶ 国内外への効果的な情報発信 

    京都観光オフィシャルサイトや海外情報拠点を中心に，国内外からの観光客に，

エリア別，朝・夜観光，文化体験などのより奥深い京都の魅力を紹介するとともに，

マナー情報も発信し，京都観光の満足度を高めていく。 

 

３ MICE 誘致の推進 

京都の強みや特性を最大限に活用しながら，国際的なネットワークの形成，産学公

連携の強化，人づくりなど，あらゆる分野で取組を充実させて，MICE の誘致・振興や

受入環境整備に取り組むことで，京都ブランド・都市格の向上，さらには市民生活へ

の豊かさにつなげる。 

 

４ 京都の観光を支える担い手の確保と育成 

  京都の奥深い魅力を伝えられる人の育成や充実，観光関連産業従事者を対象とした

研修等の実施，大学と連携した観光経営教育の支援，観光事業者の経営力強化を通じ

た従業員の定着率の向上，雇用環境の改善などを図ることにより，持続可能で満足度

の高い京都の観光に向けた担い手の確保・育成と観光産業の生産性向上等に取り組む。 

 

５ 安心・安全で持続可能な観光の実現 

災害等の非常時における情報発信の強化や緊急避難先の拡充など，危機管理体制の

強化を図るとともに，市民と観光客双方にとって安全な環境を整え，安心して京都の

魅力を満喫いただける取組を進める。また，事業者のリスク対応力強化の支援などに

より危機にも強い京都観光の推進を図る。 
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＜政策分野９ 農林業＞ 

頂いた御意見等 
 

＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

【委員意見】無形の価値をビジネスに転用できるようなエコシステムを作れると良い。有

形物をカスタムして，ニーズに適合させたこれまでから，無形の価値，無形の資産をど

のようにカスタマイズしていくかが大事になる。 

 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 
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15%

70歳以上

5%

政策分野９ 農林業 
  

～人と自然が共生し，豊かな京のくらしを支える農林業をめざす～ 

 

基本方針 

京都市の農林業は，市民に食料や木材を供給するとともに，食文化，文化財，伝統芸

能や伝統産業等，京都の人々のくらしや文化を支える産業として発展してきた。二酸化

炭素吸収源としての機能をはじめ，生物多様性の保全や美しい景観の形成等の多面的な

機能を有する農地や森林が今後も適切に保全されるよう，産業としての魅力を高めて担

い手を確保し，持続可能な農林業をめざす。 

さらに，台風や集中豪雨等の自然災害の多発や環境の変化に対して高い対応能力を備

えた農林業を推進し，市民生活の安全・安心の確保につなげる。 

また，京都市の文化芸術の継承・発展を支える京都ならではの農林業の振興を図ると

ともに，市民が自然とふれあう機会を創出する。 
 

現状・課題 

収入の不安定さや就労環境の厳しさ等

から，農林業従事者の減少及び高齢化が

大きな課題となっているため，新規就農

者や企業の参入といった，多様な担い手

の確保が必要である。また，経営基盤が

小規模で分散しているため，集約化や大

規模化等による，効率的な農林業経営が

必要である。さらに，ウィズコロナ・ポ

ストコロナ社会における消費者の生活ス

タイルや需要等の変化などに柔軟に対応

するため，生産形態や販路の多様化を進

める必要がある。 
 
農林業従事者の減少に伴う耕作放棄地

や放置森林の増加を食い止めるため，農

地や森林を適切に管理するしくみを構築

する必要がある。また，台風や集中豪雨

等による自然災害が，農林業経営や市民

生活に大きな影響を与えていることから，

農業用施設の改修による治水機能の保全

や，災害に強い森づくりを進める必要が

ある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：農林水産省「農林業経営体調査（平成 27 年）」 

基幹的農業従事者の 70％は 60 歳以上 
(基幹的農業従事者の年齢別の割合) 

林業労働者の 40％は 50 歳以上 
（林業労働者の年齢別の割合） 

資料：京都府「京都府林業統計（令和元年度版）」 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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野生鳥獣対策では，農作物や森林の食

害等が発生しているため，適切な防除や

頭数管理を進めていく必要がある。 

また，本格的な利用期を迎えている人

工林の森林資源を有効活用するとともに，

二酸化炭素の吸収や生物多様性の保全と

いった森林の多面的機能の発揮に向けて，

「伐る，使う，植える，育てる」といっ

た森林資源の循環を促進する必要がある。 

 

食文化，文化財，伝統芸能や伝統産業

等，京都の豊かな文化芸術を支える農作

物や森林資源，美しい森林景観を保全し

ていく必要がある。また，食の安全・安

心や環境問題等への市民の意識が高まっ

ている一方で，農林業を身近に感じない

市民が依然として多く，農業や森林・林

業に触れる機会を増やす必要がある。 

 

みんなでめざす２０２５年の姿 

１ 農林業の産業としての魅力が高まり，多様な担い手が活躍できる環境が整っている 

京都の歴史・風土・文化を生かした，付加価値の高い農林産物や地域の需要にこた

える農林産物の生産・販路拡大の推進，消費者の生活スタイルや社会需要の変化への

対応力の強化，ICT（情報通信技術）やロボット技術の導入等による省力化・効率的作

業の実現，さらには農地の集積や森林経営の大規模集約化の促進により，農林家の所

得向上を図るとともに，農地・森林が有する多面的価値を活用したビジネスの創出を

促進することで産業としての魅力が向上し，多様な担い手が活躍できる環境となって

いる。 

 

２ 災害や環境変化への対応能力が向上している 

農業用水路やため池等の農業用施設の効率的かつ効果的な維持管理，適切な森林管

理による災害に強い森づくり，さらには農林業に深刻な被害をもたらす野生鳥獣への

対策等が進み，自然災害や環境変化への対応能力が向上し，農林家をはじめ市民のく

らしを守ることができている。 

 

３ 農林業が京都の都市の魅力を支えるとともに，環境や社会に貢献している 

良好な農山村環境や生物多様性を保全することにより，京都の豊かな食文化や伝統

産業等が守り伝えられている。さらに，環境に配慮した農作物の栽培や，持続的な森

林資源の利用による二酸化炭素の排出量削減のほか，福祉，教育，まちづくり等との

分野横断的な連携等により，農林業が環境や社会に貢献している。 

 

４ 市民の農林業への参加と理解が進み，人と自然が共生するまちづくりが進んでいる 

市街地に近接する農地や，緑豊かな三山に囲まれた京都の特徴を生かし，市民農園

や農林業体験イベント等の農業や森林・林業に触れる機会の創出，学校教育等におけ

る食育活動等を通じ，農林業の魅力を広く伝え，人と自然が共生するまちづくりが進

んでいる。 
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市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進施策 

１ 産業として魅力ある農林業の構築と担い手の育成 

⑴ 農林業経営の安定と向上 

消費者の生活スタイルや需要の変化に対応する付加価値の高い農林産物の生産拡

大に向けた支援を行うとともに，農地の集積や森林施業の大規模集約化により，農

林業の生産性・収益性を高めるための取組を進める。 

また，農商工や産学公連携による従来の発想に捉われない新商品開発や 6 次産業

化※への支援を行うとともに，農山村が有する地域資源や空間などを活用したビジネ

スの創出を促進する。 

⑵ 地産地消と販路拡大の推進 

市民に対して，市内産農林産物の魅力や市内産木材の利用の促進に向けた情報発

信を行い，市内の農林産物を市内で消費し支える地産地消の取組を強化するととも

に，京都の歴史・風土・文化を生かして市外に向けた付加価値の高い農林産物の販

路を拡大する。 

⑶ 多様な担い手の育成 

ICT やロボット技術を活用した機械や設備の導入支援など，あらゆる担い手が参

入しやすい就労環境の整備により，新規就農者に加え，定年帰農者，企業や障害者

福祉施設の参入等，多様な担い手を創出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜共汗の方向性＞ 

農林業の生産から消
費に至る関係者と行政
が連携して，「産業とし
て魅力ある農林業の構
築と担い手の育成」や
「環境・社会に貢献する
農林業の推進」に取り組
む 

○ 環境にやさしい栽培方法によ
る，安全・安心で高品質な農産
物の生産 

○ 農地や森林の適正管理によ
る，多面的機能の発揮 

○ 農商工，産学公連
携による新商品や
新技術の開発 

○ 農福連携※や企業
の CSR 活動※との
連携 

○ 農林家・市民・関係団体・企業が
連携できる環境づくり 

○ 農林業のもつ多面的機能を生かし
た京都のまちづくりの推進 

○ 施設の適正な維持管理により，自
然災害からの危機に対応 

行政 

関係団体，企業 

農林家 

○ 京都の農林業が果た
している役割や魅力の
理解 

○ 農家・林業従事者と一
体となった農地，森林の
保全活動への参加 

○ 農林業を支える市民
ボランティアとの連携 

※ 農福連携：障害のある人等が農業分野で活躍することを通じ，自信や生きがいをもって社会参画を実現するとと

もに，担い手不足や高齢化が進む農業分野において，新たな働き手の確保につながる取組。 

※ CSR 活動：企業が社会的責任を果たすために行う社会貢献活動。 

※ 6 次産業化：1 次産業としての農林漁業と，2 次産業としての製造業，3 次産業としての小売業等の事業との総合

的かつ一体的な推進を図り，農山漁村の豊かな地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取組。 

市民 

（消費者） 
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２ 災害や環境変化への高い対応能力を備えた農林業の推進 

⑴ 災害に備えた農業用施設等の整備 

園芸ハウスの補強対策や，農業用水路やため池等の農業用施設の適切な維持管理

と遠隔操作等が可能な設備の導入を進めることで，台風や集中豪雨等，自然災害に

よる被害防止に努める。 

⑵ 災害に強い森づくり 

森林所有者による適切な森林管理や，自然災害による倒木等の跡地再生等への 

支援を通じて，災害に強い森づくりを進める。 

⑶ 有害鳥獣被害から農林業を守る 

野生鳥獣による農林業への被害を軽減するため，野生鳥獣の適切な防除と頭数管

理を行うとともに，地域実情に応じたきめ細かな対策を進める。 

 

３ 都市の魅力，環境，社会と食文化の推進に貢献する農林業の推進 

⑴ 地域の魅力を高める農林業の推進 

耕作放棄地や放置森林の増加を抑制することで，水源の涵養，生物多様性の保全，

里山や自然風景といった良好な景観を形成し，農林業の多面的機能を生かした農山

村の魅力創出を図る。 

⑵ 京都の文化を支え，都市の魅力を高める農林業の推進 

ユネスコ無形文化遺産「和食」，世界文化遺産「古都京都の文化財」をはじめとす

る京都の伝統文化を支える京野菜や北山杉等の農林産物の生産継承と持続的な供給

に加え，ブランド力向上に努める。さらに，新京野菜の普及による新たな食文化の

創造・発展にも取り組む。 

⑶ 「二酸化炭素排出量正味ゼロ」等による環境，社会に貢献する農林業の推進 

2050 年までの二酸化炭素排出量「正味ゼロ」の達成に向け，森林管理や木材の循

環利用を促進する等，二酸化炭素の吸収源としての森林を健全に保つとともに，環

境保全型農林業を推進する。 

また，農福連携や企業の CSR 活動との連携等により，福祉，教育，まちづくり等，

幅広い分野で貢献できる取組を推進する。 

 

４ 市民との連携で築く農林業 

⑴ 農林業を通じた市民の学び・育ちの場の創出 

学校教育や生涯学習の場を活用し，市民が農産物の恵みや，木材のもつ心地良さ

等に触れる食育，木育※を通して，農林業の魅力や大切さを学ぶ機会を創出する。 

⑵ 市民と連携した農地・森林の保全 

多様な指定管理施設の利用を促進し，市民が農業や森林・林業に触れる機会を創

出するとともに，農林業を支える市民ボランティアや NPO，企業，社寺との連携を

強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 木育：子どもをはじめとするすべての人が，木とふれあい，木に学び，木と生きる取組で，子どもの頃から木を

身近に使っていくことを通じて，人と，木や森とのかかわりを主体的に考えられる豊かな心を育むこと。 
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＜政策分野１０ 大学＞ 

頂いた御意見等 
 

＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

【委員意見】大学は知識を得るだけでなく，クラブ活動や出会いの場として重要。 

【委員意見】学校施設にはアクリル板の仕切りなどしっかり感染対策を行い，そこに集ま

って学べる環境づくりが必要。 

【委員意見】小学校～大学までの学びでは，知識の習得だけでなく共に机を並べて学ぶこ

とが重要であり，学校・キャンパスという場は必要だ。通常の授業とオンラインの授業

を選択できることが重要だと思う。 

【委員意見】大学の授業はオンラインに切り替わり，100 人くらいの授業も Zoom で充分に

こなせることが分かった。一人一人がカスタマイズすれば，習熟度に応じた教育機会を

提供することにもつながるだろう。 

【委員意見】教育もオンライン併用が前提に。「大学の街」としてはオンラインではカバー

できない学生生活の魅力・充実度が問われる（同年代や先輩後輩とのつながり，社会と

の接点など）。オンライン化は，優秀な学生を世界から呼び込むチャンスにもなる。 

【委員意見】大学のオンライン講義は，学生の後ろで親も聞いていると思う。こんな授業

なら受けてみたいということでリカレントにもつながるかもしれない。 

【委員意見】卒業後，京都で就職してもらうことも重要。 

【委員意見】大学側も学生が在籍している期間のことだけでなく，少子化のなか，卒業後

の進路についても考えてあげるべき。 

【委員意見】アルバイト収入が激減した学生も多いと思うので学生の雇用創出に引き続き

力を入れていただきたい。 

 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 

【委員意見】コンソーシアム京都は全国のトップランナーであり，行政からも支援してい

ることが強みである。差し支えなければ基本方針にコンソーシアム京都との連携を入れ

ておいた方が良い。 

【委員意見】世界遺産をフィールドに学べるＰＢＬ科目は京都独特だと思う。知っていれ

ば参加したい人は多いと思う。ぜひＰＲしてほしい。 
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政策分野 10 大学 
 

～大学・学生，地域，企業，行政等，オール京都の総合力を結集して， 

世界に誇る「大学のまち」「学生のまち」であり続ける～ 

 

基本方針 
千年を超えて，都市の機能・文化が継承・発展しつつ，世界にも開かれた稀有な都市

「京都」で学ぶ意義を再確認し，その魅力を高めるとともに，国内外に強力に発信する

ことで，留学生，社会人を含む多様な学生を受け入れ，これからの社会の担い手を京都

から輩出する。また，京都のすべての大学が個性・特色を生かしながら発展し続けられ

るよう，大学コンソーシアム京都と連携し，大学の取組を全面的にサポートするととも

に，集積された大学の知・学生の力を最大限に生かした，産業・文化の創造・発展，地

域の活性化をより一層進める。 

 

現状・課題 

18 歳人口の減少や進学率の伸び悩み，

地元や近接する大学への進学の増加傾向，

東京圏への進学の集中など，全国的に学

生の獲得競争が激化している。京都でも，

大学への進学者の 4 分の 3 が府外高校出

身であり，京都の高校生のうち府内大学

への進学者が約半分である。京都市では，

大学コンソーシアム京都を拠点として，

大学間連携を生かした先駆的な取組を展

開し，成果を上げてきたが，今後，さら

なる連携の強化により，世界中から多様

な学生が集い，学び合えるまちとなるよ

う，学生を呼び込んでいく必要がある。 

 

新型コロナウイルス感染症の影響の中

でも，学生に選ばれるまちであり続ける

ために，大学間連携を生かした学びの充

実等による京都ならではの学びを追求し，

京都で学びたい人が誰でも安心して学べ

る環境を確保し，さらに，まち全体の学

びの多様性を維持・強化する必要がある。 

 

グローバル化の進展に伴い，地域の活

性化，地域企業の担い手確保や国際競争

力の向上につなげるため，留学生誘致と

定着に向けた支援の取組をさらに推進し

ていく必要がある。 

 

 

 

 

京都市の学生数は近年 14 万人台を推移。また，学

生数対全国比は近年横ばい 
（京都市の学生数及び学生数対全国比） 

資料：文部科学省「学校基本調査（平成 4 年度～令和元年度）」 

人口に対する学生数の割合は全国最高 
（大都市別の学生数及び人口に対する学生の割合） 

資料：文部科学省「学校基本調査（令和元年度）」 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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府内就職者
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4,372人
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（人）

京都では，学生が主体的に活躍し，成

長する機会が定着しつつある。まち全体

がキャンパスとなり，学生の成長をさら

に後押しし，学生のもつエネルギーとチ

ャレンジ精神を地域の課題解決に生かす

ことで，地域への定着につなげ，次の社

会を支える担い手を，オール京都で育む

必要がある。 

 

京都にはグローバルに活躍する大企業

や伝統・観光関連など多様な企業が集積

しているが，京都の大学生の府内就職割

合は 19.4％であり，卒業後，他の大都市

に就職する傾向があるなど人手不足が深

刻化している。学生が京都の地域企業に

ついて知る機会をさらに拡充させ，学生

の京都での定着を図る必要がある。 

 

 「大学のまち」「学生のまち」という都

市特性を踏まえ，あらゆる政策分野で大

学・学生を生かしたまちづくりを進めて

いくことで，京都の経済・文化・地域を

より一層活性化する必要がある。 

 

 

みんなでめざす２０２５年の姿 

１ 誰もが京都ならではの学びと出会えるまち 

各大学が，特色・個性を生かした取組や施設の充実，そして，他都市に類をみない

大学間連携に取り組むことで，誰もが京都ならではの学びを通じて成長を実感できる

まちになっている。 

 

 ２ 多様な人々がいきいきと学び，京都や世界で活躍する人が育つまち 

世界中から集う留学生等が，歴史的・文化的な魅力を有する京都で学び，地域の人々

とともにくらし，交流を深めることにより，将来の京都の担い手として活躍できるま

ちになっている。また，京都で学ぶ学生と留学生が交流してともに成長することで，

世界で活躍する人が育っている。 

 

 ３ 地域で，学生が活躍し，成長するまち 

自大学だけでなく，インターカレッジ活動や地域，企業との協働，京都が誇る文化

芸術とのふれあいなどを通じて，まち全体をキャンパスとして学生が成長できるまち

になっている。また，学生のもつ力が地域の活性化や課題解決に寄与するまちになっ

ている。 

 

 

 

 

留学生数は増加傾向 
（留学生数） 

注 専修学校及び日本語学校を含めた留学生数は平成 27 年

度から集計開始 

資料：留学生スタディ京都ネットワーク 

京都の大学生の府内就職割合は 19.4％であり，卒

業後，他の大都市に就職する傾向がある 
（平成 29 年度（平成 30 年 3 月卒）の府内大学生の府内就職割合） 

資料：京都府「就職支援協定の運用に係る意向調査（平成 31 年

度）」 
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 ４ 京都で学んだ学生が京都でいきいきと活躍するまち 

さまざまな企業や人との出会い・交流を通じて，卒業後の進路について深く考え，

しっかりとした職業観や自立意識をもった学生が育っている。また，優れた京都の地

域企業の魅力について学生が知る機会を充実させることで，地域企業への就職など京

都の将来の担い手が育っていくまちになっている。 

 

 ５ 大学との連携で，市民や企業が新しいみずからを創造するまち 

大学が有する人や研究開発力，技術力，蓄積されたノウハウが地域で生かされ，生

涯にわたって学び，成長する担い手と発展し続ける企業を育むまちになっている。 

 

 ６ 「大学のまち」「学生のまち」の都市ブランドを発揮するまち 

   京都で学ぶ意義・魅力があらゆる人々に広く浸透し，「大学のまち」「学生のまち」

という都市特性を生かしたブランドが確立され，国内外から多様な学生が集まるまち

になっている。 

 

市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進施策 

１ 京都で学ぶ魅力の向上 

  文化芸術都市としての利点を生かした京都ならではのフィールドにおける新たな単

位互換科目の開設など，大学間連携による学びを ICT（情報通信技術）の活用も含め

充実させるとともに，安心して安全に学べる環境の充実，中小規模大学をはじめとす

る大学の特色化・機能強化の支援，大学施設整備の支援・誘導を行う。 

 

＜共汗の方向性＞ 
世界に誇る「大学のまち」「学

生のまち」であり続けるため，
大学コンソーシム京都の大学間
連携を生かした学びの環境の充
実や，大学の垣根を越えて学生
が活躍するインターカレッジに
よりその推進を図るとともに，
大学と産業界，地域，行政との
連携を強化する 
 

○ 幅広い世代を巻き
込み，大学の垣根を
越えてさまざまなこ
とにチャレンジし，
成長を実感する 

 

学生 

 

大学 
コンソーシアム 
 

大学 

 

○ 大学の知の集積を
活用して産業を活性
化し，雇用を創出する 

〇 就業体験等により，
学生を後押しする 

 

〇 大学の知
や学生の力
を活性化に
つなげる 

○ 学びの場
を創出し，学
生の成長を
後押しする 

 

○ 大学・学生，産業界，地域間の連携に
より，「大学のまち」，「学生のまち」
の魅力を高め，オール京都で発信する 

〇 中小規模大学をはじめとする多様な大
学の個性を生かした特色化・機能強化や
施設整備を支援する 

〇 大学・学生，産業界，地域間の交流・
連携の促進につながるしくみを構築する 

 

○ 大学間連携
により，学びの
充実を図る 

〇 各大学の個
性・特色を生か
した取組を後
押しする 

〇 国内外に京
都の大学の魅
力を発信する 

○ 地域・産業界等との連携を深め，個
性・特色を生かしながら発展し，グロ
ーカル※に開かれた多様な学生を受入
れ，多様な学びの場を生み出す 

 

※ グローカル：「グローバル（global，世界）」と「ローカル（local，地域）」をかけ合わせた造語。国境を越えた地

球規模の視野と，草の根の地域の視点で，さまざまな問題をとらえていこうとする考え方。 

行政 

 

地域 

 

企業 
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２ 大学・学生の国際化の促進 

  戦略的な留学生誘致の展開や留学生，外国人研究者等の受入環境整備，留学生の進

路・社会進出を支援することで，京都の将来の担い手を育成する。また，留学生と地

域・日本人学生との交流を図り，京都の文化芸術に触れる機会を提供するとともに，

日本人学生の留学先での学びの充実や京都の大学と海外の大学との交流を促進する。 

 

３ 大学の枠を超えた学生の活動の推進 

  学生の成長と京都のまちの活性化の双方につながるよう，学生の主体的活動の充実

に向けた支援を行う。また，地域活動への学生の参画の促進や，学生と京都で働く社

会人との交流の機会の充実，学生が京都の文化や魅力とふれあう環境づくり等により，

大学卒業後も多様な選択肢を描けるよう学びの機会の充実を図る。 

 

４ 学生の進路・社会進出の支援 

   京都の地域企業と連携したインターンシップの充実やあらゆる機会を活用した地域

企業の魅力発信に取り組み，地域企業への就職など京都の将来の担い手の育成・確保

を進める。また，地域企業における就労環境の向上に取り組む。 

 

 ５ 大学との連携による京都の経済・文化・地域の活性化 

   人生 100 年時代を見据えた，千年の真理や多様性を学べる京都ならではの生涯学

習・リカレント教育※の推進等，大学の知・学生の力を生かしたまちづくりの推進によ

る地域の活性化や，大学の知恵の活用や研究成果の実用化に向けた支援など，産学公

連携による取組を通じた京都経済の活性化を図る。 

 

６ 国内外への魅力発信の強化 

  「大学のまち京都・学生のまち京都」の中高生・保護者等への PR や学生による魅力

発信を行い，地元京都の高校生を含む，国内外からの多様な学生の呼び込みにつなげ

る。さらに，大学や学生の取組を市民に広く PR することで，大学・学生との連携や学

生の主体的な活動への理解と協力関係を深める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ リカレント教育：社会人の学び直し。社会人が職業上必要な知識・技術の習得や，心の豊かさや生きがいのための

学び等を生涯に渡って繰り返すことができるしくみ。 
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＜政策分野１１ 国際＞ 

頂いた御意見等 
 

＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

【委員意見】今こそ国際化を進める必要がある。京都だからこそ先進的に世界とつながっ

ていく必要がある。 

 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 
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政策分野 11 国際 
 

～誰もがくらしたくなる，魅力あふれる世界の都市「KYOTO」をめざす～ 

 

基本方針 

京都が世界に誇る歴史や伝統文化，産業，緑豊かな風土に加え，環境や景観等の先進

的な取組など，京都の魅力を広く世界に発信するとともに，世界中から多種多様な人々

を積極的に受け入れ，さまざまな交流を通して新しい価値を創造する世界の都市「KYOTO」

をめざす。 

また，あらゆる市民が外国文化への理解を深めることにより，異なる文化的背景や価

値観等の多様性が生かされるまちづくりを推進する。 

 

現状・課題 

国内における人口減少や新興国の成長

等により，都市間における研究者，技術

者等の取り込みや企業誘致の競争が激し

くなるなか，世界に向けて京都市の魅力

を発信するとともに，世界の優れた企業

や研究者，技術者に選ばれるような環境

の整備が求められる。 

 

姉妹都市やパートナーシティ，世界歴

史都市連盟等の都市間交流においては，

友好親善を目的とした文化交流に加えて，

経済発展や都市の課題解決などにつなげ

ることのできる交流が求められている。 

国際交流が行政のみならず，市民・民

間主体でも進むなか，交流団体において，

若い世代を中心に担い手が不足している

ことから，今後，交流の幅を広げ，発展

させることのできる人の発掘や国際社会

で活躍する人の育成が必要となる。 

また，新型コロナウイルス感染症の世

界的な流行を契機として，従来の往来

型・対面型の交流に加え，新しい交流の

あり方を展開する必要がある。 

 

京都市在住の外国籍市民の国籍・地域

や文化的背景が多様化しているなか，「出

入国管理及び難民認定法」が改正され，

その数は今後さらに増えていくことが予

想される。言語・文化・生活習慣の違い

や受入側の意識に起因するさまざまな課

題があるなかで，外国籍市民等と地域住

民がともにつながり，異なる価値観を誰

もが認め合うとともに，協働しながらま

外国籍市民の国籍・地域は多様化している（H20：120

カ国→R1：154 ヶ国） 
（京都市内に在住する外国籍市民の国籍・地域数の推移） 

資料：京都市 

京都市の人口割合における外国籍人口は増加傾向 
（京都市総人口に占める外国籍市民の割合の推移） 

注 在留資格のうち，専門的，技術的分野の資格を有するものに

ついて集計 

資料：京都市 

資料：京都市 

政令市の外国籍市民数に占める研究者，技術者等の

割合は増加傾向 
（外国籍市民数に占める研究者，技術者等の割合） 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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ちづくりができる環境を整える必要があ

る。 

 

みんなでめざす２０２５年の姿 

１ 世界を魅了し，国際的な人々が集まるまちになっている 

京都が世界に誇る歴史や伝統文化，産業，緑豊かな風土に加え，環境や景観に関す

る先進的な取組を進める都市として世界を魅了し，留学生やグローバル企業，高度な

専門知識や技術・経験などを有する人々が集まるまちになっている。 

 

２ 海外都市との連携が強まり，国際社会に貢献するまちになっている 

姉妹都市やパートナーシティとそれぞれの都市の特徴を生かした経済交流や芸術交

流などが進んでいる。 

また，世界平和や人権，環境，歴史文化資産の継承等に関して，都市が抱える共通

の課題解決のために，国と国との関係を超えた都市間連携を強め，国際社会に貢献す

るまちになっている。 

 

３ さまざまな世代で国際交流の意識が高まり，国際感覚をもった人が育つまちになっ

ている 

 国際交流の中核的施設である京都市国際交流会館をはじめ，あらゆる場所でさまざ

まな国・地域の人々が交流する機会が増え，子どもからお年寄りまで幅広い年齢層で

外国文化への関心や理解が高まっている。 

 また，国外のさまざまな文化や価値観を知り，多面的な視点から物事をとらえられ

る国際感覚をもった人が育つまちになっている。 

 

４ 多様性を生かしたまちづくりが進み，市民の生活が豊かになっている 

あらゆる市民が，異なる文化的背景や考え方，価値観等を認め合うとともに，外国

籍市民等がもつ多様性を生かしたまちづくりを進め，交流が深まることにより，新た

な価値や発想が創造され，豊かな市民生活を送るまちになっている。 



54 
 

市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進施策 

１ 世界を惹きつける京都の魅力の発信 

京都が世界に誇る歴史や伝統文化，伝統産業，最先端技術，マンガ・アニメなどの

コンテンツといった産業，山紫水明の自然環境が形成する歴史的風土のほか，2050 年

までの二酸化炭素排出量の「正味ゼロ」に向けた先進的な環境施策や特徴ある景観づ

くりの取組など，京都の魅力を国際会議等の場や，多様な情報媒体，留学生・研究者

等の人と人のつながりなどを通じて広く世界に発信する。 

また，京都市をはじめ各地に拠点をもつグローバル企業や外国からの研究者，技術

者等が求める教育環境，生活環境などの充実を，企業・市民とともに進める。 

 

２ 市民主体の国際交流・国際協力の推進 

姉妹都市やパートナーシティとの交流においては，京都市国際交流協会や，市内に

ある外国の文化センター，団体と協力の下，ICT（情報通信技術）などの手法も活用し，

民間企業や市民団体などの市民主体の交流をサポートしながら，文化交流のみならず

経済発展や都市の課題解決につながる国際交流を進める。 

また，国際社会・世界平和への貢献をめざし，京都市が会長都市を務める世界歴史

都市連盟等の都市間ネットワークを通じた事例・解決方法の共有や，国際協力機構

（JICA）などを通じた都市間協力など，都市の発展に寄与する，京都の特性を生かし

た国際協力を推進する。 

さらに，国際社会に対応できる国際感覚豊かな人を育成するため，京都市国際交流

会館を中核的施設として，情報の受発信を積極的に行うとともに，さまざまな外国籍

の人々と市民の交流を増やす等，異文化に対する関心と理解を深めるための学習や交

流の機会の充実を図る。 

 

 

○ ボランティアや
NPO，公的機関，国
際関係機関などのさ
まざまな団体・機関
が連携し，積極的に
国際交流活動や多文
化共生の取組を行う 

○ 市民一人一人が外国の文化に対する
関心や理解を深め，国際感覚を養う 

○ 外国籍市民等が地域社会に参画し多

様な価値観を共有する 

○ ボランティア活動や国際交流活動に

積極的に参加する 

○ 国際交流，多文化
共生の中核的施設と
して，市民へさまざ
まな活動機会の場を
提供するとともに，
サポートが必要な外
国籍市民等を支援す
る 

京都市国際

交流会館 
各種団体・ 

機関 

市民 

○ 国際的な会議での発信や賓客対応を通じて，
世界に京都市の先進的な取組や魅力を広める 

○ 多様な文化的背景をもった人々を受け入れる
環境を整備する 

○ 市民や団体が活動を行いやすくなるよう，関
係機関等との橋渡しを行う 

○ 留学生や国外
からの研究者，
技術者等が学び
やすい，働きや
すい教育環境，
生活環境の向上
に努める 

大学・企業 

＜共汗の方向性＞ 
市民や大学，企業，団

体，機関と行政が協力し
ながら，異なる文化への
理解を深め，誰もがくら
したくなる，世界の都市
「KYOTO」をめざす 

行政 
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３ 異なる文化的背景や考え方，価値観等の多様性を生かしたまちづくりの推進 

外国籍市民等が抱える言語・文化・生活習慣の違いや，受入側の意識に起因したさ

まざまな課題解決に向け，多言語による情報提供・相談事業などのコミュニケーショ

ン支援，文化・言語の相違に配慮した福祉・保健・医療，防災対策等の生活支援の取

組を行う。 

また，多文化を尊重する意識啓発や交流等を実施し，外国籍市民等がもつ異なる文

化的背景や考え方，価値観等を誰もが認め合い，その多様性を生かし，協働しながら

まちづくりができる環境を整備する。 
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＜政策分野１２ 子ども・若者支援＞ 

頂いた御意見等 
 

＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

【委員意見】既存の機関とは別に，子どもを見守ることができる，つながりを保てるツー

ルが必要である。 

【委員意見】母親にとって育児・介護はワークであり，それを簡略化，シェア化する必要

がある。 

【委員意見】コロナは，弱い部分を浮き出させた。ＤＶ，ネグレクトなどで家族関係を悪

化させてしまう人がおり，オンラインも使いながらどう支援していくかを考える必要が

ある。 

【委員意見】保育園での受入れや，地域ぐるみの子育て，公園の整備，働き方改革など，

子育てしやすい環境づくりはもちろん重要だが，本来望ましいはずの子どもと一緒に過

ごす時間がストレスになる，何をして良いのか分からないという声を聞くと，親育ての

重要性を改めて感じる。 

【委員意見】医療現場も大変だと思うが，福祉現場は開いているのが当然というような状

況や意識を変えていかないと，担い手確保は難しいのではないか。 

 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 

【委員意見】2 分野が統一された分野であるにもかかわらず，基本方針が短い。もう少し

書き込んでほしい。 

【委員意見】家庭というのは子どもが成長する中では非常に重要だが，現在の基本方針に

は「家庭への支援」の要素が見られない。 

【委員意見】社会福祉としては貧困対策が大きなテーマ。これを踏まえ，「すべての人が安

定したくらしを送れる」という観点を「子ども・若者支援」と「地域福祉」の基本方針

に盛り込むべきではないか。 

【委員意見】現行計画にあった子育てというワードが一本化により消えてしまったので少

子化対策の観点からも基本方針で「子育て家庭」について記載してほしい。 

【委員意見】関連データについて，回答対象が 13～30 歳となっているが，13 歳が入るべ

きなのか。結婚適齢期に入る大学生から 30 歳が対象の方が良いのでは。あるいは少子化

の過程で，どう推移してきているのかが分かる方が良いように思う。 

【委員意見】関連データについて，将来や進路に不安を持っているから結婚や出産を考え

られないということではないだろう。記載方法を工夫した方が良い。 

【委員意見】児童虐待の認知件数が増加しているのは一見悪いことだと思うが，相談環境

が整い，虐待を発見できていると捉えれば良いことだとも受け止められる。このように

数値の変化を良いものと捉えるか，悪いものと捉えるかはよく考える必要がある。 

【委員意見】2025 年の姿 1 について，子どもを大切にすることは重要だが，子どもが尊重

され，たくましく育まれていることも重要。その要素も入れてほしい。 

【委員意見】2025 年の姿 2 については，「若者が多様な可能性の下，育つ」という姿にな

っているが，「若者の多様な可能性を保証すること」が重要なので，そのニュアンスで書

いてほしい。 

【委員意見】子どもと若者をつなげて支援することを意識していただいている。ただ，子

ども・若者を取り巻く課題の複雑化・複合化に焦点を当てるなら，ライフステージに応

じた内容に焦点を当てたものがもう少しあってもよいかもしれない。 
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政策分野 12 子ども・若者支援 
 

～すべての子ども・若者・子育て家庭を大切に！ 

笑顔あふれる『子育て・「共育」環境日本一』をめざす～ 

 

基本方針 
妊娠前から子ども・若者までの切れ目ない支援をさらに推進し，京都ならではの市民

力・地域力・文化力を結集して市民の生き合う力を高めることで，子ども・若者が将来

の展望をもって成長するとともに，子育て家庭をはじめ，結婚・出産・子育ての希望を

もつすべての人が幸せを感じ，くらし続けたいと思えるまちを実現する。 

 

現状・課題 

「子どもを共に育む京都市民憲章」の

理念の下，子ども若者はぐくみ局の創設，

子育て支援コンシェルジュ機能を担う区

役所・支所子どもはぐくみ室の設置など，

妊娠前から子ども・若者までの切れ目な

い支援を推進するとともに，保育所等及

び学童クラブ事業における待機児童ゼロ

（年度当初時点）の継続等を実現してき

た。 

一方で，子ども・若者とその家庭が抱

える課題やニーズが，これまで以上に多

様化するなかで，家族規模の縮小や地域

のつながりの希薄化などにより，子ど

も・若者とその家庭が不安や悩みを抱え，

孤立しやすい状況になっている。 

 

また，児童虐待や貧困の連鎖など，子

ども・若者を取り巻く課題が複雑かつ複

合化しており，とくに支援を必要とする

子ども・若者とその家庭に対する支援を，

よりきめ細かく行っていくための体制の

充実が求められている。 

 

さらに，情報化や少子化の進展，雇用

環境の変化などにより，価値観やライフ

スタイルが多様化するなかで，とりわけ

若者の社会的な自立も課題となっている。 

 

すべての子ども・若者とその家庭が大

切にされ，まちに笑顔があふれる社会と

するためには，引き続き，市民力・地域

力・文化力を結集した，京都市ならでは

のはぐくみ文化を最大限に発揮していく

必要がある。 

子どもを共に育む京都市民憲章 

自身の子育てが，地域の人に支えられていると感じ

られていない家庭の割合は，約 5 割 
（自身の子育てが，地域の人に支えられていると感じる家庭の割

合） 

（質問項目：ご自身の子育てが，地域の人に支えられていると感

じますか） 
 

資料：京都市 

資料：京都市「子育て支援に関する市民ニーズ調査（平成 30 年
度）」 

社会的認知の広がりによって児童虐待に係る相談・
通告件数，認定件数は増加傾向 
（児童虐待に係る相談・通告件数，認定件数の推移） 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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みんなでめざす２０２５年の姿 

１ 子どもが大切に育まれ，希望をもって育ち合うことができる 

すべての子どもが尊重され，人との絆のなかでみずからをかけがえのない存在と感

じながら，希望をもって，健やかにたくましく育っていくことのできるまちになって

いる。 

 

２ 若者が多様な可能性の下，主体的に未来を切り拓いていくことができる 

若者が，社会に貢献するやりがいや楽しさを実感でき，さまざまな挑戦をし，成長

する機会を確保されるなかで，仕事・結婚・子育て・地域活動・文化芸術活動等のみ

ずからの希望するライフデザインを描き，活躍できるまちになっている。 

   

３ 子ども・若者を育むすべての家庭が，子育てから学び，子どもとともに育ち合うこ

とができる 

  子ども・若者を育む家庭が交流し，ともに学び合い，相談し合うことができ，子育

ての楽しさや素晴らしさ，子育てを通じた人と人とのつながりの大切さなどを実感で

きるまちになっている。 

   

４ 身近な地域が子ども・若者を社会の宝として大切に育むとともに，子育て家庭を温

かく応援している 

「子どもを共に育む京都市民憲章」の理念の下，京都ならではの市民力，地域力，

文化力を礎として，市民が子ども・若者とその家庭を取り巻く今日的課題を共有し，

主体的に課題解決に向け行動できるまちになっている。 

 

市民と行政の役割分担と共汗 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

○ 子育てサークルや地
域の見守り活動など自
主的な活動を通じて，地
域で子ども・若者を支援 

○ 健やかに育つ 
○ 挑戦し，成長する 
〇 交流し，学び，育ち合う 

○ 子ども・若者に
関する支援の実施 

○ 京都はぐくみネ
ットワークをはじ
めとする連携組織
への参加・連携 

○ 子ども・若者を支援するネット
ワークの充実と連携のしくみづ
くり 

○ 安心して子ども・若者が成長で
きる環境整備 

子ども・若者と
その家庭にかか
わる機関・団体 

子ども・若者と

その家庭 

行政 

＜共汗の方向性＞ 
 妊娠前から子ども・若者
までの切れ目ない支援を
さらに推進するとともに，
京都ならではの市民力・地
域力・文化力を結集して市
民の生き合う力を高める 

地域住民 
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推進施策   
１ 子ども・若者のライフステージに応じた切れ目のない支援 

⑴  安心して妊娠・出産・子育てできる環境づくり 

医療機関をはじめとした関係機関と連携を図りながら，母親が安心して妊娠・出

産し，子どものいのちを大切に育めるよう，また，子どもが健やかに成長できるよ

う，相談支援や家庭訪問等を展開する等，妊娠期からきめ細かく，切れ目のない支

援を行う。 

⑵  質の高い幼児教育・保育の提供 

幼児教育・保育の無償化や働き方改革の一層の進展等に伴う，幼児教育・保育ニ

ーズのさらなる多様化など，社会経済情勢の変化に柔軟に対応できるよう，多様な

子育て支援事業や保育の担い手確保など，幼児教育・保育の質と量の両面において

充実を図る。 

また，乳幼児期における育ちと学びを学童期へ円滑につないでいくための多様な

取組を，関係団体との連携の下，推進する。 

⑶  子育て家庭や子ども・若者の孤立防止 

家族規模の縮小や地域のつながりの希薄化を踏まえ，子育て家庭の孤立を防止し，

不安や負担を軽減するとともに，必要な支援につなげられるよう，身近な地域にお

ける親子が利用できる居場所機能の確保・充実を図っていく。あわせて，住民相互

で行われる子育て支援活動について，子育て支援施設や関係団体等との連携・協力

により，活性化を図る。 

また，関係機関との連携の下，児童館や青少年活動センターなどをはじめ，子ど

も・若者が気軽に相談でき，安心して過ごせる居場所機能の確保・充実を図るとと

もに，世代間，異年齢間の交流，情報共有ができる機会を提供する。 

 

 ２ とくに支援を必要とする子ども・若者とその家庭への支援 

⑴  貧困家庭の子ども・若者とその家庭への支援 

貧困家庭の子ども・若者が，困難な状況にあっても未来に希望がもてるよう，他

者とのつながりのなかで学び，社会的に自立していくための支援を行うとともに，

保護者の子育てへの不安や負担感を軽減できるよう，経済的支援はもとより，生活

習慣の確立や学習習慣の定着，安心して過ごせる居場所の確保など，さまざまな角

度から切れ目ない支援を行う。 

⑵  児童虐待等への対策及び社会的養育の推進 

地域との密接な連携の下，児童虐待の根絶に向けた取組を推進するとともに，社

会的養育が必要であるなど，支援が必要な子どもに対して，養育環境に応じた適切

な支援を行う等，すべての子どものいのちを徹底的に守り抜き，「子どもの最善の利

益」を実現する。 

⑶  障害や疾病等で支援が必要な子どもへの支援 

障害や疾病等で支援が必要な子どもが特性や状況に応じた適切な支援を受けられ

るよう，また，その保護者が気軽に相談できるよう，関係機関との連携を図りなが

ら，身近な地域で必要な支援等を利用できるしくみづくりや，子どもの成長に応じ

た相談と適切な施策や教育が受けられる体制づくりを推進する。 

⑷  ひとり親家庭の自立支援 

子育てと仕事が両立できる環境づくりを推進するとともに，ひとり親家庭の実態

やニーズを踏まえた，自立に向けたきめ細かな支援を行う。 

⑸  困難を抱える若者への総合的な支援 

ニートやひきこもり等，社会生活を営むうえで困難を抱える若者やその家庭に対



60 
 

し，地域・関係機関が一体となり，教育・保健・福祉・雇用等をつなぐ総合的かつ

切れ目のない支援を行う。 

 

 ３ 京都ならではのはぐくみ文化が息づくまちづくり 

⑴  子育ての楽しさ，素晴らしさの発信など，子ども・若者を社会の宝として大切に

育む文化のさらなる醸成 

「子どもを共に育む京都市民憲章」の理念の下，子ども・若者を社会の宝として

社会全体で大切に育む「はぐくみ文化」をさらに普及・深化させるため，子育て支

援施設等の関係機関と連携を図りながら，これから親となる世代が，親として学び，

育ち合う取組を推進するとともに，子育て家庭に対しても，多様なメディアの活用

などを通じて，子育ての楽しさ，素晴らしさを発信する。 

⑵  子ども・若者の自己成長の促進 

単に支援を受けるだけでなく，子ども・若者が地域社会のなかで，社会を形成す

る主体として，試行錯誤を繰り返しながらみずからの力を伸ばしていけるよう，地

域活動や社会体験などの社会とつながる機会の提供を通じて，やりがいや楽しさを

実感してもらい，子ども・若者の自己成長を促進する。 

また，成年年齢の引下げも踏まえ，若者に社会の一員としての責務や使命の自覚

をより一層促し，生き合う力を育む取組を行う。 

⑶  社会全体で子ども・若者を支援するネットワークの強化 

京都市全体，行政区，身近な地域の三つのレベルにおいて，子ども・若者を支援

するネットワークを構築し，それぞれの取組を充実するとともに，ネットワークの

連携をより一層強化していくことにより，市民ぐるみ・地域ぐるみによる地域の見

守り活動や，子どもの通学路や移動路の安心・安全の確保等，子ども・若者とその

家庭を支援する取組を社会全体で引き続き推進する。 
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＜政策分野１３ 障害者福祉＞ 

頂いた御意見等 
 

＜ウィズコロナに関する御意見＞  

 

 

 

 

 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

21.0 38.8 35.4 4.8

0 20 40 60 80 100

(％）

1．どんな内容か知っている
2．内容は知らないが言葉は聞いたことがある
3．知らなかった
不明・無回答

174,426 

181,879 

194,119 

207,534 

215,679 

237,589

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

240,000

H26 H27 H28 H29 H30 R1

（時間）

110

147
162

232

276
286

0

50

100

150

200

250

300

H26 H27 H28 H29 H30 R1

（人）

政策分野 13 障害者福祉 
 

～障害のある人もない人も，すべての人が違いを認め合い， 

支え合うまちづくりを推進する～ 

 

基本方針 
障害のある人が，地域で自立した生活を営み，社会のさまざまな分野の活動に参加で

きるよう，障害者施策の総合的，分野横断的な展開を図る。これにより，障害のある人

もない人も，すべての人が尊重し合い，地域社会のなかで，お互いに認め合い，支え合

い，安心してくらせるまちづくりを推進していく。 

 

現状・課題 

障害のある人が日常生活において受け

る制限は，心身の機能の障害に起因する

ものだけではなく，社会におけるさまざ

まな障壁により生じるものであり，障害

のある人もない人もお互いに認め合い，

支え合い，安心してくらせるまちづくり

を推進していかなければならない。その

ためには，障害や障害のある人に対する

理解を深め，広げていく取組が重要であ

る。 

 

障害のある人が地域で自立した生活を

営むためには，一人一人のニーズに対応

したきめ細かな障害福祉サービスの継続

した提供が可能となるよう，障害福祉サ

ービス利用等に当たっての相談支援の充

実や基盤整備が求められている。 

 

障害のある人が生きがいをもてる社会

をつくることが求められており，本人の

意欲や能力に応じて，社会の一員として

活動することができる一層のしくみづく

りが必要である。 

 

障害のある人の社会参加をさらに進め

るためには，物理的なバリアや情報保障，

意思疎通，市民意識等の面で障壁を取り

除いていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

障害福祉サービスの利用は，拡大を続けてお

り，居宅介護等の延べ利用時間数は増加傾向 
（居宅介護等の延べ利用時間数（1 月あたり）） 

資料：京都市 

障害福祉サービス事業所から一般就労への移

行者数は，増加傾向 
（福祉施設から一般就労への移行者数） 

資料：京都市 

「障害者差別解消法」を知っている人は約 6 割 
（人権に関する市民意識調査の結果） 

（質問項目：人権問題に関する新しい法律などについて，ど

の程度，知っていますか。（1）障害者差別解消法） 

 

資料：京都市「人権に関する市民意識調査（平成 30 年度）」 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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みんなでめざす２０２５年の姿 

１ お互いに認め合い，支え合い，安心してくらせるまちづくりが進んでいる 

  障害や障害のある人に対する正しい理解と認識が深まり，障害を理由とする差別の

解消が進んでいる。 

また，誰もが必要な情報を得ることができ，自己決定や自己選択が可能となる環境

が整備され，障害のある人もない人も，一人一人が尊重され，地域社会のなかでとも

にくらし，活動できる，すべての人を包み込むまちづくりが進んでいる。 

 

２ 障害のある人が地域で自立した生活を営むことができている 

  支援を必要とする障害のある人に，必要な障害福祉サービスを十分に提供できる制

度と体制の整備が進み，障害のある人が地域で自立した生活を営むことができるよう

になっている。 

 

 ３ 障害のある人が生きがいをもって，就労や地域活動等に取り組める社会環境づくり

が進んでいる 

   障害特性や一人一人の働く力に応じた職域の開拓や合理的配慮※がされた職場環境

が整備されており，働く意欲のある障害のある人が，生きがいをもって働くことがで

きるようになっている。 

また，地域活動，文化芸術活動，スポーツ，レクリエーション等を通じて，障害の

ある人もない人もお互いに交流し，地域のなかで生活できる社会環境づくりが進んで

いる。 

 

 ４ すべての人にとって生活しやすい社会環境の整備が進んでいる 

   ユニバーサルデザインの普及と定着により，行政，市民，企業，関係機関，団体等

の自主的な取組が進み，すべての人にとって生活しやすいまちづくりが進んでいる。 

また，障害特性等に応じた保健医療サービスが十分に提供され，すべての人が安心

して生活できるまちづくりが進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ※ 合理的配慮：障害のある人もない人も同じように権利や基本的自由を保障するために行う必要な変更や調整のこと

で，大きな負担がかからない配慮のこと。 
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市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進施策 

１ お互いに認め合い支え合ってくらすまちづくり 

⑴ 個人の尊厳を重んじる市民意識の向上と権利擁護の推進 

   障害や障害のある人に対する正しい理解と認識を深め，すべての市民がお互いに

個人の尊厳を重んじる意識の向上を図ることができるよう，学校教育や障害者週間

等のさまざまな機会を利用した啓発や広報活動，学習機会の充実を図る。 

   また，障害のある人の正当な権利や尊厳が守られ，すべての人を包み込むまちづ

くりを推進していくために，行政と関係機関，団体の適切な役割分担の下で，障害

者虐待の防止や，判断能力が不十分な障害のある人の権利利益を守るためのシステ

ムを推進し，障害のある人の権利擁護に取り組んでいく。 

  ⑵ 情報保障及び意思疎通支援と相談支援の推進 

    障害のある人が的確かつ正確に情報を把握できるよう，わかりやすい情報発信を

行うとともに，情報へのアクセスのしやすさの向上，意思疎通支援の充実や手話等

の普及啓発を図る。 

    また，障害のある人が地域で自立した生活を営むことができるよう，総合的かつ

専門性が確保された相談体制の充実を図る。 

 

 ２ 地域で自立して生活できるしくみづくり 

   福祉施設等から地域生活への移行を促進するとともに，障害のある人が地域で自立

した生活を営むことができるよう，ヘルパー派遣等の在宅生活を支援する障害福祉サ

ービスの拡充やグループホーム等の居住の場及び日中に通所して活動できる場の確保

に取り組む。 

また，安心して地域でくらすため，重症心身障害や強度行動障害※のある人，医療的

ケアが必要な人等への支援をはじめ，多様なニーズにきめ細かに対応できる障害福祉

サービス等の充実を図る。 

 

 ＜共汗の方向性＞ 

 行政，市民，企業，関係機

関，団体等が協働して障害の

ある人の自立と社会参加を

促進することにより，誰にと

ってもくらしやすい京都の

まちを実現する 

○ 雇用の促進と
合理的配慮の促
進による働きや
すい職場の確保 

○ 障害のある人もない人も，市民
一人一人が地域社会において尊重
し合い，認め合い，支え合い安心
してくらす 

○ 関係機関，団体等
が障害や障害のあ
る人を理解し交流 

○ 各分野の専門性
を生かし，多角的か
つ総合的に障害の
ある人を支援 

関係機関，

団体 
企業 

市民 

○ 障害特性等に
応じて障害福祉
サービス等を適
切に提供 

○ 障害のある人の自立と社会
参加を支援する環境整備と合
理的配慮の普及 

○ 関係機関，団体等が情報共有
し，連携と協働による取組が実
施できるようにするためのネ
ットワーク等のしくみづくり 

○ 関係機関，団体等と連携し，
権利擁護を推進 

※ 強度行動障害：直接的な他害（噛み付き，頭突き等）や，間接的な他害（睡眠の乱れ，こだわり傾向等），自傷行 

為等が著しく高い頻度で起こるため，特別な配慮や支援が必要な状態のこと。 

サービス 

提供事業者 

行政 
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 ３ 生きがいをもてるまちづくり 

  ⑴ 積極的に社会参加できる社会環境づくりの推進 

    障害のある人が生きがいをもって日常生活を営むために，行政をはじめ，地域に

おけるさまざまな関係機関，団体等が協働し，地域活動，文化芸術活動，スポーツ，

レクリエーション等を通じて，障害のある人もない人もお互いに交流し，地域のな

かで生活できる社会環境づくりを推進する。 

  ⑵ 就労支援の推進 

    障害のある人が自己の職業能力を発揮でき，企業等での就労から福祉的な就労ま

で多様な働き方を選択できるよう，産業，福祉，教育等の各分野の関係機関，団体

等が連携し，ライフステージに合わせた切れ目のない支援が提供できる環境を整備

する。  

    また，障害のある人がいきいきと働くことができる社会をめざし，関係機関，団

体等と連携して，障害のある人がもつ就労における障害特性等に対する理解や合理

的配慮に留意しつつ，ともに働くことが社会に普及し，定着するよう，企業に対し

て理解の促進を図る。 

 

 ４ 安心して生活できる社会環境の整備 

  ⑴ ユニバーサルデザインの普及促進 

    すべての人が個人として尊重され，その能力を最大限に発揮して社会参加できる

環境づくりをめざし，ものづくり，まちづくり，情報づくり，サービスづくりの各

分野でユニバーサルデザインの推進を図る。 

  多くの人が利用する建築物，公共交通機関，道路，公園等を整備する際には，す

べての人にとって安心かつ安全で利用しやすく，また，情報提供手段の複数化，利

用者の状況に応じたサービスの提供等が促進されるよう，行政，市民，企業，関係

機関，団体等が主体的な取組を充実させ，継続していく環境づくりを推進する。 

  ⑵ 障害に対する適切な保健医療の充実 

    すべての人が地域のなかで安心してくらせるよう，障害の原因疾病の発生予防や

早期発見，早期治療，社会生活を維持するためのリハビリテーション，障害のある

人の高齢化への対応，ストレスの多い現代社会におけるこころの健康の保持・増進

等，それぞれの状況に対応した支援を行うための保健医療サービス等の充実を図る。 
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＜政策分野１４ 地域福祉＞ 

頂いた御意見等 
 

＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

【委員意見】社会的に弱い立場にある人がコロナにより孤立してしまった。 

【委員意見】コロナにより，対面での地域活動ができず，支援を要する人の孤立化が進ん

でいる。 

 

 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 

【委員意見】社会福祉としては貧困対策が大きなテーマ。これを踏まえ，「すべての人が安

定したくらしを送れる」という観点を「子ども・若者支援」と「地域福祉」の基本方針

に盛り込むべきではないか。 
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政策分野 14 地域福祉 
 
～京都の地域力を生かし地域共生社会の実現をめざす～ 
 
基本方針 

家族形態や雇用形態の変化など，社会経済情勢の変化を背景に，複雑化，多様化する

地域の福祉的課題に対して，地域住民が主体となり，地域の関係機関との連携の下，課

題を共有し，それぞれの強みを生かしながら解決につなげる協働の取組を推進する。ま

た，地域だけでは対応が困難な複合的な課題を行政や専門支援機関等がしっかりと受け

止め，分野横断的に支援を行う。これらの取組を通じて，世代や分野を超えて，すべて

の人や団体が，地域，くらし，生きがいをともにつくり，高め合うことで，地域住民が

安心して生活し続けることのできる地域共生社会の実現をめざす。 
 
現状・課題 

京都市では，住民自治の伝統の下，地

域の子どもは地域で育てる，自分たちの

まちは自分たちで守るといった地域力，

人間力が文化として根付いている。こう

した京都ならではの力を生かし，地域の

つながりのなかで，より多くの市民が支

え合いにかかわることができる地域づく

りが重要である。 

  

近年，核家族化や単独世帯の増加，非

正規雇用の拡大など，家族形態や雇用形

態の変化等により，地域課題の複雑化，

多様化が進んでいる。とくに，複合的な

課題を抱えていてもみずから声をあげら

れず，地域や社会から孤立するなかで適

切な支援につながらず課題を深刻化させ

てしまう人及び世帯の増加や，とりわけ，

新型コロナウイルス感染症の拡大により，

新たに社会的孤立状態に陥る人々の増加

が懸念されている。このため，京都の地

域力を基盤として，課題を抱えた人々の

状況が深刻化する前に，早期に気づき，

支援に結びつける体制づくりに取り組ん

でいく必要がある。 

  

就労支援等の自立支援施策の推進等に

より，京都市の生活保護率は減少傾向に

あるが，全国と比べると依然高い状況に

ある。生活保護受給者に対し，制度の適

正な運用を図るとともに，多様な課題を

抱える生活困窮者に対し，生活保護に至

る前の段階で個々の状況に応じた自立支

援の取組を行っていく必要がある。 

住民同士のつながりが「強い」及び「どちらかと言えば

強い」の割合の合計は過去最高 
（地域における生活課題や支え合い活動に関する意識調査の結

果） 

（質問項目：あなたのお住まいの地域は，住民同士のつながりが強

いと思いますか。） 

核家族世帯数・単独世帯数が増加傾向 
（核家族世帯数・単独世帯数の推移） 

保護率は減少傾向だが，全国比では依然高水準 
（生活保護被保護世帯数及び保護率の推移） 

資料：京都市「地域における生活課題や支え合い活動に関する
意識調査（平成 29 年度）」，「京都市における地域福祉の取
組に関する意識調査（平成 24 年度）」，「地域福祉推進に関
するアンケート調査（平成 19 年度）」，「地域福祉の取組（平
成 14 年度）」 

資料：総務省「国勢調査（平成 12 年～27 年）」 

資料：京都市  
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下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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みんなでめざす２０２５年の姿 

１ 互いに認め合い，誰もがやりがいと喜びを感じ，いきいきと安心して過ごせている 

   より多くの地域住民が支え合いにかかわり，互いに担い手や受け手となることで，

それぞれの多様性を認め合い，やりがいと喜びを感じられ，いきいきと安心して過ご

せる地域になるとともに，世代を超えた交流によって，地域のつながりが次世代に継

承されている。 

   また，世代や分野を超えて，さまざまな人や団体等がつながることで，生活に悩み

があっても，相談・支援につながり，日常のつながりを通じて，災害時にも互いに助

け合うことができている。 

 

 ２ 多様な活動団体が連携し，地域住民とともに協働の取組が推進されている 

社会福祉法人や地域企業，NPO，大学，社寺等，京都ならではの多様な機関や団体が

地域住民とともに地域の活動に参画し，地域における支え合いの活動が活発に行われ

ている。 

 

 ３ 対応が困難な課題を行政，関係機関が受け止め，円滑に支援につなげられている 

   地域生活における困難な課題をしっかりと行政，関係機関が受け止め，円滑に支援

につなげることにより，抱えた課題が深刻化する前に解決を図ることができている。 

 

市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜共汗の方向性＞ 
地域社会を構成する

あらゆる主体が京都の
地域力，人間力を生か
して連携を図り，やさ
しさのあふれる共生の
文化を推進する 

○ 社会福祉法人の地
域における公益的な
取組との融合による
地域課題解決に向け
た取組の推進 

○ 年齢や性別，文化を超えて，それぞれの多
様性や人権を尊重し合う 

○ 主体的に地域の活動に参加 
○ 地域（近所）での課題に「気づき」，対応

できる住民同士のつながり・ネットワークを
平常時から構築 

社会福祉協議会 

社会福祉施設 

地域住民 

地域企業 

教育機関・ 

大学 

社寺等 

民生児童委員等 

○ 地域課題の把握 
○ 見守り・相談支援

活動の実施 

○ 困難な課題
を受け止め，
深刻化する前
に解決を図る 

○ 地域福祉推
進のための地
域主体・住民
主体の取組へ
の支援の実施 

○ 社会福祉協
議会や地域団
体，京都なら
ではの多様な
主体等との連
携のしくみづ
くり 

○ 地域のなか
で安心して生
活できる環境
づくり 

○ 多様な主体との連携による京
都ならではの取組の推進 

地域団体・ 

支援機関 

行政 

○ 地域福祉を推進
する住民組織の代
表として，区あるい
は学区単位での活
動を推進 

○ 地域福祉の担い
手の養成 
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推進施策 

１ 地域における「気づき・つなぎ・支える」力の向上 

⑴ 地域福祉活動への支援，市民参加の促進 

より多くの市民がボランティア活動等の地域福祉活動や地域の自主的なまちづく

り活動に関心をもち，参加するとともに，ボランティアグループや学区社会福祉協

議会等の活動団体の継続した活動につながるよう，京都市福祉ボランティアセンタ

ー，市・区社会福祉協議会等による支援活動を促進する。 

⑵ 見守り・相談支援活動，居場所の取組の促進 

地域の身近な相談相手である民生児童委員等の活動が円滑に行えるよう支援を充

実するとともに，日頃の見守り・相談支援活動の充実により，地域全体で悩みや課

題を抱えている人への「気づき」を高めていく。 

さらに，同じ悩みや経験をもつ人々が集まり，ともに支え合う当事者組織につい

ては，当事者ならではの目線に立った相談，支援による「気づき」や悩み等の情報

共有の場となるとともに，身近な地域で住民が集まり交流する居場所についても，

活動のなかでのちょっとした相談が，個人や地域全体の困りごとへの「気づき」や，

課題解決に向けた新たな活動につながっていくことが期待できる。 

このため，こうした相談支援活動や居場所の取組を促進し，身近な地域で多様な

課題に「気づき」，悩みや相談を受け止め，関係機関等と連携しながら，適切な支援

に「つなぎ」，地域全体で「支える」活動の充実，強化を図る。 

⑶ 災害時の要配慮者への支援の充実 

運営訓練の実施等により，福祉避難所の円滑な運営の確保に取り組むとともに，

地域における見守り活動の促進，重度障害者等の個別避難計画の作成等を通じて，

災害時の要配慮者の視点に立った取組の充実を図り，要配慮者を含めた市民のいの

ちとくらしを守る取組を進める。 

また，災害時にボランティア活動が被災者の多様なニーズに応じて効果的に展開

されるよう，平常時から市・区災害ボランティアセンターが連携し，災害ボランテ

ィア活動の普及啓発等に取り組むとともに，総合防災訓練と連携した，区ボランテ

ィアセンターの設置・運営訓練を実施するなど，多発する自然災害などの危機に対

する体制の構築に取り組む。 

⑷ 多様な主体の協働による地域福祉の推進 

社会福祉法人の地域における公益的な取組を支援するため，地域課題の解決に向

けた住民と社会福祉法人等が運営する社会福祉施設との協働の取組等，先進的な取

組事例を集約し，地域全体で共有を図ることにより，社会福祉施設の地域活動への

参画が各地域で積極的に展開されるよう，関係団体や市・区社会福祉協議会等との

連携の下，取り組む。 

さらに，福祉分野に限らず，地域企業や NPO，大学，社寺等の京都ならではの多

様な主体と地域住民等との協働の推進や，文化芸術活動との連携等，分野を超えて

多様な主体がつながり，地域活動への関心を高め，活動に参加する地域づくりを進

める。 
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２ 行政・支援関係機関等の分野横断的な支援体制の強化 

⑴ 地域生活における多様な課題への対応の推進 

家族や地域社会との関係が希薄で，他者との接触がほとんどない社会的孤立，ニ

ーズに対応する制度がない「制度の狭間」や支援の拒否，みずからの健康安全を放

棄するセルフネグレクト※やいわゆるごみ屋敷といった問題等，多様化する課題や，

新型コロナウイルス感染症の拡大により増加が懸念される福祉的課題に対し，地域

や関係機関等と連携・協働し，継続して寄り添いながら，適切な支援に結びつける。 

また，8050 問題※をはじめ，長期化，高年齢化するひきこもり等の課題を抱える

世帯への支援に当たっては，分野を超えた総合的な支援を展開するため，保健福祉

センターをはじめとした関係機関が相互に緊密な連携を図り，地域と協働すること

で，当事者やその家族に寄り添った，社会全体で「気づき・つなぎ・支える」切れ

目のない支援に取り組む。とりわけ，ひきこもりは，進学や就職でのつまずきが原

因となっていることがあり，当人の望む社会生活へと戻れる，やり直しのできる社

会の構築に向け，居場所づくりや就業への支援などに取り組む。 

さらに，犯罪をし，罪を償った人等が，地域社会において孤立することなく，市

民と地域の理解と協力を得て，再び社会を構成する一員として円滑に復帰すること

ができるよう，犯罪に戻らない，犯罪に戻さない取組を推進する。 

⑵ 生活困窮者等の自立支援の促進 

必要な人に必要な保護を実施することを基本として，最低生活の保障と自立の助

長という生活保護制度の目的を達成するため，被保護世帯が抱える課題やニーズを

的確に把握したうえで，自立に向けたきめ細かな支援を行うとともに，生活保護不

正受給の未然防止及び再発防止に向けた取組など，制度の適正実施に努めることに

より，しっかりとセーフティネットを構築し，市民生活を守っていく。 

また，生活保護に至る前の生活困窮者に対し，経済的な課題を含め，相談者から

具体的な状況を聞きとったうえで，その人にあった支援プランを作成するとともに，

社会福祉協議会やハローワーク等の関係機関とも十分に連携しつつ，就労支援や学

習支援など，自立に向けた寄り添い支援の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ セルフネグレクト：介護・医療サービスの利用を拒否するなどにより，社会から孤立し，生活行為や心身の健康

維持ができなくなっている状態。 

※ 8050 問題：80 代の親とひきこもり状態の 50 代の子が同居する世帯の孤立化・困窮化に伴うさまざまな問題。 
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＜政策分野１５ 健康長寿＞ 

頂いた御意見等 
 

＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

【委員意見】コロナ禍の健康管理で大事なのは，手洗い・うがい，食事，睡眠，運動，生

活習慣の見直し。運動は，スポーツクラブやジムが使えなくとも，近所を散歩すること

や，自宅での運動は可能。 

【委員意見】コロナの影響で生活が逼迫している人等のためにも心の相談を充実していく

ことが必要ではないか。 

【委員意見】在宅での予防やモニタリングがこれまで以上に重要に。ICT の活用や民生化

が求められる。 

 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 

【委員意見】予防の取組は個人で行うのはもちろん，まちづくりのシステムとしても作っ

ていくものである。本人の健康状態に合わせ，健康増進や病気の早期発見，病気の治療

など１次～３次予防まで様々な取組があるが，その取組の主体は個人である。それを地

域や職場といったコミュニティが理解・サポートし，さらに社会システムがそれを支援

しなければ進まない。基本的にはこれらの要素は全て今回の資料に含まれていると思う。 
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政策分野 15 健康長寿 
 

～子どもからお年寄りまで，すべての人が 

笑顔でいきいきと健やかにくらせる「健康長寿のまち・京都」を実現する～ 

 

基本方針 
人生 100 年時代を見据え，京都ならではの地域や人とのつながりのなかで，市民が主

役となって楽しみながら健康づくりに取り組むとともに，社会や地域全体で健康づくり

に取り組んでいく環境づくりを進める。また，高齢期を迎えても介護予防に主体的に取

り組み，働き手や地域活動の担い手として活躍できる環境づくりを推進する。さらに，

支援が必要になっても，医療や介護をはじめとする多職種の専門職や関係機関，地域住

民との協働による，医療・介護・生活支援サービスが切れ目なく提供される地域づくり

を進める。 

 

現状・課題 

京都市の健康寿命※は，男性が 71.55

歳，女性が 72.82 歳で，平均寿命との差

は，男性が 9.9 歳，女性が 14.6 歳となっ

ている。健康寿命を延伸し，平均寿命に

近づけるためには，市民一人一人が主体

的に健康づくりに取り組める環境づくり

が重要である。 

 

高齢化率の上昇が見込まれるなか，高

齢者の身体機能や生活機能，社会的機能

の低下を予防（フレイル※・オーラルフレ

イル※対策）する観点からの健康づくりが

求められている。このためには市民一人

一人が若いときから健康づくりの習慣を

もち，高齢になっても介護予防に主体的

に取り組み，地域社会と積極的に交流す

るとともに，地域のさまざまな活動の担

い手として活躍し，地域の支え合いのな

かで健康づくりに取り組むことが重要で

ある。また，これらの取組は，新型コロ

ナウイルス感染予防の観点から，新しい

生活スタイルを踏まえたものとして実践

する必要がある。 

 

開始 20 年を迎えた介護保険制度は，高

齢者の自立支援と尊厳の保持を基本理念

とし，高齢者の介護になくてはならない

ものとして定着・発展してきた。一方，

利用者の増加に伴い保険給付費は年々増 

 

 

今後も高齢化率は上昇する見込み 
（京都市の総人口及び高齢化率の推移と今後の推計） 

増加する介護保険給付費 
（介護保険給付費の推移と今後の推計） 

平均寿命と健康寿命に 9.9～14.6 歳の差 
（平均寿命と健康寿命の比較） 

資料：厚生労働省，厚生労働科学研究班 

注 令和２年以降は推計 
資料：総務省「国勢調査（平成 27 年）」 

国立社会保障・人口問題研究所 

資料：京都市 
※ 健康寿命：健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。 
※ フレイル：加齢により心身が衰えた状態。ただし，早期に対策を行えば元の健常な状態に戻る可能性がある。 
※ オーラルフレイル：口腔機能の軽微な低下や食の偏りなどを含む身体の衰え（フレイル）のひとつ。 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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加し，担い手不足も懸念されるなかで，

制度の持続可能性の確保が求められる。 

 

みんなでめざす２０２５年の姿 

 １ 市民が主役となり，人，地域，文化とのつながりのなかで健康づくりに取り組めて

いる 

すべての市民がそれぞれのライフステージや心身の状況において，家族や友人とと

もに，地域活動への参加や文化芸術活動を楽しむなかで，主体的に体やこころの健康

づくりに取り組み，一人一人のいのちが輝く笑顔あふれるまちが実現されている。 

 

 ２ 高齢者が元気に社会に参加し，働き手やさまざまな地域活動の担い手として活躍し

ている 

介護予防の取組や社会参加を通じて元気な高齢者が増加している。また，高齢者が

働き手や，支援を必要とする高齢者や子ども，若者への支援など，地域におけるさま

ざまな支え合い活動の担い手として活躍している。 

 

 ３ 切れ目のない医療・介護・生活支援サービスの提供体制が構築され，住み慣れた地

域で最期まで自分らしい生活を送ることができている 

   医療や介護をはじめとする多職種の専門職や関係機関，地域住民，NPO 等との協働

により，医療・介護・生活支援サービスが一体的に提供できる体制が構築され，高齢

者が支援や介護が必要になっても，住み慣れた地域で最期まで自分らしい生活を送る

ことができている。 

   

市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜共汗の方向性＞ 
市民，関係機関，行

政が一体となって「健
康長寿のまち・京都」
の実現及び「地域包括
ケアシステム※」の深
化・推進に取り組む 

○ 市民一人一人の
健康づくりを促進 

○ 多職種の専門職
や関係機関の連携
による支援の実施 

○ 各関係機関にお
けるサービスを適
切に提供 

○ 自主的な健康づくり，介護予防の取
組の実施 

○ 意欲ある高齢者が働き手として活躍 
○ 高齢者への生活支援サービスや地域

における支え合い活動の担い手として
活躍 

○ 市民一人一人の健康
づくりを支援 

○ 過労やメンタルヘル
スの悪化を予防 

○ 高齢者の見守り活動
や高齢者に対する生活
支援サービスの提供 

保健・医療・

介護関係機関 

市民 

地域団体， 

企業等 

○ 市民一人一人が主体的に健康づくりを
行うための支援や情報提供，環境整備 

○ 多職種の専門職や関係機関とのネット
ワークの構築 

○ 介護サービス基盤の計画的な整備，必
要なサービス量の供給 

※ 地域包括ケアシステム：高齢者一人一人が，できる限り，住み慣れた地域での生活を継続できるよう，日常生活圏

域単位で，医療，介護，予防，住まい，生活支援サービスが切れ目なく提供されるしくみ。 

行政 
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推進施策 

１ 地域や人とのつながりのなかで市民が主体的に健康づくりに取り組むまちづくりの

推進 

 ⑴ 市民の健康づくりを支える環境づくりの推進 

   京都らしい健康にも環境にもやさしいライフスタイルの普及により，毎日の生活

を楽しむなかで望ましい生活習慣を身につけられるよう取り組むとともに，地域の

なかで，市民や関係機関，関係団体等が身近な住民等に健康づくりを働きかけ，自

主的に健康づくりの取組の輪を広げていく地域づくりを推進する。 

   また，市民の一人一人が，年齢や心身の状況に応じて健康づくりに取り組める環

境づくりに努めるとともに，フレイル・オーラルフレイルの予防に向け，若いとき

から望ましい生活習慣を身につけ，健康増進に取り組めるよう，運動習慣や喫煙，

飲酒などに関する正しい健康情報を提供する。 

   さらに，健康増進法で規制されている内容にとどまらず，喫煙をする際の周囲へ

の配慮に係る啓発など，あらゆる場面での受動喫煙防止対策を徹底する。 

   加えて，身近な場所で健康診査等を受けられる環境づくりを推進するとともに，

医療関係機関との連携により，生活習慣病の重症化予防等に取り組む。 

 ⑵ 生涯を通じた歯と口の健康づくりの推進 

   市民一人一人が歯と口の健康づくりに取り組み，生涯にわたって，しっかりと噛

んで食べ，健やかで心豊かに笑顔で過ごすことができるよう，歯と口の健康づくり

から全身の健康づくり，さらには健康寿命の延伸をめざして，胎児期（妊娠期）か

ら高齢期までのライフステージや配慮が必要な人の特性に応じた歯と口の健康づく

りの取組を推進する。 

 ⑶ 地域が主体となった食育活動による健康づくりの推進 

   市民一人一人が自身や家族等の年齢やライフスタイルに応じて，食を適切に判断

し，選択する力を身につけ，みずから望ましい食生活を実践していけるよう，さま

ざまな機会を通じて食育の普及促進を図るとともに，食に関心をもち，健康づくり

に取り組みやすい環境を整備するため，事業者や市民ボランティア等による主体的

な食育活動や食育に関する情報発信の拡大に取り組む。 

 ⑷ こころの健康づくりの推進 

   日常生活のなかで，家族や友人，地域住民とつながり，自治会活動等に取り組む

こと，文化やスポーツを楽しむことなど，京都のもつ生活文化や地域力を生かした

こころの健康づくりを推進する。 

   また，新型コロナウイルス感染症の影響によるこころの不安や依存症の増加，経

済的困窮による自殺リスクの高まりも見据え，自殺予防の大切さやうつ病等の精神

疾患に対する正しい知識の普及を図るとともに，自殺リスクの高い人を，本人や家

族だけでなく，地域や学校，職場などの生活の場においても早期に把握し，相談機

関等とも連携して，適切な専門相談や医療につなげるいのちのセーフティネットを

構築する。 

さらに，自殺未遂者及び自死遺族等に対する支援も強化する。 

 

２ 高齢者が元気に社会に参加し，働き手や地域活動の担い手として活躍できる環境づ

くりの推進 

 ⑴ 自主的な介護予防の取組の推進 

   高齢者に可能な限り自立した生活を続けていただけるよう，さまざまな関係機関

と連携し，フレイル・オーラルフレイル対策をはじめとした介護予防の普及啓発に

取り組むとともに，リハビリテーション等の専門職とも連携し，効果的な運動方法
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や栄養改善，口腔機能の向上についての助言や意欲の喚起，介護予防に積極的に取

り組む自主グループの支援を行うなどにより，高齢者の自主的な介護予防の取組を

推進する。 

また，地域の公園での体操など屋外での活動を取り入れるとともに，自宅で過ご

す高齢者に対し，必要に応じて専門職が個別訪問による運動指導等を行うなど，新

しい生活スタイルを踏まえた介護予防の取組を展開する。 

 ⑵ 高齢者の社会参加の促進及び働き手や地域活動の担い手として活躍できる社会の

構築 

   高齢者が，地域活動，文化芸術活動，スポーツ，レクリエーション等を通じて，

いつまでも健康で生きがいをもって過ごしていただけるよう，地域の身近な居場所

づくりや，すこやかクラブ京都（京都市老人クラブ連合会）で取り組んでいるボラ

ンティア活動の推進など，高齢者の多様な社会参加の促進に向けた取組を進める。 

   また，意欲ある高齢者が働き手として活躍できるよう，シルバー人材センターを

通じた就業に取り組むとともに，元気な高齢者が，多様化する高齢者のニーズに対

応した生活支援サービスや子ども，若者への支援など，地域活動の幅広い支え手と

して活躍できるよう，活動を希望する高齢者への研修，講座の開催や，活動の支援

等を行う。 

 

３ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 ⑴ 高齢者の権利擁護の推進 

   高齢者の尊厳が保たれる社会を構築するため，成年後見など権利擁護に関する支

援体制の充実を図るとともに，高齢者虐待の防止のための啓発，早期発見，早期対

応に向けた取組を推進する。また，最期まで自分らしく生きていくための大切な備

えとして，元気なうちから自分自身のこれからの過ごし方を見つめて，さまざまな

希望を家族等と一緒に考え，共有する「人生の終い支度」の普及啓発を図るととも

に，遺された家財の整理など，地域の支え合いでは対応が難しい課題に対する支援

に取り組む。 

 ⑵ 切れ目ない医療・介護・生活支援サービスの提供体制の強化 

   地域ケア会議の開催を通じて，高齢者支援の個別ケースについて検討を行うこと

を起点として，医療や介護をはじめとする多職種の専門職や関係機関とのネットワ

ークの構築を図り，地域課題を共有し，地域における支援体制の充実を図る。 

   また，認知症の人が地域で安心してくらし続けられるよう，認知症に対する正し

い知識の普及啓発に取り組むとともに，認知症が疑われる人やその家族に早期にか

かわり，認知症の早期発見，早期相談，早期診断から介護サービス等の生活支援ま

で，状態に応じて，連続性のある支援を行う。 

   さらに，医療と介護の両方を必要とする高齢者が住み慣れた地域でその人らしい

生活を続けるための円滑な支援を実施できるよう，在宅医療・介護関係者の連携支

援に取り組む。 

 ⑶ 介護サービス等の充実 

   「介護離職ゼロ」の実現に向けて，中重度の要介護者の在宅生活を支える 24 時間

対応型の在宅サービスや，在宅での生活が困難になった要介護者を支える施設・居

住系サービスの充実など，必要な介護サービスの供給量の確保を行う。 

 また，国と連携した介護職員の処遇改善に取り組むとともに，介護の仕事の魅力

発信や多様な担い手の活用等による担い手確保を進める。さらに，一人暮らし高齢

者等が安心した生活を送れるよう，保健福祉サービスの推進に取り組む。 
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＜政策分野１６ 保健衛生・医療＞ 

頂いた御意見等 
 

＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

【委員意見】福祉や医療を学ぶことを志す学生が減ることを危惧している。介護等も直接

体にふれることがある仕事になり，敬遠される恐れがある。大学と行政が連携のうえ，

担い手を育成する新しい仕組みを検討することが必要。 

【委員意見】感染防御に通じる人員の強化が必要 

【委員意見】人員及び物資の供給に係る関係機関の連携の強化が必要 

 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 

【委員意見】予防で大切なのは運動と食事であるが，食事の観点があまり入っていない。

政策分野１６「保健衛生・医療」の現状・課題の３点目に食に関する記載があるが，途

中から話が観光に切り替わっている。まずは市民のこととして，食の安全と食育に関す

る記載を充実させてほしい。 
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政策分野 16 保健衛生・医療 
 

～市民の健康や生活環境を守り，動物とも共生できる 

「誰もが安心してくらせるまち京都」を実現する～ 

 

基本方針 
市民が安心してくらせる社会を実現するため，適切な医療サービスが受けられる体制

を構築するとともに，感染症や食中毒等の健康危機事案が発生した際には，迅速かつ的

確に対応できる体制を確立し，また，食品の安全や衛生的な生活環境を確保する。あわ

せて，人と動物とが共生できるうるおいのある豊かな社会を実現する。 

 

現状・課題 

医療の高度化や専門化に伴い，質の高

い医療の担い手の確保が求められるとと

もに，多様化する医療ニーズに対応し，

誰もが安心して医療が受けられるよう，

切れ目なく過不足もない医療サービスの

提供体制の確保が必要である。 

 

新型コロナウイルス感染症については，

新型インフルエンザ等対策特別措置法に

基づく政府対策本部が設置され，国を挙

げての対策が講じられている。京都市に

おいても，足下の課題である新型コロナ

ウイルス感染症はもとより，新たな感染

症による健康危機事案の発生に備え，京

都府や医療機関と連携し，適切な医療の

提供と感染拡大防止に向けた取組が求め

られる。 

 

外食や調理食品の持ち帰りや宅配等の

中食の需要増加等の食のニーズの多様化，

輸入食品の増大等の食のグローバル化な

ど，食を取り巻く環境が変化している。

このため，国際基準で食品の安全を確保

するとともに，食中毒発生数を最小限に

とどめ，広域的な食中毒の発生を抑制す

ることが必要である。 

 

急増する宿泊施設に関し，市民の安全

安心，地域文化の継承を最重要視した市

民生活と観光の調和に向け，違法民泊の

根絶や，宿泊施設の適正な運営の確保の

取組を強力に推進する必要がある。 

 

 

手洗いチェッカーによる洗い残しの確認 

資料：京都市 

ペットの災害対策 
 

毎年度 10 件前後の食中毒が発生している 
（食中毒の事件数・患者数の推移） 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 



78 
 

ペットが家族の一員として人とともに

くらす社会へと変遷するなかで，飼い主

や事業者は動物がそのいのちを終えるま

で適切に飼育管理する責任を果たし，市

民一人一人がそれぞれの立場から動物愛

護を理解し，協働していくことが求めら

れる。 

 

みんなでめざす２０２５年の姿 

１ 必要なときに医療サービスを利用できる 

  誰もが医療に関する適切な情報を得られ，病院，診療所等において，必要なときに

必要な医療サービスが利用できるまちになっている。 

 

２ 健康危機に対し，市民の安全と安心が確保されている 

  感染症や食中毒等の健康危機事案に対し，市民みずから予防できる知識を身につけ

るとともに，健康危機事案が発生した場合には，迅速かつ的確な対応がなされ，市民

の安全と安心が確保されたまちになっている。 

 

３ 食や生活環境の安全と安心が確保されている 

  食品や生活衛生関連の事業者における衛生管理の取組が推進されるとともに，違法

民泊が根絶され，市民の食や生活環境の安全と安心が確保されたまちになっている。 

 

４ 人と動物が共生できるうるおいのある豊かなまちになっている 

飼い主や事業者が，動物がそのいのちを終えるまで適切に飼育管理する責任を果た

すとともに，市民一人一人が動物とのかかわりについて正しく理解し，人と動物がと

もにくらすうるおいある豊かなまちになっている。 
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市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進施策 

１ 医療サービスの充実 

  医療の高度化に対応した専門的な担い手の養成と確保 

時代のニーズや医療の高度化に対応するため，質の高い医療従事者を養成すると

ともに，看護師等の市内医療機関等への定着対策及び復職支援対策等を推進してい

く。 

  ニーズの多様化に対応した医療サービスの提供体制の確保と質の向上 

地理的条件等により医療サービスの提供を受けることが困難な地域の人や，救急

医療を必要とする人など，あらゆる医療ニーズに対応し，誰もが安心して受けられ

る医療サービスを提供し，市民の健康の保持・増進に貢献するため，医療・福祉な

どの関係者や市民の理解を深めながら，切れ目なく過不足もない医療サービスの提

供体制の確保を図っていく。 

また，医療に関する市民からの相談等に迅速かつ適切に対応することで，医療へ

の信頼を高めるとともに，医療機関における安全性を確保するなど，医療サービス

の質の向上につながるよう取り組んでいく。 

 

２ 健康危機管理の推進 

市内の医療機関等と連携を図り，必要な検査体制の確保，医療体制の充実のほか，

医療物資・機材の確保や備蓄など，新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努める。 

また，感染症対策マニュアルの整備や関係職員の研修，保健所の機能強化をはじめ

患者発生時の適切な調査や検査体制の確立等に加え，新たに共同整備した京都市衛生

環境研究所・京都府保健環境研究所も活用し，健康危機事案に対する総合的な対応力

の強化を進める。 

あわせて，市民みずからが健康危機事案に対応できる知識を身につけられるよう，

市民や関係団体に対して，健康危機事案の発生状況や予防対策について，迅速かつ適

＜共汗の方向性＞ 
市民の健康や生活環

境を守り，動物とも共
生できる「誰もが安心
し て く ら せ る ま ち 京
都」を実現する 
 

○ 保健・衛生に係る正しい知識の
習得 

〇 正しい知識と情報の下での適切
な医療サービスの利用 

〇 動物愛護について正しく理解 
 

○ 衛生管理の徹底 
○ 衛生管理の計画の

明確化，実施，記録に
よる衛生管理の「見え
る化」 

地域，企業， 

学校 
医療機関 

 

市民 

 

○ 適切な医療環境の向上を
支援 

〇 健康危機事案に迅速かつ
的確に対応 

〇 衛生管理基準の向上を支
援 

〇 違法民泊根絶に向けた取
組の推進 

〇 動物愛護の普及啓発 
 

○ 医療サービスを適切
に提供 

〇 医療に関する情報を
提供 

行政 
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切な情報発信を行うとともに，結核や肝炎ウイルス等の従来からの感染症については，

早期発見，早期治療及び情報の普及啓発により感染拡大予防を促進する。 

また，広く市民が定期予防接種を受けられるよう，協力医療機関の体制整備や接種

勧奨を行う。 

 

３ 食や生活環境の安全と安心の確保 

  食の安全性の確保と安心できる食生活の実現 

市民や観光客の健康を守るため，食や食品を取り巻く環境の変化や広域的な食中

毒の発生をはじめとした食品による健康被害，また，国際標準と整合する食品の衛

生管理への対応など，食品事業者と連携し，食の安全性を確保するとともに，安心

できる食生活の実現をめざした環境整備を進める。 

あわせて，消費者，事業者及び行政などの関係者の間で情報や意見をお互いに交

換し，食品の安全性についての理解を深めていく。 

  市民の生活環境を守るための衛生対策の推進 

公衆浴場，理容所，美容所及びクリーニング所等の市民生活に密着した生活衛生

業施設における衛生的なサービスの提供とその利用を促進するとともに，公衆衛生

に関する取組の維持向上をめざす。 

    また，市民と宿泊客の安全や安心を脅かす違法民泊に対しては，法令に基づく調

査や監督の権限を駆使し，繰り返しの指導にも従わない悪質な事業者等への営業停

止処分のほか，京都府警察などの関係機関と緊密に連携し，その根絶に向けた取組

を進めるとともに，市民の生活環境に十分配慮した宿泊施設の適正な運営の確保を

図る。また，地域住民と事業者の調和の確保及び推進の観点からは，地域住民の民

泊に対する不安等の解消に努めるとともに，事業者等と顔の見える関係を築けるよ

う，継続的な支援を行う。 

 

４ 人と動物との共生社会の推進 

京都動物愛護センターを拠点として，「京都動物愛護憲章」の理念の下，動物への思

いやりや正しいかかわり方など動物愛護意識の向上とともに，動物がそのいのちを終

えるまで適切に飼育管理するための普及啓発を行い，不適切な動物の取扱いに起因す

る人への迷惑行為の防止や生活環境の保全を図る。 

また，狂犬病など動物由来感染症の発生防止に努めるとともに，災害時における被

災動物の救護や収容を速やかに実施できる体制を整備する。 
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＜政策分野１７ 学校教育＞ 

頂いた御意見等 
 

＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

【委員意見】大学の授業はオンラインに切り替わり，100 人くらいの授業も Zoom で充分

にこなせることが分かった。一人一人がカスタマイズすれば，習熟度に応じた教育機

会を提供することにもつながるだろう。 

【委員意見】学校施設にはアクリル板の仕切りなどしっかりとした感染対策を行い，そ

こに集まって学べる環境づくりが必要。 

【委員意見】小学校～大学までの学びでは，知識の習得だけでなく共に机を並べて学ぶ

ことが重要であり，学校・キャンパスという場は必要だ。通常の授業とオンラインの

授業を選択できることが重要だと思う。 

【委員意見】GIGA スクール構想はコロナで大きく進んだ。今後，構想の進捗に合わせた

授業内容のブラッシュアップ，教員の養成が必要 

【委員意見】大学と同様，オンラインとの併用が前提に。家庭での通信環境や端末だけ

でなく，教育者側のリテラシーが問われる。 

 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 

【委員意見】スクールカウンセラーの設置などがあるが，これでは生徒にどのような影

響があるかが見えにくい。 

【委員意見】誰一人取り残さない多様な教育が実現すれば非常に喜ばしい。発達障害の

子が増えているが，四肢に不自由がある子でもできることはたくさんある一方で，軽

度と言われる障害であってもすごく生きづらく，過酷な人生を送ってしまうことがあ

る。そうならないように周りの大人が意識してインクルーシブ教育の環境を作ってい

くことが重要である。 
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政策分野 17 学校教育 
 

～市民ぐるみ・地域ぐるみで子どもたちの「生きる力」を育むまちをつくる～ 

 

基本方針 
急速な社会の変化や AI の飛躍的な進化など，絶え間なく進む技術革新により将来予測

が困難な時代と言われるなかにあっても「一人一人の子どもを徹底的に大切にする」と

いう京都市の教育理念の下，子どもたちが夢と希望をもって未来を切り拓いていけるよ

う，はぐくみ文化を基軸として，家庭・地域・大学・産業界・NPO などの参画を得なが

ら，市民ぐるみ・地域ぐるみで子どもたちの「生きる力」（確かな学力，豊かな心，健や

かな体）を育む学校教育を推進する。 

 

現状・課題 

「遊び」を通じて「生きる力」の基礎

を培う幼児教育，義務教育 9 年間を見通

した小中一貫教育，生徒や保護者の多様

なニーズにこたえる高校教育，障害のあ

る子どもたちの自立と社会参画の実現を

めざす総合育成支援教育など，教職員の

熱意あふれる教育実践が日々展開されて

いる。 

 

また，全国最多となる学校運営協議会

の設置や全校での学校評価システムの実

施，そして，約 2 万 5 千人の市民ボラン

ティアの参画など，市民ぐるみ・地域ぐ

るみの教育が着実に進んでいる。学校施

設整備では，長寿命化や防災機能の強化

等を計画的に進めており，さらには少子

化の進展を踏まえ，教育環境の向上に向

けて地元主導の学校統合に取り組んでい

る。 

 

一方で，発達障害や医療的ケア，不登

校・いじめなど，支援を必要とする子ど

もたち一人一人の状況に応じた，よりき

め細かな指導と支援の実現とともに，ICT

（情報通信技術）や AI の活用をはじめ，

英語教育等の次代を見据えた教育を推進

するための環境整備の充実と，新型コロ

ナウイルス感染症の拡大をはじめとする

緊急時にも学びの継続性を図ることがで

きる学校体制の確立を図る必要がある。 

 

さらに，教職員の長時間勤務の解消に

向け，さまざまな専門分野のスタッフの

小・中学生による伝統文化体験 

 

資料：京都市 

支援を必要とする子どもや家庭等への対応は手厚く

なっている 
（スクールカウンセラーを年間 280 時間以上配置する学校数と相談

件数の推移） 

 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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配置拡大，家庭や地域のさらなる理解と

参画・役割分担等により，教職員がみず

からの人間性や創造性を高めつつ質の高

い教育活動を展開できる環境を整備する

必要がある。  

 

みんなでめざす２０２５年の姿 
１ 社会の宝である子どもたちを市民ぐるみ・地域ぐるみで育んでいる 

「開かれた学校づくり」を基盤とする，市民ぐるみ・地域ぐるみの教育のより一層

の推進により，安心安全で充実した教育環境の下で，「生きる力」を，子どもたち一人

一人に育むまちとなっている。 

 

２ 子どもたちが伝統と文化を受け継ぎ，持続可能な社会の担い手として活躍している 
京都ならではの伝統文化教育や環境教育，食育，生き方探究教育，健康教育，ICT

教育，英語教育等，京都の文化力・市民力等を最大限に生かした学びを通して，子ど

もたちが伝統と文化の本質を学びとり，変化の激しい環境のなかでも，多様な他者と

協働し，社会的課題の解決に寄与するなど，持続可能な社会の担い手としてあらゆる

場面で活躍しているまちとなっている。 

 

３ 誰一人取り残さない，多様なニーズ等に応じた教育が展開されている 
教育・福祉・保健・医療等，さまざまな分野の関係機関とのさらなる連携の下，子

どもたちの多様なニーズや一人一人の困り等に丁寧かつ的確に応じるとともに，ICT

環境の下，学びの継続性を確保することで，障害をもつ子どもや不登校傾向の子ども

も含め，子どもたちの可能性の最大限の伸長をめざすまちとなっている。 

 

４ 教職員が子どもといきいきと向き合うことができる環境が構築されている 
質の高い教育実践に向け教職員が子どもと向き合う時間をより一層確保するため，

学校における働き方改革の推進により，教職員がその能力を最大限発揮できる環境を

市民ぐるみ・地域ぐるみでつくるとともに，子どもの学びと育ちにかかわるすべての

者が尊ばれるまちとなっている。 

 

市民と行政の役割分担と共汗 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜共汗の方向性＞ 
大人すべてが子ども

を育む当事者として，
未来を担う子どもたち
の教育に積極的に参画
する 
 

○ 子どもたちに，規律
ある生活習慣や規範意
識，学習習慣を身につ
けさせる 

○ 子どもたちの学校生
活に関心をもち，PTA
や地域の一員としてさ
まざまな活動に参画 

 

○ 責任をもって子どもたちの教育を保障 
○ 校種間で緊密に連携し，開かれた学校

づくりを推進 
○ 子どもたちの規律ある生活習慣や家庭

学習の定着に向け，家庭と密に連携 

 
○ 学習やスポーツ，

学校行事，校外活動
などさまざまな場面
でボランティアとし
て積極的に学校教育
活動に参画 

○ 地域における子ど
もたちの安心・安全
の確保をはじめ，学
校との連携の下，学
びと体験の場を提供 

 

地域 

 

家庭 

 

学校・幼稚園 

 

○ 客観的な根拠を踏まえた教育政
策を企画・推進するとともに，教育
条件の整備・充実やさまざまな情報
発信，しくみづくりを行う 

 

○ 最先端の研究を子どもた
ちに体験させる場を設ける 

○ 学生ボランティアやイン
ターンシップ，共同研究な
ど，学校と相互協力 

○ これからの学校教育を担
う教員の養成 

○ 学校への出前授業や
専門性を生かした教育
支援など，次世代育成に
向けた取組を推進 

 

産業界， 

NPO 等 

行政 

 

大学 
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推進施策 

１ 市民ぐるみ・地域ぐるみの教育の推進 

⑴ 開かれた学校づくりの推進と市民ぐるみ・地域ぐるみの教育 

社会の宝である子どもたちを市民ぐるみ・地域ぐるみで育むため，学校・幼稚園

が積極的に情報発信を行い，目標と課題等を共有し，家庭・地域のボランティアや

学校評価，学校運営協議会をはじめとする学校教育への参画を促進することにより，

京都の伝統である市民ぐるみ・地域ぐるみの教育の一層の推進を図る。 

⑵ 京都の文化力・市民力を生かした学校教育の推進  

次世代育成に向け，大学や産業界，NPO 等による学校教育への参画を進め，京都

ならではの文化の継承・発展に向けた伝統文化教育や環境教育，食育，生き方探究

教育，健康教育，ICT 教育，英語教育など，子どもたちのさまざまな学びや体験交

流の場を充実させる。 

⑶ 地域との「共汗」で取り組む学校統合及び新しい学校づくり  

   児童生徒数が減少している地域では，子どもたちのよりよい教育環境の実現をめ

ざし，行政としての説明責任をより一層徹底するなかで，家庭・地域と十分協議し，

その論議・検討を尊重する，地元主導による学校統合を推進するとともに，ひとつ

の小学校から複数の中学校に進学するなど，一部地域に存在する複雑な中学校区の

解消に向けた検討を行う。 

⑷ 私立学校との連携  

市立中学校卒業生の約 4 割が私立高校に通学するなど，京都市の教育における私

立学校の重要性を踏まえ，府市協調の下，私立学校及び各種関係団体との一層の連

携を図る。 

 

２ 子どもたちが夢と志をもって可能性に挑戦するために必要な力を育む教育の推進 

⑴ 「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の調和を図る教育の推進  
学習指導要領の趣旨を踏まえ，子どもたちが社会の変化を前向きに受け止め，他

者と協働しながら主体的に行動することで豊かな人生を送ることができるよう「確

かな学力」「豊かな心」「健やかな体」をバランスよく育む教育を推進する。 

⑵ 持続可能な社会の担い手の育成に向けた教育の推進  

  生まれ育った地域や文化への誇りを培い，多様な文化や価値観を尊重する態度を

育成するとともに，グローバルな視点で課題を発見・解決し，新たな価値を創造で

きる持続可能な社会の担い手を育む。 

⑶ ICT 環境を活用した教育の推進 

  一人一台端末などの ICT 環境を活用しながら，継続した学びを確保し，一人一人

の状況に応じた課題提示などで「確かな学力」を定着させるとともに，ICT を活用

したグループ学習などで子どもたちの協働の学びの充実を図る。 

⑷ 子どもたち一人一人への学習保障をはじめとした多様なニーズにこたえる教育機

会の提供や教育相談体制の充実 

   家庭の経済状況や生まれ育った環境，民族・国籍の違い，文化的背景等にかかわ

らず，子どもたち一人一人が「確かな学力」を身につけることができるよう学習保

障を図る。また，一層の増加が見込まれる外国人児童生徒等に対する日本語指導な

ど，多様なニーズや困りに丁寧かつ的確に応じた教育機会の提供や，いじめ・不登

校等の未然防止・早期対応の強化を図るための教育相談体制の充実を図る。 

⑸ 総合育成支援教育の充実  

児童生徒の障害の重度化・重複化や多様化，医療的ケアが必要な子どもの増加な

どを踏まえ，インクルーシブ教育の理念に基づく，一人一人に応じたきめ細かな教
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育を推進するために必要な指導・支援，教育環境の充実を図る。 

⑹ 魅力あふれる市立高校づくりの推進  

 多様な学習ニーズにきめ細かく応じる教育活動や，探究型学習をはじめとした学

習活動の充実など，新たな時代に対応しつつ子どもたちの能力を最大限引き出す学

びを実現する，魅力あふれる市立高校改革を進める。 

⑺ 質の高い幼児教育の推進  

生涯にわたる人間形成の基礎を培う幼児教育の重要性を踏まえ，幼児の自発的な

活動としての「遊び」を通じて，情緒的・知的な発達，社会性の涵養を図るととも

に，小学校教育との円滑な接続等の取組を着実に推進する。 

 

３ 教職員の資質・指導力の向上と学校・幼稚園の働き方改革 

⑴ 教職員の養成から採用，研修まで一体的な取組の推進  

京都教師塾の取組や大学等との連携を一層推進し，熱意ある志高い教職員の養成，

採用に取り組むとともに，ICT も活用しながら，社会の発展や時代の変化に柔軟に

対応しつつ，各キャリアステージに応じた研修を体系的かつ効果的に実施し，教職

員としての資質・指導力の向上を図る。 

⑵ 教職員がいきいきと子どもと向き合うことができる環境づくりと教職の魅力の発

信 

   外部やさまざまな専門分野のスタッフの配置拡大や家庭，地域のさらなる理解と

参画・役割分担等により，教職員の長時間勤務の解消に向けた取組を着実に進める

とともに，教員希望者数の減少や教員不足に対応するため，教職の魅力をあらゆる

機会を通じて積極的に発信する。 

 

４ 安心・安全で新しいニーズにこたえる特色ある学習環境づくり 

⑴ 学校・教育施設の長寿命化改修や防災機能強化等の推進 

教育内容・方法等の変化や多様化への対応などの教育環境の質的向上を図りつつ，

学校・教育施設の長寿命化改修，防災・環境性能の向上，バリアフリー化を進める

とともに，ブロック塀対策を含め，誰もが安心・安全で快適に過ごせる学習環境を

整備する。 

⑵ 通学路の安全対策  

   通学路や幼稚園の園外活動等での安全確保に向け，関係機関と連携し，危険箇所

について情報を共有し必要な対策を講じるとともに，見守り活動の実施など，ハー

ド・ソフトの両面で通学路の安全対策を推進する。 

⑶ ICT の整備など，新しい学習環境づくり 

   言語能力，問題発見・解決能力等とともに，学習の基盤となる資質・能力である

情報活用能力の育成や，障害のある児童生徒への合理的配慮※の提供，さらには AI

等を活用した次代を見据えた教育を推進するため，必要とされる ICT 環境の整備と

効率的な維持管理を行い，新しい学習環境づくりを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 合理的配慮：障害のある人もない人も同じように権利や基本的自由を保障するために行う必要な変更や調整のこと

で，大きな負担がかからない配慮のこと。 
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＜政策分野１８ 生涯学習＞ 

頂いた御意見等 
 

＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

【委員意見】大学のオンライン講義は，学生の後ろで親も聞いていると思う。こんな授業

なら受けてみたいということでリカレントにもつながるかもしれない。 

【委員意見】リカレント教育であれば，オンラインで徹底して進めればよい。 

 
＜第４回審議会資料への御意見＞ 

【委員意見】基本方針の学びや文化芸術に親しむ機会の創出に，スポーツを加えてほしい。 
【委員意見】図書館，読書の要素が 2025 年の姿にはないように感じる。 
 

 



87 
 

政策分野 18 生涯学習 
 

～まち全体をまなびやに 市民が生涯学び，活躍できるまちをつくる～ 

 

基本方針 
人生 100 年時代を見据え，豊かな人生の実現と生きがいをもってくらせる社会の創造

の双方の観点から，京都ならではの市民力・地域力・文化力を結集し，子どもから高齢

者，障害のある人など，あらゆる人々の学びや文化・芸術，スポーツ等に親しむ機会を

創出するとともに，それらを通して得た豊かな知識・技術・経験を生かすことができ，

健康長寿にもつながる生涯学習のまちづくりに取り組む。 

 

現状・課題 

大学，博物館，文化財，伝統産業から

先端産業などが集積する京都の都市特性

を生かし，生涯学習施策を総合的・体系

的に推進するまちづくりを進めてきた。 

 

京都市の各図書館や，生涯学習総合セ

ンター（京都アスニー）などの生涯学習

施設はもとより，地域コミュニティの中

心である学校をはじめ，市内のあらゆる

場での学びと交流が進んでいる。 

 

一方で，市民が人生 100 年時代をより

豊かに生きるために，ICT（情報通信技術）

も活用しながら，文化・芸術，スポーツ

等に親しむ機会を含め，さまざまな学習

機会をより一層提供することにより，必

要な知識・技能の習得，人と人とのつな

がり・地域コミュニティの活性化，健康

の保持増進に資する生涯学習を推進して

いく必要がある。 

 

単独世帯の増加が進むなかで，市民が

孤立することなく生きがいをもって，健

康で元気に活躍し続けられる社会をつく

るため，生涯を通じて学び，地域に参画

し，豊かな知識・技術・経験を生かせる

環境を構築する必要がある。 

 

さらに，家庭や地域の教育力低下が懸

念されるなか，学校，行政機関，市民団

体等の連携や支援体制の強化を図り，親

の学びや育ちを応援する取組を充実させ

ていく必要がある。 

情報モラル市民インストラクターによる「情報モラル講座」 

博物館・美術館でのギャラリートーク 

生涯学習総合センターでの 

「ゴールデン・エイジ・アカデミー」 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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 みんなでめざす２０２５年の姿 

１ 市民がまちのあらゆる場で学んでいる 

京都市の各図書館や生涯学習総合センターなどの生涯学習施設の機能の充実や，さ

まざまな生涯学習関係団体との連携の拡充により，急速に変化する社会経済情勢の下

でも多様な学びが提供され，市民が自身に適した学びを自由に選択し，継続して参加

できるまちとなっている。 

 

２ 人生 100 年時代に向けて学びと活動の循環が形成され市民がより豊かに生きている 

人生 100 年時代に向けて，子どもから高齢者まで多様な世代の市民に活躍の場があ

り，元気に活躍し続けられるよう，学びとその成果を活動につなげられる循環が形成

されたまちとなっている。 

 

３ 京都ならではの学びを通じて多世代が交流・共生するまちになっている 

京都ならではの学びを通じて市民が相互につながり，子どもから高齢者まで世代を

超えて交流しながら，地域やくらし，各々の生きがいをともにつくり，高め合うこと

ができるまちとなっている。 

 

４ 「子どもを共に育む京都市民憲章」の理念に基づく行動が市民に浸透している 

すべての大人たちが「子どもを共に育む京都市民憲章」の理念を意識し，子どもを

真ん中に据えた行動をすることで，社会の宝である子どもを市民ぐるみ・地域ぐるみ

で育むまちとなっている。 

 

市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜共汗の方向性＞ 
あらゆる世代・立場の市

民・団体等が「学びの実践
者」としてみずからを磨き
高めるとともに，その成果
をみずからの人生や社会
に生かすことができる環
境づくりを進める 
 

○ 専門的な学びの場を
広く提供するとともに，
情報発信など横のつな
がりをコーディネート 

 

行政 

 

NPO， 

サークル 

大学 

 学校等 

教育機関 
社寺 

 

産業界 

 

美術館， 

博物館 

図書館， 

生涯学習施設 

 
家庭・地域 

 

○ あらゆる学
びの場を集約
し，わかりやす
く情報発信 

○ 豊かな知
識・技術・経験
を生かせる環
境の構築 

○ 団体間の横の連携を密にし，学習に関する情報共有や
事業等の連携を推進 
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推進施策 

１ 人生 100 年時代に向けてすべての人が学び続けることができる「学びのネットワー

ク」の拡充 

⑴  誰もが学び続けることができるまちづくり 

市民の学びと活動の循環の形成や真のワーク・ライフ・バランス（仕事と生活，

地域活動等の調和）の実現に向け，学ぶことの楽しさ，深さ，尊さを実感し，いつ

でも，どこでも，誰でも気軽に学ぶ機会を得られるよう，ICT の活用や，幅広い生

涯学習関係団体との連携の拡充により，多様な学びを提供する。 

⑵ 京都ならではの多彩な文化資源を生かした学びの創出 

博物館・美術館，NPO・ボランティア団体，大学，行政などが創出する豊富な学び

の場に，京都が有する伝統文化や伝統産業等の多彩な資源を取り入れることにより，

京都ならではの学びを創出し，市民の生涯学習のさらなる振興につなげる。 

⑶ 市民の学びと交流の拠点としての図書館機能の充実 

市民の学びと交流の拠点として，地域に根差した各図書館の特色を生かした取組

の推進や，市民生活に必要な資料・情報の収集・発信，すべての人が，いつでも気

軽に利用できるような環境整備を進める。また，子どもの読書活動を推進するため，

発達段階に応じた切れ目のない読書活動の支援を，学校図書館や関係機関とも連携

し，児童館，学童保育所や子ども文庫，PTA サークル，書店等も含めた幅広い団体

等とも情報を共有しながら実施するなど，さらなる充実に向けた取組を進める。 

⑷ 地域の人が集う学校施設や多彩な生涯学習施設の活用促進 

学区・地域の人が集う学校施設や区役所・支所などを中心に展開されている地域

に根差した学びを活性化させるため，催し情報の発信などの支援を行う。 

また，生涯学習総合センターをはじめとしたさまざまな生涯学習施設が協働し，

魅力ある取組を展開することで，市民の生涯学習の機会を一層促進するとともに，

日本で初めて，京都で開催された国際博物館会議（ICOM）京都大会の成果も踏まえ，

200 以上の博物館で組織する京都市内博物館施設連絡協議会との連携の下，博物館

ネットワークの充実を図ることで，市民の生涯を通じた文化芸術活動の振興につな

げる。 

 

２ 学んだことを生かして社会のさまざまな場面で参画・活躍できる環境づくり 

⑴ 学びで進めるまちづくり 

一人一人が学び続けることにより，みずからの地域や社会の課題を認識し，それ

らの課題の解決に主体的に取り組むまちづくりを進める。 

とくに，高齢者の豊富な知恵と経験を最大限生かしながら，世代間が互いに学び

合う機会を促進する。 

⑵ 学びで深める地域の絆 

地域の各種団体と学校運営協議会，PTA やその OB，おやじの会等とが連携した「学

校・学区等を核とした地域コミュニティ」づくりを推進し，地域活動をより一層活

性化させる。 

また，そうした地域コミュニティへの積極的な参画や市民の相互交流をさらに深

めるためのきっかけにつながるよう，市民が参加して楽しいと感じられ，子どもか

ら高齢者までが幅広く参加できるような各地域でのさまざまな学びへの支援を行う。 
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３ 子どもを共に育む気運づくり 

⑴ 「子どもを共に育む京都市民憲章」の推進 

学びを次代につなげるため，未来を切り拓く子どもたちの学びと育ちを支える。

そのため，京都が培ってきた人づくりの伝統を受け継ぎ，ネットワークの輪をさら

に広げながら，「子どもを共に育む京都市民憲章」が子どもを主体とした大人の行動

規範として定着することをめざす。 

とりわけ，虐待・薬物・児童ポルノをはじめ，子どもたちのいのちを脅かし青少

年の健全育成を阻害する課題解決に向けては，各行政機関・市民団体の有機的な連

携が何よりも重要であり，各団体間の協働関係をより一層強めていく。 

⑵ まち全体をまなびやに 大人みんなが先生に 

放課後や休日，夏休み等における豊かな学びと育ちを市民ぐるみ・地域ぐるみで

支えるさまざまな活動について，京都ならではの多彩な学習資源を最大限活用しな

がら拡大を図る。具体的には，地域や産業界，大学，博物館，社寺，NPO などが参

画して，子どもたちに豊かな学びと育ちの場を創造する市民活動，子どもたちに運

動の機会と環境を提供する各道場・スポーツ少年団の活動を振興する。 

⑶ すべての家庭にしっかり届ける家庭教育支援 

親自身が親としての心構え等を学ぶための親支援プログラムについては，孤立し

がちな子育て中の親が気軽に参加できるよう，保育所・幼稚園・学校さらには保健

福祉センター・児童館等あらゆる場所で展開させ，すべての家庭に対して支援策を

講じる。 

また，中高生等，将来親となる若い世代が，体験活動などを通して，子どもを生

み，慈しみ，育てることに感動を覚え，いのちの尊さを感じ，家族の社会的機能・

役割とそれを支える地域や社会の重要性を考える機会となる学習を推進する。 
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＜政策分野１９ 危機管理・防災・減災＞ 

頂いた御意見等 
＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

【委員意見】災害時の避難は，必ずしも避難所に行くことが正解ではない。例えば，水災

の際，マンション上階の集会所に行くことも選択肢となる。「密集」を避けるためにも，

適切に避難することが重要であり，ホテル等の活用も含めて考えた方がよい。 

【委員意見】日頃からの物資の点検と更新が重要で，飲料水や食料はもちろん，医療物資

についても感染症発生に応じて供給できるよう整備しておくことが重要 

【委員意見】マルチハザードに対応できる危機管理体制の構築が重要。今回，うまく対応

した台湾がパンデミックに対応する指揮センターを設置していたように，常設の監視体

制を設け，うまくコロナに対応できる体制を取っていくことが重要。 

 

 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 

【委員意見】2025 年の姿 3 について，発災時にあらゆる人が避難する必要はない。例えば

水害の際，マンション高層の人はそのまま上にいればよく，「適切に」，あるいは「命を

守る避難」といった表現が良い。 

【委員意見】ルールを厳しくしても民間や住民の方が理解していないと進まない。危機へ

の理解を民間の方にも浸透させることが重要。 
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政策分野 19 危機管理・防災・減災 
 

～都市のレジリエンス※を向上させ，あらゆる危機にしなやかに強く対応できるまちを

めざす～ 

 

基本方針 
 激甚化する自然災害はもとより，新型コロナウイルス感染症のような経験したことの

ない新たな感染症，大規模停電，原子力災害，テロ災害など，あらゆる危機から市民の

いのち，くらしを守るため，市民，地域団体，事業者，行政等の多様な主体のそれぞれ

が的確な行動を取り，相互に連携・協働するしくみをより強固にするとともに，より効

果的な情報伝達体制の構築，避難体制の整備，地域防災力のさらなる充実強化により，

都市のレジリエンスを向上させ，危機にしなやかに強く対応できるまちをめざす。 

 

現状・課題 

 近年，気候変動の影響等に伴い激甚化

する自然災害をはじめ，複雑多様化する

危機に的確に対応していく必要がある。 

とりわけ，新たな感染症に対しては，

これまでの制度や慣習が通用せず，社会

全体の速やかな行動変容と持続可能な社

会経済活動の実行が不可欠である。 

 

 自然災害等の発生時の被害を最小限に

抑えるためには，市民や観光客等が的確

な行動を取れるよう，必要な情報の収

集・集約・伝達体制を強化し，避難情報

や被害状況等を迅速・的確に発信するこ

とが不可欠である。 

また，高齢者，障害のある人，子ども，

外国人等の要配慮者にも配慮し，受け取

り手に応じた情報の伝達，地域における

支援体制づくり，避難所等の環境改善等

の支援の充実や社会情勢の変化等を踏ま

えた公的備蓄と供給体制の強化が求めら

れている。 

 

各自主防災会で，感染症下での大規模

災害を想定した訓練や，避難所運営訓練

の実施及び訓練結果を踏まえた運営マニ

ュアルの充実見直し等を行っているが，

地域防災力のさらなる充実強化を図ると

ともに，市民一人一人が主体的に行動で

きるよう，訓練の充実や市民への防災啓

発等の強化を行う必要がある。 

 

 
※ レジリエンス：さまざまな危機からの回復力，復元力，強靭性（しなやかな強さ）を指す。 

 

市民のいのち，くらしを脅かす多様な危機 
・地震（東日本大震災(H23)，熊本地震(H28)，北海道胆振東部地震(H30)等）  
・風水害（平成 30 年 7 月豪雨，平成 30 年台風第 21 号等） 
・感染症（新型コロナウイルス，新型インフルエンザ等） 
・大規模停電（北海道胆振東部地震(H30)，令和元年台風第 15 号等） 
・原子力災害（東日本大震災(H23)等） 
・北朝鮮のミサイル発射 
・爆破予告，不発弾等の処理 
・外来毒保有昆虫等の発生（セアカゴケグモ，ヒアリ等）  
・野生鳥獣の出没 
・生活用水の汚染 
・サイバーテロ    など 

災害が発生する可能性が大きいと思う人が過半数

である一方，災害に十分備えていない人が過半数 
（日常における防災に関する意識や活動についての調査の結果） 

（質問項目 1：今，あなたが住んでいる地域に，将来（今後 30 年程

度），大地震，大水害などの大災害が発生すると思いますか。） 

（質問項目 2：あなたの日常生活において，災害への備えは， 

どのくらい重要なことですか。） 

資料：内閣府「日常における防災に関する意識や活動についての

調査（平成 28 年）」 

 

1 災害の可能性に関する意識  2 災害に備えることの重要性 

 

1 時間降水量 50mm 以上の発生回数は増加傾向 
（1 時間降水量 50mm 以上の発生回数の推移） 

 

注 直線は長期的な変化傾向（トレンド）を示したもの 

 資料：気象庁 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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みんなでめざす２０２５年の姿 

１ あらゆる危機にしなやかに強く対応できている 

日頃からの，市民，地域団体，事業者，行政等の相互の連携・協働に加え，危機発

生時における関係機関，京都府や関西広域連合，近隣自治体等との連携体制が整って

おり，自然災害や新たな感染症をはじめとするあらゆる危機の発生時に，それぞれの

役割を的確に果たし，しなやかに強く対応できている。 

 

２ 自然災害等の発生時に，各主体が的確な行動を起こすことができている 

自然災害等の発生時に，必要な情報を収集・集約し，速やかに伝達する体制が構築

されており，それを基に，市民，観光客，地域団体，事業者，行政等のそれぞれの主

体が的確な行動を取ることで，被害が最小限に抑えられている。 

 

３ 自然災害等の発生時に，あらゆる人がいのちを守る行動を取る準備が整っている 

高齢者や障害のある人，子ども，外国人等の要配慮者にも情報が確実に届けられ，

避難が必要な人が，地域の支え合いの下，円滑に避難することができ，避難所等にお

いても不便なく過ごすことができる細やかな配慮が行き届いている。 

また， 発災直後に真に備えておくべき公的備蓄物資を迅速かつ確実に供給できる体

制が構築できている。 

 

４ 市民一人一人が防災意識をもって主体的に行動できている 

自宅の防災対策や家庭内備蓄，地域での自主的な防災訓練等を通じて，市民一人一

人の防災意識と災害対応力が高まり，主体的に行動できる準備・体制が整っている。 

 

市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜共汗の方向性＞ 
各主体が，日頃から

連携・協働し，危機発
生時には主体的に的確
な行動を取ることで，
あらゆる危機にしなや
かに強く対応できるま
ちをめざす 

○ 危機発生時にお
ける業務継続及び
危機に対する的確
な行動 

○ 地域における防
災活動への参画 

○ 防災訓練等の自
主防災活動の推進 

○ 地域の防災活動や防災訓
練に積極的に参加し，一人一
人の防災意識と災害対応力
を向上 

○ 自宅の防災対策，家庭内備
蓄の推進 

○ 自然災害や新たな感染症
発生時等の的確な行動 

○ 関係機関等との連携も含
めた，あらゆる危機に迅速・
的確に対応する体制の構
築・充実 

○ 危機に関する積極的な情
報の収集・集約・伝達 

○ 避難所等の環境整備，公的
備蓄・分散備蓄の推進，要配
慮者への避難支援体制の整
備等 

行政 

事業者 

市民 

○ 地域での危機
管理・防災・減
災に関する情報
交換 

○ 災害時に支援
が必要な人への
避難支援体制の
整備 

○ 防災訓練等の
自主防災活動の
推進 

地域団体 
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推進施策 

１ あらゆる危機からいのち・くらしを守る危機管理体制の強化 

危機発生時の対応の拠点となる危機管理センターを中心に，ICT（情報通信技術）等

も活用し，危機管理体制の充実を図り，ソフト・ハード両面からの総合的な対策を実

施することにより，複雑多様化する危機に的確に対応する。 

また，さまざまな危機発生を想定した他機関等との合同訓練や定期的な情報共有，

意見交換等の実施により，市民，地域団体，事業者，関係機関，京都府，関西広域連

合，近隣自治体等との連携を強化し，危機管理・防災・減災対策を着実に推進する。 

 

２ いざというときに備える防災情報の共有，情報伝達体制の構築 

危険箇所を示す各種ハザードマップやわかりやすいタイムライン※等の活用により，

日頃から情報共有，防災意識の向上を図り，自然災害等に備える。 

また，自然災害等の発生時に，市民や観光客をはじめ，地域団体，事業者等が必要

な情報を確実に受け取り，的確な行動を取ることができるよう，ビッグデータや最新

の ICT も活用しながら，効率的かつ効果的に情報を収集・集約・伝達する環境を構築

する。 

 

３ 自然災害等の発生時に支援が必要な人への避難支援体制の整備 

自然災害等の発生時に支援が必要な人への情報伝達体制を充実するとともに，要配

慮者にも配慮しながら，必要な物資の備蓄や迅速かつ確実に供給できる体制の構築，

新たな技術や資機材の導入等により，避難所等の環境改善を推進するとともに，避難

所のさらなる確保を図る。 

また，要配慮者利用施設における避難確保計画に基づく訓練の実施を支援するなど，

事業者，地域団体，行政等が連携・協働し，避難が必要な人が円滑に避難できる体制

を構築する。 

 

４ 市民ぐるみ・地域ぐるみで進める地域防災力の充実強化 

誰もが参加しやすい地域の防災訓練や避難所運営訓練の充実，あらゆる機会をとら

えた市民への防災啓発等により，市民一人一人の防災意識を醸成するとともに，事業

者との災害時応援協定による連携強化等を図ることで，市民力・地域力を引き出し，

地域防災力のさらなる充実強化を図る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ タイムライン：災害の発生を前提に，防災関係機関が連携して災害時に発生する状況をあらかじめ想定し共有した

うえで，「いつ」，「誰が」，「何をするか」に着目して，防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画。 
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＜政策分野２０ 歩くまち＞ 

頂いた御意見等 
 

＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

【委員意見】短期的には交通事業者への経営支援は必要 

【委員意見】担い手不足解消には自動運転が良い。都心部よりも過疎地域の足として考え

た方が心理的・技術的なハードルが低い。 

【委員意見】交通行動は社会の形に合わせて付加的に発生するものであり，義務的な交通

行動である通勤・通学は減り，自らが選択して楽しむための交通行動の割合は増えるだ

ろう。 

【委員意見】ゆとりある歩行空間の構築はコロナ禍でも重要。 

【委員意見】ヨーロッパでは自転車に乗る人が増えているようだ。京都でも自転車道の整

備を進めていかなければいけない。 

 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 

【委員意見】交通分野では，自動運転などの新たな技術が開発されており，まさに大きな

局面に直面している。今後どう進めるかは難しいが，少なくとも今が転換点にあること

は書くべき。 

【委員意見】まちなかの交通と広範囲の交通の連携に関する記載を加えてほしい。 

【委員意見】国土交通省も道路機能の配分を変えていくことを唱えており，公共交通ネッ

トワークの再編強化のみならず，空間再編の観点があってもよいと思う。 
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分野 20 歩くまち 
 

～人と公共交通優先の「歩くまち・京都」のさらなる進化をめざす～ 

 

基本方針 
市民，事業者，行政の協働の下，「歩いて楽しいまちづくり」をより一層推進するとと

もに，持続可能な公共交通ネットワークを形成していくことで，市民や京都を訪れる人々

が「出かけたくなる」魅力と活力あふれるまちとくらしを実現していく。 

さらに，近隣市を含めた創造的な都市圏の創出に向け，誰もが安心・便利・快適に移

動できる未来の交通システム実現を見据えた新技術の活用を進める。 

 

現状・課題 

「歩くまち・京都」の推進により，バ

ス・鉄道利用者数の増加，自動車分担率

の減少など，クルマ中心から「歩く」こ

とを中心としたまちとくらしへの転換が

進んでいる。 

 

公共交通ネットワークについては，都

市の活力向上に資することに加え，市民

や京都を訪れる人すべてが安心・安全で

ゆとりをもって移動していただけること

が求められている。そのうえで，「住む人」，

「訪れる人」の双方で公共交通ネットワ

ークをしっかり支えるしくみを構築し，

持続可能なものとする必要がある。 

 

また，人口減少や少子化等，交通を取

り巻く状況の変化に伴い，公共交通を支

える担い手不足といった新たな課題が顕

在化する一方で，自動運転や MaaS※等，さ

まざまなまちづくりの課題を解決する可

能性のある新たな技術や概念が生まれつ

つある。2050 年までの二酸化炭素排出量

「正味ゼロ」をめざすうえでも，クルマ

に過度に依存せず，徒歩や自転車もかし

こく組み合わせながら，公共交通の利用

をより一層，促進していくことが重要で

ある。 

 

市バス・地下鉄事業は，これまで数次に

わたって経営の健全化に取り組み，経営改

善を着実に進めてきた。しかし，車両や設

備の更新費用の増加，市バス事業における 

※ MaaS（マース）：「Mobility as a Service」の略であり，出発地から目的地までの移動ニーズに対して，最適な移動
手段をシームレスに提供する等，移動を単なる手段としてではなく，利用者の一元的なサービスとしてとらえる概念。 

自動車分担率（移動のために自動車を使う割合）

は減少傾向  
（平成 12 年度と令和元年度の自動車分担率） 

資料：京都市 

観光客のマイカー比率は減少傾向 
（平成 21 年と令和元年のマイカー比率） 

資料：京都市 

自転車関係の事故件数は減少傾向 
（自転車関係の事故件数） 

資料：京都市 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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全国的なバス運転士・整備士の担い手不足

などによるコストの上昇に加え，新型コロ

ナウイルス感染症の影響により，両事業の

経営はかつてないほど危機的な状況に直面

している。 

今後においては，ウィズコロナ，ポスト

コロナ社会における新しい生活スタイルや

働き方の変化も踏まえた持続可能な事業運

営を行う必要がある。 

 

自転車政策については，地域や京都府警

察などと連携した取組により，自転車関係

の交通事故件数や放置自転車台数が減少し

ているものの，継続的な対策の実施はもと

より，自転車利用者のルール・マナー違反

といった社会的な課題への対応が必要とな

っている。 

加えて，ウィズコロナ・ポストコロナ社

会における新しい生活スタイルの実践や市

民の健康増進などに向け，自転車のさらな

る活用が求められている。 

 

みんなでめざす２０２５年の姿 

１ 「歩くまち・京都」の取組が進展し，「出かけたくなる」魅力と活力のあふれるまち

づくりが進んでいる 

市民，事業者，行政それぞれの協働の下，変化する都市課題に対応しつつ，IoT※や

AI などの新しい技術革新も取り入れながら，「歩くまち・京都」のさらなる進化によ

り，誰もが公共交通をより便利で快適に利用するとともに，徒歩や自転車もかしこく

組み合わせて出かけるスマートなライフスタイルが定着し，魅力と活力のあふれるま

ちとなっている。 

 

２ 便利で利用しやすい公共交通ネットワークが，「住んでよし」，「訪れてよし」のまち

としての魅力を高めている 

行政，鉄道・バス等の交通事業者のさらなる連携により，人の流れが集中する駅や

バスターミナル等の交通結節機能の分散化やバリアフリー化が進み，公共交通の利便

性や快適性が向上するとともに，地域のニーズ・特性に応じた交通手段が確保される

ことで，市民にとっては「住み続けたいまち」，訪れる人々にとっては「何度でも訪れ

たくなるまち」としての魅力が高まっている。 

同時に，「保全・再生・創造」それぞれの役割を期待される地域がそのポテンシャル

を十分に発揮できるよう，新たな技術革新を踏まえた市内外の公共交通ネットワーク

のあり方について，将来を見据えた市民的な検討が深まっている。 

 

３ まちの活力やにぎわいにつながる魅力的な歩行空間がつくり出されている 

居心地が良く歩きたくなるような歩行空間が引き続き創出され，人々が憩い，にぎ

わいや活気であふれることで，誰もが「出かけたくなる」まちとなっている。 

 
※ IoT：「Internet of Things」の略であり，あらゆるモノがインターネットにつながり，相互に通信しあう技術。 
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 ４ 市バス・地下鉄が市民のくらしとまちを支えている 

高齢者が増加するなか，公共交通の果たす役割がますます高まり，すべての人に安

全・安心・快適に御利用いただける市バス・地下鉄を中心に，民間交通事業者との連

携が深まり，市内の移動をはじめとする公共交通の利便性が向上したものとなってい

る。それにより，人と公共交通優先の「歩くまち・京都」をリードする京都の主要交

通インフラである市バス・地下鉄が，市民の生活と都市活動をしっかり支えている。 
 

５ 安心・安全で快適に自転車が利用されている 

自転車のルール，マナーを学び・守り合い，道路を正しく使い合うことで，自転車

関係事故が減少するとともに，クルマから自転車への利用転換が進み，自転車が活用

されることで，生活の質を高め合っている。 

 

市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進施策 

１ 地域特性に応じた持続可能なまちづくりを実現する公共交通ネットワークの形成 

公共交通の車内や歩行空間の混雑解消，公共交通を支える担い手不足などの課題の

解決に資するよう，IoT や AI，自動運転などの新技術，移動や交通に関する新たな概

念である MaaS の活用等の検討を進めるとともに，交通事業者間の連携により，持続可

能な公共交通ネットワークの形成に向けた取組を進めていく。 

また，駅やバスターミナル等の交通結節機能の分散化やバリアフリー化の推進に加

え，鉄道，バスの乗り継ぎのシームレス※化など，利便性・快適性をさらに高めていく

取組を実施するとともに，未来を見据えた新たな交通システムの検討を行う。 

中山間地域や郊外部等においては，ニーズや特性に応じた公共交通の確保に向けて，

地域や交通事業者との協働による取組を実施する。 

さらには，京都府と協力，一丸となり，国の強力な支援を得て，国土の均衡ある発

展に資する広域ネットワークの形成や，市内周辺部及び近隣市を含めた創造的な都市

圏の創出に向けて既存の交通ネットワークを縦横断的に結ぶ新たな環状ネットワーク

の検討を進めていく。 

＜共汗の方向性＞ 
 

○ 事業者の連携
をさらに強固に
し，利用者目線に
立った公共交通
の利便性を向上 

○ 持続可能な公
共交通ネットワ
ークの構築に向
けた取組を推進 ＜共汗の方向性＞ 

市民・事業者・行
政が一体となって交
通まちづくり政策を
進める 

○ 一人一人が歩くくらしを大切に
し，公共交通優先のスマートなラ
イフスタイルを実践 

○ 人々が，公共交通を優
先する交通行動スタイル
の実践を促すための施策
を展開 

○ 公共交通ネットワーク
の利便性向上に向けた交
通事業者との連携強化 

○ 事業者等と連携し，新
たな課題への的確な対応
や，歩いて楽しいまちと
しての活力や魅力の創出
を牽引 

〇 市バス・地下鉄の利便
性の向上 

行政 事業者 

市民 

※ シームレス：「継ぎ目のない」の意味であり，乗継ぎ等の交通機関間の「継ぎ目」や交通ターミナル内の歩行や乗降

に際しての「継ぎ目」をハード・ソフト両面にわたって解消することにより，出発地から目的地までの移動を全体と

して円滑かつ利便性の高いものとすること。 
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２ 誰もが「出かけたくなる」歩行空間の創出をはじめとする魅力的なまちづくり 

主要幹線道路において自動車交通の円滑化を進める一方で，人の流れが集中する交

通結節点周辺や観光地などにおいて，国が提唱しているウォーカブル推進都市※として，

人々が安心・安全でゆとりをもって移動し，にぎわいのある魅力的な歩行空間の創出

に向けた取組を実施し，誰もが「出かけたくなる」まちづくりを進めていく。また，

パークアンドライド※の促進強化や物流対策，駐車場の有効活用と適切な配置等のクル

マの流入抑制に引き続き取り組んでいく。 

 

３ 歩いて楽しいくらしを大切にするスマートなライフスタイルのさらなる促進 

  IC カードの普及やキャッシュレス化，新技術の進展を踏まえ，公共交通をさらに便

利で快適に使っていただくスマートなライフスタイルの定着を図っていく。また，モ

ビリティマネジメント※の取組を通じて，地域に根差した公共交通の利用を促進すると

ともに，その安定的な利用が持続可能な公共交通を運営するうえで不可欠であること

を広く発信していく。 
 

４ 市バス・地下鉄の利便性の向上とまちづくりへの貢献 

事業の根幹である安全・安心を最優先に，新型コロナウイルス感染症の影響などに

よる社会経済情勢の変化を踏まえた的確な経営判断の下，市民の足をしっかりと確保

する。 

また，市バス・地下鉄の運賃制度について，観光客等に相応の負担を頂くとともに，

市民や京都で働く人にとってより便利で利用しやすいものとするため，利用頻度の高

い人への IC カードを活用した市バスの乗継ぎ無料化をめざし，市バス・地下鉄の割引

制度の再構築を行う。あわせて，中長期的な安定経営に向け，両事業一体で経営基盤

を強化していく。 

加えて，チーム「電車・バスに乗るっ」の取組など，民間事業者等との連携強化に

より，京都の公共交通全体での利便性の向上を図ることで，まちづくりに貢献してい

く。 
 

５ 自転車の安心・安全な利用環境の充実と多様な場面での活用 

自転車関係事故を減少させるため，サイクルセンターの活用等により，ライフステ

ージに応じた自転車安全教育・学習の充実などに取り組むとともに，自転車走行環境

のさらなる整備や駐輪需要に応じた駐輪場整備，徹底した放置自転車撤去を進める。 

さらに，ウィズコロナ・ポストコロナ社会における新しい生活スタイルの実践や市

民の健康増進などに向け，自転車の特性を生かした活用策を展開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ウォーカブル推進都市：街路空間を，「居心地が良く歩きたくなる（Walkable）まちなか」として，人々が集い，憩

い，多様な活動を繰り広げられる場へと再構築していくまちづくりの取組に賛同している都市のこと。 

※ パークアンドライド：クルマを駅やバス停周辺の駐車場にとめ，電車・バスなどの公共交通機関に乗り換えて，目

的地に向かう，クルマの流入抑制につながる移動方法。 
※ モビリティマネジメント：過度にクルマに頼る移動から徒歩や公共交通の利用等による移動へと，一人一人の住民

や，ひとつひとつの職場組織等に働きかけ，自発的な行動の転換を促していく一連の取組。 



100 
 

 

＜政策分野２１ 土地・空間利用と都市機能配置＞ 

頂いた御意見等 
 

＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

【委員意見】開放性のある建物・空間づくりが必要 

【委員意見】オンライン化が加速したとは言え，そこを訪れ，過ごしたいと思わせる物理

的な空間づくりが必要 

【委員意見】南部エリアで働く人が働く場の周辺に安く一戸建てを立てて住めるような取

組を進めていくことが大事。ポストコロナ時代の職住近接とでもいうような住宅の在り

方を考えていく必要がある。 

【委員意見】みんながオフィスに出勤するという時代でもないので，最寄り駅のターミナ

ルやコミュニティの拠点にセキュアな環境でオンラインにアクセスできるようなサード

プレイス的な施設ができると良い。そのような流れが進み，オフィスとして固定した場

を持っておく必要がなくなってくるのであれば，都心に大きな本社機能を配置する必要

もなくなるだろう。 

【委員意見】観光がダメージを受けた今，足腰の強い産業構造を作る必要性はむしろ高ま

っている。 

【委員意見】観光に頼らない税収の増加と南部や郊外のポテンシャルの発揮が重要とこれ

まで申し上げており，これらはコロナに左右されるものではない 

 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 

【委員意見】産業構造として南部にはマザー工場を集約し，中心部にはデザインラボやＩ

Ｔ企業を配置するなど，産業構造と都市計画を合わせて誘導していく必要がある。 
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163,520 156,144 147,122 139,317 132,343 127,595 122,057 

917,829 899,868 884,486 855,032 810,995 
749,431 702,728 

393,834 415,738 420,143 428,969 
443,262 

466,375 
472,456 

1,475,183 1,471,750 1,451,751 1,423,318 
1,386,600 

1,343,401 
1,297,241 

0
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（人）

（年）
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-3,000

-2,500

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000
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301 413
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-12
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東京都 大阪府 滋賀県 京都府南部
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東京都 大阪府 滋賀県 京都府南部

（人） 転入 転出 増減15～19歳 20～24歳 25～29歳

30～34歳 35～39歳

就職時などに，東京都，大阪府へ転出超過

子育て，住宅購入時などに，大阪府，滋賀県，京都府南部へ転出超過

政策分野 21 土地・空間利用と都市機能配置 
 

～将来にわたってくらしやすく，魅力と活力のある持続可能な都市をつくる～ 

 

基本方針 
 人口減少や少子化といったさまざまな社会経済情勢の変化を見通し，「保全・再生・創

造」の都市づくりを基本としながら，多様な地域で受け継がれてきた伝統や文化，景観，

産業や知恵などの資源や特性を生かして，まちの魅力や強みを守り，さらに高めていく

ため，オフィスや産業用地・研究開発拠点の創出，若年・子育て層の定住促進など都市

の魅力の継承・創造につながる積極的な土地利用や都市機能の誘導を図ることで，市民

の豊かなくらし・活動を支え，新たな価値を創造する持続可能な都市を構築する。 

 

現状・課題 

悠久の歴史に培われた文化が日々のく

らしに息づく京都では，特色ある多様な

地域がネットワークされた都市が形成さ

れている。一方，人口減少や少子化等の

社会経済情勢の変化を見通し，京都なら

ではの都市の魅力を未来に受け継ぎ，社

会を支える中核となる若年・子育て層の

定住促進や産業の活性化，魅力ある働く

場の創出などが課題となっている。 

 

 京都市の都市特性や社会経済情勢の変

化等に対応して，持続可能な都市を構築

するためには，市民，企業・事業者，行

政が，都市の将来像や地域のビジョンを

共有し，協働のまちづくりを進めていく

ことが重要である。また，都心部に都市

機能が集積し，にぎわう一方で，周辺部

ではさらなる魅力と活力の創出が課題と

なっており，市域全体の持続性の確保を

めざして，地域の特性を踏まえた戦略的

かつ計画的な都市計画を展開することが

より一層求められる。 

 

京都の新たな活力を生み出す「らくな

ん進都※」をはじめとする南部地域では，

幹線道路等の都市基盤整備や産業集積に

おいて一定の進ちょくが見られる。一方

で，一定まとまった産業用地の確保の難

しさや京都府南部等の工業系地域と比べ

高い地価，公共交通の利便性の課題等か

ら，企業にとって立地する動機付けが十

分でない状況がある。 

 ※ らくなん進都：新しい京都を発信するものづくり拠点としてまちづくりを進めている地域。油小路通を中心に概ね

十条通，宇治川，東高瀬川，国道１号に囲まれた約 607ha。 

25 年で人口は約 13 万人減少する見込み 
（京都市の人口の推計） 

 

資料：総務省「国勢調査（平成 27 年）」 

    国立社会保障・人口問題研究所 

大学卒業後の就職や，結婚，出産，住宅購入時に

市外に転出している 
（京都市の 15 歳～39 歳の転出入の状況（平成 30 年 10 月～令和

元年 9 月末の年計）） 

資料：京都市 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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洛西，向島の両ニュータウンでは，住

民や地域団体，事業者など，多様な主体

の協働により，公園の整備，住宅流通の

促進，観光プログラムの推進などの活性

化に資する取組が進み，地域のまちづく

りの機運も高まってきている。 

一方で，著しい人口減少や少子化，施

設の老朽化等が進んでおり，ニュータウ

ンを未来に受け継ぐための取組が重要と

なっている。 

 

これまでから市民の自治意識が高く，

近年，景観，環境，まちづくりに対する

関心や機運がさらに高まってきており，

NPO やまちづくり会社※の参画など活動

主体も多様化してきている。一方，住環

境の変化や市民ニーズの多様化等による

住民の合意形成に要する時間の増加や，

人口減少等を背景とする活動の担い手や

場，必要な資金の確保が厳しいという課

題がある。 

 

みんなでめざす２０２５年の姿 

１ あらゆる世代が豊かにくらせる生活圏がネットワークする都市 

日常のくらしや活動を支える施設や若年・子育て層がくらしてみたくなる居住環境，

住まいの近くで働ける環境が充実するとともに，住み慣れた地域に愛着をもって住み

続けられるコミュニティが維持され，徒歩や公共交通でスムーズに移動できるなど，

あらゆる世代がいきいきとして，安心・安全にくらせる生活圏が，公共交通の拠点な

どを中心に形成され，それらがネットワークされた都市となり，多様な地域の魅力と

活力が高まっている。 

 

２ 京都らしい魅力とにぎわいのある商業・業務機能の充実した都心空間 

歴史的都心地区※周辺や京都駅周辺地域，二条・丹波口・梅小路の各周辺地域におい

て，広域的な商業施設やオフィス，研究所などの商業・業務機能等が地域と調和しな

がら集積し，にぎわいのある，京都らしい魅力的な界隈が形成されている。 

 

３ 新たな活力を担う産業の集積地域 

「らくなん進都」をはじめとする南部地域等において，ものづくり企業の本社，研

究開発，生産を担う産業用地・空間の確保と産業機能の集積がさらに進むととともに，

工場の操業環境を確保しつつ住居との調和が図られた，住む人にも働く人にも快適か

つ魅力ある都市環境が形成されている。 

 

 
 

 

※ まちづくり会社：主に市街地の地域振興等を目的とする公共性の高い会社。 

※ 歴史的都心地区：河原町通，烏丸通，堀川通，御池通，四条通，五条通の６本の幹線道路沿道地区とこれに囲まれ

た職住共存地区。 

市内常住者のうち，市内での就業者が減少する一

方，市外での就業者が増加 
（市内に常住する従業者（15 歳以上）の就業地） 

資料：総務省「国勢調査（平成 17 年～平成 27 年）」 

注 「就業地：市外」及び「市内に常住する就業者」には就業地

不詳を含めて集計 
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４ 文化やポテンシャルを生かして新たな魅力や価値を創造するまち 

京都駅周辺地域や緑豊かな地域をはじめとする市内のさまざまな地域において，多

様な人々の出会いや集い，交流を通じて，伝統や文化，産業や知恵，自然といった京

都ならではの資源と，整備が進む交通基盤など新たなポテンシャルを生かして，地域

の魅力が受け継がれ，クリエイティブな活動や新たな技術を生み出す魅力的なまちが

創出されている。 

 

５ 新たな時代のライフスタイルを先導するニュータウン 

洛西，向島の両ニュータウンでは，地域のまちづくり組織が中心となって，将来像

の実現をめざす取組や次世代の担い手の育成が進むとともに，新たな時代のニーズを

とらえて，魅力やにぎわいが生み出され，訪れたい，くらし続けたい，働きたいと実

感できるまちづくりが進んでいる。 

 

６ 自主的なまちづくりの展開 

市民・事業者自身がまちづくりに積極的にかかわり，さまざまな地域で地域の特性

に応じた自主的なまちづくりが継続的に展開されている。 

 

市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 地域住民と協力
して，地域主体の
まちづくりを推進 

○ 地域の魅力と活
力を高めるまちづ
くりへの積極的な
貢献 

 

 
＜共汗の方向性＞ 
多様な主体が都市

の将来像を共有し，
持続可能な都市を構
築する 
 

○ 地域の魅力や課題を把握し，
地域のコミュニティや京都らし
いくらし・文化を継承・創造す
るまちづくりを主体的に推進 

 

○ 多様な主体によるま
ちづくり活動への積極
的な支援 

○ 市民，企業・事業者
等と都市の将来像の共
有，地域の特性や将来
像を踏まえた戦略的な
都市計画の推進 

 

行政 

 

企業・ 

事業者 

市民 
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推進施策 

１ 多様な地域の特性を生かした魅力的な拠点づくり 

 多様な地域の魅力と活力を高め，あらゆる世代が安心・安全で快適にくらし続け活

動することができるよう，市内周辺部等の鉄道駅やバスターミナルなど，各地域で人々

が集う拠点の周辺において，公共交通ネットワークも考慮し，地域の特性を踏まえて

必要な都市機能の集積等を図るとともに，災害時の安全性を確保できる土地利用を誘

導する。 
 

２ 商業・業務機能が集積した京都らしい都心空間の創出 

  歴史的都心地区周辺や京都駅周辺地域などの都心部において，国内外から訪れる多

くの人々の活動を支える広域的な商業機能やオフィスなどの業務機能の集積を図ると

ともに，機能的で潤いのある都心空間の創出により，京都らしい魅力とにぎわいのあ

る地域の実現をめざすため，産業・商業や観光施策とも連携を図りながら，地域，企

業・事業者による主体的なにぎわい創出の取組を支援する。 
 

３ 創造を続ける南部・西部地域等のまちづくり 

京都の新たな活力を生み出す産業が集積する地域をめざす「らくなん進都」をはじ

めとする南部・西部地域等において，近隣市も含めたエリアのポテンシャルを生かし

ながら，創造的な活動を支える快適かつ魅力ある都市環境を形成するため，交通ネッ

トワークの利便性・アクセス性の向上や，国際競争力や付加価値の高いものづくり企

業の本社，研究開発，生産機能等の集積・誘導等を推進する。また，積極的な企業誘

致を展開するとともに，まちづくりを持続的かつ効果的に進めるために，市民，企業，

大学，行政等の多様な主体による交流及び連携を促進する。 
 

４ 京都ならではの文化など地域資源とポテンシャルを生かした個性豊かなまちづくり 

 京都の魅力を受け継ぎ，存分に生かした個性豊かなまちづくりをめざして山間部や

市街地をはじめ市内のさまざまな地域において，歴史や伝統に培われた文化や景観，

産業，知恵など，地域の資源を生かしたまちづくり活動や，京都のまちを大切にする

市民や企業・事業者，専門家などが交流し，新たな価値を創造する場の形成などを支

援する。また，地域のポテンシャルを引き出せるよう，都市計画手法の活用だけでな

く，都市の魅力を発信するとともに，交通基盤の整備が進む地域や大規模な低未利用

地については，都市の魅力と活力を高める計画的な土地利用を図る。 
 

５ ニュータウンの未来を創造するまちづくり 

洛西，向島ニュータウンのまちづくり組織が主体となったまちづくり活動を積極的

に支援するとともに，老朽化している施設や公共空間の再整備や，民間事業者とも連

携した新たな魅力の創出・発信や生活利便性の向上，働く場の創出等に取り組むなど，

新たな時代のニーズをとらえ，地域が一体となった再生・活性化の取組を推進する。 
 

６ まちづくりを支えるしくみづくり 

地域のまちづくりを促進するため，市民，企業・事業者自身がまちづくりに積極的

にかかわり，市民が主体的に参加できる取組を進めるなど，さまざまな地域でそれぞ

れの地域の特性に応じた自主的なまちづくりが継続的に展開されるよう，まちづくり

活動の支援やしくみづくりを推進する。 

 また，市民，企業・事業者，行政のパートナーシップで取り組むまちづくりの橋渡

し役である景観・まちづくりセンターをはじめ，関係団体と連携し，まちづくりにか

かわる担い手の育成や情報発信，相談事業など，まちづくり活動を支援する。 
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＜政策分野２２ 景観＞ 

頂いた御意見等 
 

＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

【委員意見】景観については，コロナの影響やそれに伴うオフィス・住宅需要の変化等に

も目配せして取組を進めていかなければならない五条通をはじめ，ある程度高さ規制を

緩和できる場所は緩和するなど，メリハリをつけて人が入ってこれる仕組みを作る必要

がある。 

【委員意見】ホテル等に活用してきた京町家が売りに出されているが，買い手がつかない

状況。今後，住宅に戻るのか，引き続き商業的に活用されるのかはまだ読めない。 

 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 

【委員意見】見た目の美しさだけでなく，賑わいが重要。景観については，キーワードと

して保全と創造だけでなく，例えば，ルールの成長，点検といった要素も盛り込まれて

いるとよい。 
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政策分野 22 景観 
 

～歴史・文化の継承と創造が実感でき，世界の人々を魅了し続けるまちとなる～ 

 

基本方針 
京都の個性や魅力の源は，歴史や文化であり，そしてそれらを表象する美しい景観で

ある。豊かな歴史的資産を保全・再生しつつ，時代に応じて新たな価値を創造すること

により，新旧が融合した，多様性と重層性を備えた京都固有の景観を形成し，歴史都市・

京都の魅力や価値を高め，50 年後，100 年後も京都が京都であり続けるため，市民と行

政との協働により，時を超え光り輝く京都の景観づくりを推進していく。 

 

現状・課題 

高度経済成長期以降，急速な都市化の

伸展に伴い，町並みと不調和な建築物の

増加，無秩序な屋外広告物等により，京

都らしい景観が変容していった。 

 こうした状況に対峙するため，平成 19

（2007）年から新景観政策を実施し，市

民や企業・事業者の理解と協力により，

京都の景観，そして都市格が向上してい

る。 

 

東山，北山，西山の三山の森林は，山

紫水明と称えられる京都の自然景観の骨

格をなすものであるが，近年，放置され

ることで，森林として不健全な状態に陥

っている。とくに市街地との境界部にお

いては，激甚化する自然の猛威により，

倒木被害が多発するなど，森林景観が変

容してきており，三山の森林再生が求め

られる。 

 

 また，建築物等のデザイン規制や眺望

景観の保全，屋外広告物の適正化等の取

組により，市街地の景観は改善されてき

た。今後は，地域の特性に応じたよりき

め細かな規制・誘導により，京都らしい

市街地景観の形成を推進する必要がある。 

 

  社寺や御苑，庭園，京町家等の歴史的

資産，さらにそれらと道路空間とが一体

となってかたちづくる貴重な歴史的景観

の保全に向け，地域で大切に守るべき歴

史や文化を市民，企業・事業者，歴史的

資産の所有者等と共有しながら，公共空

間の整備も含めた歴史まちづくりに関す

歴史的景観を阻害する電線・電柱 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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る取組のさらなる推進が求められる。 

 

京都の景観は，つねに本物を追求しな

がら新しい要素を積極的に取り入れてい

く京都の気風により，時代とともに創造

的に発展させながら受け継がれてきたも

のである。さらに，地域の住民やコミュ

ニティが自分たちの場所を大切にしよう

とする思いが，気配や雰囲気，佇まいの

良さといった京都の景観の魅力を支えて

いる。 

建築物や広告物の色やかたちを規制す

るだけでなく，これからの時代を見据え

てまち全体をいきいきとした場とし，新

たな景観を創造することにも貢献できる

よう，今まで以上に，土地利用や都市機

能を誘導する都市計画，持続可能な公共

交通ネットワークの形成などの交通政策，

京都らしいすまい・まちづくりを継承・

発展させる住宅政策等と連動した景観政

策へと進化させる必要がある。 

 

みんなでめざす２０２５年の姿 

１ 京都の豊かな自然的・歴史的景観が保全されている 

  三方の山々に囲まれ，川筋のある特徴的な風土を生み出す京都の景観の基盤ともい

うべき豊かな自然と，自然と社寺や史跡等の歴史的資産とが相互に重なり合った景観

が守られている。 

 

２ 品格のある市街地景観が形成されている 

  デザインの創造性が発揮され，周囲の山並みと調和したヒューマンスケール※の品格

ある市街地景観が形成されている。 

 

３ 京都独特の風情ある町並み景観が守られている 

  地域特有の歴史や文化と一体となって継承されてきた社寺や京町家等の歴史的建造

物と，魅力ある道路空間等からなる京都独特の風情ある町並み景観が守られている。 

 

４ 都市機能の特性に応じ，新たないきいきとした景観が創造されている 

  京都の景観の守るべき骨格を堅持しながら，地域ごとの都市機能の特性に応じ，景

観まちづくり活動とも連携して，いきいきとしたくらしや都市の活力につながる新た

な景観が創造されている。 

 

 

 

 

 

 ※ ヒューマンスケール：気配や雰囲気，趣き，心地よさとして感じられる人間の感覚や，人間の動きに適した空間の

規模。歩行者目線の空間のスケール。 
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市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進施策 

１ 自然的・歴史的景観の保全 

  京都らしく美しい景観の基盤となっている三山の山並みなどの自然的・歴史的景観

を保全するため，「京都市風致地区条例」等に基づく規制により，都市の風致景観を維

持する。また，歴史的風土特別保存地区※を含む三山の森林景観を保全・再生するため

のガイドラインを充実させ，市有地の維持管理を適切に行うとともに，市民や企業・

事業者との協働による森林景観づくりを推進する。 

 

２ 品格のある市街地景観の形成 

  三山の山並みや河川等の豊かな自然景観や趣を残す美しい町並みなどと調和する品

格のある市街地景観を形成するため，建築物等に対するきめ細かなデザイン規制によ

る誘導や眺望景観の保全などに取り組む。これらに加えて，社寺等及びその周辺の歴

史的景観の保全のほか，時代をリードする質の高いデザインの建築物への誘導や顕彰

などを推進していく。 

また，市民・企業・事業者の理解と協力に支えられ適正化が大きく進んだ屋外広告

物については，特色ある景観まちづくりが進められている地域の住民とそのビジョン

との連携を通じて，地域の特性に応じたよりきめ細かい景観形成を図る規制を進める

ほか，適正化の進ちょくとともに掲出が顕著となってきた屋内広告物への新たな規制

の推進，さらには，優良な屋外広告物への助成・表彰等を行うことで町並みに調和し

た広告景観を創造していく。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

＜共汗の方向性＞ 
都市や地域のビジョ

ンを共有しながら，各
主体の連携・役割分担
による美しい景観形成
の推進 
 

○ 良好な景観形成
に関する積極的な
事業の取組や推進 

○ 地域への参加・
交流 

 

○ 良好な景観の形成に関する
積極的な取組 

○ 地域の身近な環境整備やコ
ミュニティ形成への取組 

○ さまざまな景観・まちづくり
活動 

○ 良好な景観形成に関
する施策の展開 

○ さまざまな支援（制
度面，財政面，教育面
など） 

○ パートナーシップ型
の景観・まちづくりの
環境整備 

 

行政 

 

企業・ 

事業者 

市民・ 

地域コミュニティ 

 

○ 専門的な知識や組織力
を生かした情報発信，地域
コミュニティ等への支援 

※ 歴史的風土特別保存地区：「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（古都保存法）」に基づき，歴史的

に意義が高く景観上も重要な地域として国土交通大臣が指定した「歴史的風土保存区域」のなかでとくに枢要な地域。 

NPO 等 

各種団体 
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３ 歴史的な町並みや京町家等の保全・継承 

風情ある京都の町並み景観を次の世代に継承していくため，京都の歴史，文化の象

徴ともいえる社寺や京町家，大規模邸宅等の景観資産について，これまでの重要伝統

的建造物群保存地区※等の地区指定制度や歴史的風致形成建造物※等の個別指定制度

により，それらの建造物の保全，修景等を行い，歴史まちづくりを推進する。さらに，

京町家等の保全・継承に向け，不動産流通市場の積極的な活用による京町家の流通促

進や，地域における京町家の保全・継承に関する活動の促進などさまざまな保全・継

承策を講じていく。 

 

４ いきいきとしたくらしや営みによる新たな景観の創造 

新景観政策により向上した都市格を維持しつつ，都市でのくらしや営みをいきいき

としたものとし，都市の活力につながる優れた景観を創造する。そのため，京都の景

観の守るべき骨格を堅持したうえで，京都を小さなまちの集合体としてとらえ，歴史

や文化の継承，快適な居住環境の形成，ものづくり産業の集積など，地域ごとのビジ

ョンに応じた景観づくりを展開する。 

また，市民・企業・事業者との協働等により地域の特性に応じた夜間景観を創造す

る。 

 

５ 無電柱化等による魅力あふれる道路空間の創出 

道路空間と建築物等とが一体となった美しい京都の町並み景観を形成するため，歴

史的景観の保全や市街地景観の整備，眺望景観の創生を図る必要がある地区等におい

て，整備コストの縮減や市民・企業・事業者との協働等により，無電柱化を進める。 

また，舗装や照明柱等について，周辺景観と調和させるとともに，歴史的な価値を

有する橋りょうについて，修繕に合わせ，周辺景観と調和した修景を実施する。 

 

６ 市民とともに推進する景観まちづくり 

  固有の歴史や文化等を背景とした特色ある景観まちづくりが進められているさまざ

まな地域において，これまでの積み重ねを継承しながら，さらにそれぞれのまちの魅

力と活力を高めていくため，多様な主体の参画による対話と協働を推進するとともに，

景観まちづくりの新たな担い手の育成に努める。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 重要伝統的建造物群保存地区：「文化財保護法」に基づき，周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝

統的な建造物群で価値が高いもの及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するための「伝統的建

造物群保存地区」のうち，とくに重要な地区。 

※ 歴史的風致形成建造物：「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（歴史まちづくり法）」に基づき認

定された京都市歴史的風致維持向上計画に記載された重点区域内の歴史的な建造物。 
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＜政策分野２３ 建築物＞ 

頂いた御意見等 

 
＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

【委員意見】開放性のある建物・空間づくりが必要 

 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 
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政策分野 23 建築物 
 

～建築物の安全の確保と質の向上で， 

歴史都市・京都ならではの，しなやかに強く持続可能なまちをつくる～ 

 

基本方針 
誰もが安心してくらすことができ，充実した社会経済活動を展開できる，歴史都市・

京都ならではの，しなやかに強く持続可能なまちの実現をめざし，市民と行政の役割分

担と協働の下，市内の建築物を安心・安全で良質なものにしていく。また，市有建築物

においては，これらに先導的に取り組むとともに，最適な維持管理の取組を進めていく。 

 

現状・課題 

これまで官民協働で検査済証※の意義

を周知徹底してきた結果，検査済証交付

率が概ね 100％に到達し，最低基準を定

めた「建築基準法」に適合した建築物が

供給されている。しかし，最近は，環境

配慮，木材利用，バリアフリー，防災性

能等の観点からより質の高い建築物がま

すます求められている。 

 

使い方を変えて既存建築物を利活用す

るなど，今あるものを長く適切に使うス

トック型社会の形成が進んでいる。しか

し，京都市には古い既存建築物が多く，

安全性の低いものが依然として存在して

おり，とくに耐震性の確保は喫緊の課題

である。定期報告制度※の対象拡大により，

不特定多数が利用する建築物における安

全性の確認を強化しているが，約 3 割の

対象建築物は報告がなされていない。ま

た，歴史的価値のある建築物においても，

十分に安全性が確認されないまま保存活

用されている例がいまだ見受けられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 検査済証：工事が完了した段階の建築物について，「建築基準法」で義務付けられた検査の結果，法令の基準に適合

していることを証明する文書。 

※ 定期報告制度：不特定多数が利用する建築物について，所有者又は管理者が安全点検を行い，定期的に京都市に報

告する制度。 

資料：京都市 

 

資料：京都市 

新築建築物は「建築基準法」に定める安全性が確

保されている。また，既存建築物は用途変更等に

よる活用が増加している。 
（検査済証交付率と用途変更の確認申請件数） 

定期報告が未報告の建築物が約 3 割存在してい

る。 
（特定建築物※の定期報告件数の推移） 

※ ホテル・病院・福祉施設・店舗等不特定又は多数が利

用する用途で一定規模以上の建築物 

  

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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庁舎施設

市営住宅

学校

築30年以上経過

京都市の市街地には，細街路や木造家

屋が集中する密集市街地が広く分布して

おり，歴史的町並みを形成する一方で，

建築物の防火性や耐震性が低く，避難や

救助活動に支障をきたす等，防災上の課

題を抱えている。歴史都市・京都を特色

付ける建築物や町並みの保全・再生と，

防災性能の強化の両立は喫緊の課題であ

る。 

 

地域コミュニティや市民の安心・安全

を守る拠点施設である市有建築物の多く

で老朽化が進み，厳しい財政状況のなか

で，更新・大規模改修時期が集中するこ

とが大きな課題となっており，長寿命化

や保有量の最適化をめざす取組を進めて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

みんなでめざす２０２５年の姿 

 １ 建築物の質が向上している 

   すべての新たに供給される建築物の適法性が確認され，あらゆる人にとって利用し

やすく環境に配慮された建築物が増えている。また，木材利用や地域のまちづくりビ

ジョンに応じた建築物の整備が進んでいる。 

 

２ 建築物が健全な状態で有効に活用されている 

   建築物の耐震性能をはじめとする「建築基準法」等に定めた安全性の向上や，避難

や防火等に関する法律違反の改善が進み，既存建築物が安全で快適な状態で有効に活

用されている。また，歴史的価値のある建築物は，保存活用の促進等により，趣ある

京都らしい町並みの保全に寄与している。 

 

 ３ 歴史都市・京都ならではの災害に強いまちづくりが進展している 

   歴史的な建築物や町並みの保全・再生と，防災性能の強化が両立された，しなやか

で災害に強いまちづくりが進展している。 

 

 

資料：京都市 

細街路が集中する木造密集市街地 

一般的に大規模改修が必要といわれる築 30 年以

上の公共建築物が多い 
（市有建築物の築年別内訳） 
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市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進施策 

１ 良質なストック※への誘導 

   検査済証の取得を徹底し，建築物の安全性と適法性を確保する。 

   さらに，建築物が安全かつ快適に活用されることをめざし，すべての人にやさしく

使いやすい建築物の整備を推進するとともに，京都らしさを盛り込んだ長寿命の環境

配慮建築物へと誘導する。また，木材利用の促進や，地域のまちづくりビジョンへの

対応など，京都府警察，消防，金融機関，指定確認検査機関，建築関係団体などの多

様な関係機関と連携し，良質な建築物の供給につながる取組を強化する。 

 

２ 既存ストックの安全性の確保と活用 

  ⑴ 既存建築物の安全性の確保 

    建築物に係る情報の管理と活用，既存建築物の安全性を確認する手法の研究を進

め，「建築基準法」等に定める安全性が確保された状態での建築物の活用を誘導する。

とくに旧耐震基準の建築物については，耐震診断と耐震改修の促進を最優先に取り

組む。 

  ⑵ 不特定多数の人が利用する建築物に対する対応 

    定期報告がなされていない建築物の所有者に対する働きかけを強化し，適切な維

持管理，定期的な安全点検及び計画的な改修・修繕のさらなる促進を図る。 

  ⑶ 改善が早急に必要な違反建築物等に対する対応 

    安全性が確認できていない不特定多数が利用する建築物等に対する重点的な査察

等により安全性の向上を着実に進めていくとともに，周知・啓発等により違反の発

生を抑止するなど，総合的な対策による効率的かつ効果的な安全・違反指導を徹底

する。 

  ⑷ 歴史的価値のある建築物の活用 

    京都の地域性を踏まえた独自制度の拡充や利用促進の取組をさらに進めることに

より，京町家等の歴史的価値のある建築物の円滑かつ適切な保存活用を推進する。

また，京町家の特性を生かした住宅の普及に取り組む。 

＜共汗の方向性＞ 
市民，事業者，行政

等が一体となって建築
物の安全を確保し，質
の向上を図る 

○ 建築物の所有者みずからが主体的に
建築物の安全性や質の向上に対する関
心と責任をもつ 

行政 

市民 
○ 専門的な知識

や組織力を生か
し，情報発信，
普及啓発その他
建築物の安全確
保と質の向上を
図る取組を行政
とともに実行 

○ 法令順守を徹底すること
はもとより，安全で良質な
建築物を供給 

○ 市民に対して建築物の安
全や品質等の性能に関する
正確かつ適切な情報提供 

○ 地域特性や緊急性，公益性を十分に
考慮しながら，建築物にかかわる機関
や団体との適切な役割分担，連携の下
に，情報提供，支援制度，環境整備等，
建築物の安全確保と質の向上を効果
的に促進する政策を推進 

※ ストック：道路・港湾・住宅・公園・緑地・病院など，市民生活の基盤を表す。 

 

事業者 
各種 

団体等 
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３ 歴史都市・京都ならではの災害に強いまちづくり 

  ⑴ 防災まちづくりの推進 

    京都で培われてきた濃密な地域コミュニティなどの歴史性・文化性を現す建築物

や町並みの保全・再生と，防災性能の強化を両立させるため，密集市街地や細街路

等の状況や特性に応じた，袋路等の細街路の整備改善，細街路に面する建築物の耐

震性能・防火性能の向上等，市民，事業者，行政の協働による防災まちづくりの推

進に総合的に取り組む。 

  ⑵ 細街路等の安全性確保に向けた取組 

    火災時等における避難・救助活動の円滑化を図るため，２項道路※後退の確実な実

施を担保するとともに，確保された空間の適正な維持管理を推進する。 

また，京都らしさのひとつの要素である一方で防災上の課題でもある袋路等の細

街路については，地域性など個々の状況に応じた建築制限の強化及び緩和を可能と

する制度を活用した取組を進める。 

さらに，既存の道を将来にわたり機能させるため，「建築基準法」上の道路として

位置付ける制度を積極的に活用し，防災力の向上を促進する。 

 

 ４ 市有建築物の取組 

  ⑴ 最適な維持管理の推進 

    市有建築物の維持管理・更新等に係る中長期的な経費見込みを把握したうえで，

改修時期や費用等について詳細に検討し，効率的かつ効果的な維持修繕による長寿

命化を推進する。あわせて，人口構造の変化などに伴う施設のあり方の検討を踏ま

え，施設保有量の最適化を進めていく。 

⑵  先導的取組の推進 

    市有建築物の整備に当たっては，品格ある市街地景観の形成を図るとともに，耐

震化をはじめ，激甚化する自然災害等に対する防災機能を向上させる。また，市内

産木材や再生可能エネルギー利用設備を最大限活用する等，脱炭素社会※の実現に向

けて先導的に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 2 項道路：細街路のうち，「建築基準法」施行時（京都市内の大部分の区域においては昭和 25（1950）年）に建築物

が立ち並んでいる幅員 1.8ｍ以上 4.0ｍ未満の通り抜けている道路（「建築基準法」第 42 条第 2 項に規定）。 

※ 脱炭素社会：地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出源となる化石燃料の使用から脱却し，持続可能な発展が

可能となった社会。 
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＜政策分野２４ 住宅＞ 

頂いた御意見等 
 

＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

【委員意見】南部エリアで働く人が働く場の周辺に安く一戸建てを立てて住めるような取

組を進めていくことが大事。ポストコロナ時代の職住近接とでもいうような住宅の在り

方を考えていく必要がある。 

【委員意見】学生に来てもらうにはやはり住環境が問題。学生向けの賃貸住宅供給を考え

ないと集まらなくなる。 

 

 

 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 

【委員意見】京都に住みたい人が京都に住めることが大事。空き家活用などに取り組み，

住みたくても住めない人をカバーする側面が必要。 
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持 家 貸 家 給与住宅 分譲住宅

新築住宅着工数はほぼ横ばいで推移している。 

 

空き家数と空き家率は，近年，減少傾向にある。 

持家（54.4％）と比べて，賃貸住宅のバリアフリ

ー化が進んでいない。 

 

木造の民間賃貸住宅については，建築年次が古い

ものが存在している。 

政策分野 24 住宅 
 

～人がつながる 未来につなぐ 京都らしいすまい・まちづくりを継承・発展させる～ 

 

基本方針 
市民，企業・事業者，行政が一体となって，京都がこれまで培ってきた環境，景観，

コミュニティ,生活文化を大切にしながら，防災・減災，住宅セーフティネット（安全網）

機能の充実を図ることにより，くらしやすく魅力のある，持続可能なすまい・まちづく

りを推進していく。 

 

現状・課題 

近年，空き家の住宅としての活用等に

より，京都市の空き家は減少に転じた。

しかし，将来的に人口や世帯数の減少が

見込まれるなかでも，新築住宅着工数は

横ばいで推移していることから，今後は

空き家が増加することが想定される。 

 

京町家は京都らしい町並み，歴史，生

活文化の象徴であり次世代につなげてい

くべきものであるが，年間 1.7％程度の

割合で滅失している。 

 

分譲マンションについては，市内の約

1 割の世帯が居住しており，今後，建築

後 30 年以上経過した分譲マンションの

増加，さらには管理不全化が懸念される。 

 

維持管理の状況や地域の特徴が考慮さ

れた住宅流通のしくみが不十分である。 

 

賃貸住宅のバリアフリー化や耐震化が

進んでおらず，また，とくに木造の民間

賃貸住宅のうち，約 4 割は昭和 56（1981）

年以前の旧耐震基準時に建てられている

など，建築年次が古い住宅が存在してい 

る。 

 

今後，高齢者の増加が見込まれるなか，

誰もが住み慣れた地域でくらし続けられ

るよう，ニーズに応じた適切な住宅の確 

保や，福祉・介護・医療等と連携した包 

括的な居住支援が必要となっている。 

 

 

  

 平成 30 年 

借家のうち，高齢者等のための
設備がある住宅の割合 

35.1％ 

 平成 30 年 

民営借家のうち，昭和 56年以前
に建築された住宅の割合 

13.7％ 

木造の民営借家のうち，昭和 56
年以前に建築された住宅の割合 

43.7％ 

資料：国土交通省「建築着工統計調査（平成 21 年～令和元年）」 

資料：総務省「住宅・土地統計調査（平成 15 年～平成 30 年）」 

資料：総務省「住宅・土地統計調査（平成 30 年）」 

（京都市の新築住宅着工数の推移） 

（京都市の空き家数及び空き家率の推移） 

資料：総務省「住宅・土地統計調査（平成 30 年）」 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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みんなでめざす２０２５年の姿 

１ 生活文化を大切にするくらしが営まれている 

  京町家が保全・継承されるとともに，地域コミュニティを生かした防災・減災への

取組や，環境や景観に配慮された京都らしい住宅の供給が促進されることにより，生

活文化を大切にするくらしが営まれている。 

 

 ２ 持続可能なすまい・まちの形成により，まちの魅力や活力が維持されている 

 安心・安全で快適にくらし続けることができるすまいが継承されるとともに，若年・

子育て層や高齢者など，さまざまな世代がくらすまちが形成されることにより，まち

の魅力や活力が維持されている。 

 

 ３ 住宅ストック※の流通が活発に行われている 

 地域コミュニティの有用な資源として空き家が積極的に活用されるとともに，適切

な維持管理やリフォームが行われた戸建住宅，マンションが適正に評価されることや，

地域活動の状況を含めた住環境に関する情報が幅広く提供されることにより，住宅ス

トックの流通が促進されている。 

 

 ４ 民間賃貸住宅を含めた住宅セーフティネット（安全網）機能の充実が図られている 

 市営住宅だけでなく，民間賃貸住宅においても，誰もが円滑に入居できるような重

層的な住宅セーフティネット（安全網）機能の充実が図られている。 

 

市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜共汗の方向性＞ 
幅広い主体の連携・

役割分担による住宅政
策の推進 

○ 不動産，建設事業
者による地域の特徴
を生かした良好な住
宅ストックの形成，
すまいやくらしに関
する各種情報提供 

○ 福祉サービス事業
者によるくらしを支
える福祉サービスや
情報提供 

 

○ 居住者・所有者による社会的ストッ
クとしての住宅の理解・地域活動への
積極的な参画 

〇 地域の自治組織による地域住民の
居住や地域コミュニティ形成の支援 

 

○ 地域情報や住宅の
維持管理に関する情
報提供，すまい・ま
ちづくりに関する活
動の展開 

 

 NPO， 

業界団体等 

 

企業・事業者 

 

市民 

 

○ 京都市によるきめ細かな住
宅政策の展開，すまい・まちづ
くりに係る各主体間の連携支
援，国や府との連携強化 

○ 京都市住宅供給公社による
すまいに関する情報発信や既
存住宅の適切な維持管理及び
その支援 

行政 

 

※ ストック：道路・港湾・住宅・公園・緑地・病院など，市民生活の基盤を表す。 
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推進施策 

１ 京都らしいすまい方の継承 

   環境との共生や高い自治意識に根差した活発な地域活動，個性豊かで洗練された生

活文化など，京都がこれまで培ってきた京都らしいすまい方を継承していくため，京

町家の保全・継承をはじめとして，良好な住環境及び町並み景観の保全・形成，良好

な地域コミュニティを生かした京都らしいまちづくりを推進するとともに，次代を担

う子どもたちがすまいやくらしの歴史や知恵，豊かさを学び考える機会の創出，京都

の住文化の継承・発展に向けた取組を行う。 

 

 ２ ライフステージや生活様式に応じた多様な魅力あるすまいの供給 

   将来にわたって活力ある持続可能なまちをめざし，京都の次代を担う若者・子育て

世帯のニーズに合った住宅など，ライフステージや生活様式に応じた多様な魅力ある

すまいの供給を促進する。 

 

３ 住宅ストックの良質化のための適正な維持管理や更新の支援 

   住宅の省エネルギー化・耐震化の促進や，分譲マンションの適切な維持管理や円滑

な建替えに対する支援により，住宅ストックの良質化を促進するとともに，木材振興

をはじめとした木の文化の継承や京町家の特性を生かした住宅の普及など，京都らし

い良質な住宅への更新を促進する。 

 

４ 既存住宅の流通促進 

京町家などの京都らしい住宅ストックが正当に評価されるとともに，都心部，郊外，

山間部それぞれの地域において，空き家の発生の予防，活用・流通の促進，適正な管

理，固定資産税等の住宅用地特例の厳格な運用といった総合的な空き家対策が推進さ

れ，既存住宅を安心して取得できるよう，建物の現況を診断・把握し，表示するしく

みの普及や地域活動の状況を含めた住環境に関する情報の提供により，既存住宅の流

通を促進する。 

 

５ 住宅・住環境の安全性の向上 

  住宅ストックの耐震化を進めるとともに，「建築基準法」等に基づく確認や検査を徹

底することにより，住宅の安全性を向上させる。また，防災上課題のある地区等につ

いて，袋路等の細街路に面する住宅の改修・更新，避難経路・避難地の確保，危険建

築物対策等により安全性を確保し，地域コミュニティを生かした防災・減災への取組

を促進する。 

 

６ 民間賃貸住宅を含めた重層的な住宅セーフティネット（安全網）機能の充実 

公民の連携による重層的な住宅セーフティネット（安全網）機能の充実に向け，市

営住宅においては，社会経済情勢の変化を見据えた適正な管理戸数と供給戸数を確保

しながら，適切な維持管理を推進する。また，民間賃貸住宅においては，バリアフリ

ー化等の性能向上や，住宅確保要配慮者の入居の円滑化や居住支援を促進する。 

 

７ 市営住宅を中心とした中・大規模の住宅団地の計画的な再生・マネジメント 

老朽化が進む中・大規模の市営住宅団地において，団地内外の活性化を含めた再生

を計画的に進めるとともに，ニュータウンなどの市営住宅を中心とした住宅団地にお

いて，安心して住み続けるための取組を推進する。  
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＜政策分野２５ 道と公園・緑＞ 

頂いた御意見等 
 

＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

【委員意見】開放性のある建物・空間づくりが必要 

【委員意見】オンライン化が加速したとは言え，そこを訪れ，過ごしたいと思わせる物理

的な空間づくりが必要 

 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 

【委員意見】まちなかの交通と広範囲の交通の連携に関する記載を加えてほしい。 
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自然災害により緊急輸送道路※の通行止め

等が度々発生 
（緊急輸送道路の通行止めと災害復旧工事の状況） 

資料：京都市 

 
雨庭の整備 

鴨川東岸線（第二工区）の整備 

※ レジリエンス：さまざまな危機からの回復力，復元力，強靭性（しなやかな強さ）を指す。 

※ 緊急輸送道路：災害直後から，避難・救助をはじめ物資供給等の応急活動のために，緊急車両の通行を確保すべき

重要な道路。 

年度 H27 H28 H29 H30 R１

主な

被災原因

台風

第11号
大雪

台風

第21号

台風

第21号

台風

第19号

緊急輸送道路の
通行止め日数

2日 4日 12日 24日 0日

災害復旧工事

の実施件数
76件 23件 67件 440件 4件

政策分野 25 道と公園・緑 
 

～安心・安全で持続可能な都市の発展を支える道と公園・緑を創造する～ 

 

基本方針 
都市の活力やレジリエンス※の向上に向けた道路整備と地球温暖化の防止や都市環境

の向上，地域コミュニティの活性化等を図る公園整備・緑の創出を進めるとともに，膨

大な数に上る社会資本について，市民協働の下，着実に維持管理を実施することで，安

心・安全で持続可能な都市の発展を支える道と公園・緑を創造する。 

 

現状・課題 

道路は，都市の骨格を形成し，沿道の土

地利用を促進するとともに，防災や環境保

全，コミュニティの場の提供など多様なニ

ーズにこたえる公共空間であり，空港や港

湾施設をもたない京都においては，円滑な

移動・輸送を確保するうえで，より大きな

役割を担っている。 

 

こうしたなか，近年，頻発する自然災

害により，道路の斜面崩壊や倒木等に伴

う交通遮断が生じており，とりわけ，復

旧に長期間を要する場合や物流上，重要

な道路等が通行止めになる場合は，市民

生活，社会経済活動への影響が大きくな

るため，厳しい財政状況のなかにおいて

も，円滑な交通や安全の確保などが求め

られている。 

 

公園は，快適な都市環境の創出・向上，

地球温暖化防止をはじめ，健康長寿や市

民活動・コミュニティの場の提供，防災・

減災に資する広域避難場所といった幅広

い機能をもつなど，多様なニーズにこた

える公共空間として，さらなる魅力の向

上が求められている。 

 

このようななか，緑の量を増やし，質

を高めるとともに，市民の満足度が向上

するよう，緑化を進めてきたが，街路樹

や民有地の緑については，約 4 割の人が

増えているとは感じていない。 

 

 

 

 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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市民協働による維持管理 加えて，新型コロナウイルス感染症の

拡大が懸念されるなか，ウィズコロナ・

ポストコロナ社会に適応した，新たな公

共空間の利活用を図っていく必要がある。 

 

市街地の整備について，無秩序な市街

化の抑制やものづくりを支える都市環境 

の創出を図るなど，健全な市街地を形成

する必要がある。 

 

橋りょうをはじめ，道路や公園等の施

設は，膨大な数に上るうえ，修繕等が必

要なものが多数あることから，市民協働

による維持管理の推進はもとより，更新

時期等の集中を防ぎ，コストの縮減を図

るため，各施設の特性等を踏まえた計画

を策定し，維持管理を進めている。同時

に，定期的な点検・診断等を行い，将来

にわたり，より効果的かつ効率的な維持

管理を実施していく必要がある。 

 

みんなでめざす２０２５年の姿 

１ 都市の活力・レジリエンスの向上に向けた道路整備や新しい生活スタイルに適応し

た道路利用が進んでいる 

安心・安全で災害に強く，円滑な移動・輸送の確保等を通じ，豊かな市民生活と社

会経済活動を支える道路の整備や新しい生活スタイルに適応するための道路利用が進

んでいる。 

 

２ 公園の魅力が向上し，地域にふさわしい新たな緑が増え，大切に守り育てられている 

快適な都市環境の創出・向上，地球温暖化防止をはじめ，文化・歴史の継承や民間

活力のさらなる導入による新たなにぎわいの創出，地域コミュニティの活性化，健康

長寿，新しい生活スタイルへの適応など，多様なニーズにこたえる公共空間として，

それぞれの公園の特色を生かした公園整備・利活用により，住む人にも訪れる人にと

っても，公園の魅力が向上している。また，市民や事業者等とともに，緑を大切にし

てきた京都ならではの生活文化を生かし，地域にふさわしい新たな緑が増え，大切に

守り育てられている。 

 

３ 魅力と活力のある市街地の整備が進んでいる 

道路や公園等の公共施設を面的に整備する土地区画整理事業により，安心・安全は

もとより，魅力と活力のある市街地の整備が進んでいる。 

 

４ 社会資本が将来にわたり良好に保たれている 

市民協働による維持管理が進むとともに，定期的な点検・診断とその結果に基づく

対策が着実に実施されることで，安心・安全で持続可能な都市の発展を支える社会資

本が将来にわたり良好に保たれている。 
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市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進施策 

１ 都市の活力・レジリエンスの向上に向けた道路整備や新たな道路利用の推進 

災害時においても，市民生活，社会経済活動に大きな支障が生じることのないよう，

地域の守り手である事業者とも連携し，防災・減災の取組を力強く推進する。具体的

には，緊急輸送道路等において，橋りょうの耐震補強や斜面の落石・崩壊対策，道路

拡幅，無電柱化等を推進するとともに，市域を跨ぐ広域道路ネットワークの構築に向

けた取組を進める。 

また，子どもをはじめ，すべての人の安心・安全を確保するため，通学路等の交通

安全対策を着実に推進する。 

さらに，事業効果の早期発現やコストの縮減を図りつつ，市内交通はもとより広域

的な交通も含めた，円滑な移動・輸送の確保に向け，幹線道路をはじめ道路整備を推

進し，都市の活力を高める。 

加えて，道路空間を活用して 3 密を回避し，ウィズコロナ社会におけるにぎわいの

あるコミュニティ空間を創出するなど，新たなニーズにこたえる道路利用を推進する。 

 

２ 文化・歴史の継承やにぎわいの創出を図り，多様なニーズにこたえる公園整備と緑

の創出・育成管理 

公園が有する文化や歴史などの本質的価値を向上させ，次代へと継承するとともに，

民間活力のさらなる導入による新たなにぎわいの創出など，それぞれの公園の特色を

生かした整備を推進する。また，地域コミュニティの活性化や子育て環境の充実はも

とより，市民の健康長寿，防災機能の充実，魅力ある都市景観の形成及びバリアフリ

ー化など，多様なニーズにこたえる公共空間として，整備・利活用を推進する。 

加えて，四季を感じられる花木の新植や紅葉が美しい樹木への転換，まちのにぎわ

いに華を添える京都の庭園文化を生かした質の高い緑の空間整備などにより，街路樹

をはじめ市街地の緑化を進める。同時に，生活文化として受け継がれてきたかど掃き

やボランティア団体による美化・緑化活動など，市民や事業者等との協働による街路

樹の育成管理を進める。 

＜共汗の方向性＞ 
市民力・地域力を生

かし，安心・安全で持
続可能な都市の発展を
支える道と公園・緑を
創造する 
 

〇 社会資本の整備・
維持管理に不可欠な
担い手の育成と技術
力の向上 

〇 災害発生時に地域
の守り手として，迅
速かつ的確な応急対
策活動の実施 

○ 計画段階から事業に関心をもつ
ことによる事業への理解と協力 

○ 道と公園・緑に愛着をもち，除
草や清掃等の自主的な活動に積極
的に参加 

 

○ 計画段階から市民参加
を推進する意見交換や情
報共有を実施 

○ 自主的な活動を継続的
に支援するしくみづくり 

 

行政 

 
事業者 

 

市民 
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３ 魅力と活力を高める市街地整備の推進 

交通の円滑化や居住環境の向上，ものづくり産業の集積などを図るため，土地区画

整理事業により，道路や公園等の公共施設を一体的に整備する。 

とりわけ，交通アクセスに優れ，まとまった土地の確保が可能なエリアにおいては，

そのポテンシャルを最大限生かすとともに，持続可能な都市の構築に不可欠な産業用

地の創出を図る。 

 

４ 社会資本の戦略的な維持管理の推進 

定期的な点検・診断とその結果に基づく対策を実施し，これらの取組を次期の点検・

診断等に活用する「メンテナンスサイクル」を構築するとともに，損傷が軽微である

段階に予防的な修繕等を実施し機能の保持・回復を図る「予防保全型」の維持管理へ

転換することで，コストの縮減と更新時期等の平準化を図りつつ，将来にわたり，よ

り効率的かつ効果的な維持管理を実施する。 

また，維持管理における市民協働を推進するため，市民等の参加を促す取組や自主

的な活動への支援などを進める。 
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＜政策分野２６ 消防・救急＞ 

頂いた御意見等 
 

＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

【委員意見】救急搬送時の感染症対策は考える必要がある。病院では感染者の動線を分け

ることが大変だと聞く。 

【委員意見】日頃からの物資の点検と更新が重要で，飲料水や食料はもちろん，医療物資

についても感染症発生に応じて供給できるよう整備しておくことが重要 

 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 

【委員意見】「消防・救急」はこれでよい。良くできている。 
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暖房器具

こんろ
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放火

政策分野 26 消防・救急 

 
～災害に強く安心して住み続けられる「安心都市・京都」をめざす～ 

 

基本方針 
安心して市民がくらし，観光客が訪れることのできる「安心都市・京都」をめざし，

火災の発生を未然に防ぎ，市民のいのちと京都の町並みや文化財などを火災から守ると

ともに，あらゆる災害に迅速的確に対応する消防・救急体制を確保する。また，市民・

地域団体，事業所，消防団，行政が一体となった防火・防災活動を推進し，地域防災力

の充実強化を図る。 

 

現状・課題 

火災件数等は減少傾向にあるが，住宅

火災件数の約半数が高齢者宅からであり，

住宅火災による死者数の約 8 割を高齢者

が占めている。さらなる火災件数等の減

少を図るため，高齢者宅への出火防止対

策が必要である。火災原因別で見ると，

放火は年々減少しているが，たばこ，こ

んろ，暖房器具等による火災が依然とし

て多く，原因に応じた適切な防火対策を

推進していく必要がある。また，木造建

築物が多く建ち並ぶ京都ならではの町並

みや文化財を火災から守る取組の推進が

必要である。 

 

  地震や水災害等の自然災害はもとより

テロ災害等の発生も危惧され，災害は近

年，複雑多様化しており，これらのあら

ゆる災害に迅速的確に対応する消防体制

を確保していく必要がある。 

 

高齢者の増加等により救急需要が高ま

るなか，全国平均の 8 分台よりも早い 6

分台の現場到着時間の維持や，新たな感

染症等に対し，迅速的確に対応する必要

がある。新型コロナウイルス感染症の拡

大に当たっては,急増する移送需要に対

応するため,保健所等との緊密な連携の

下,移送体制等の確保に取り組んでいる。 

 

また，救命講習の受講者数は着実に増

加している。一方で，市民による心肺停

止傷病者への AED（自動体外式除細動器）

使用を含めた応急手当実施率をさらに上

昇させる必要がある。 

○日本各地での地震や水災害の発生状況 
東日本大震災（H23），熊本地震（H28） 
平成 30 年 7 月豪雨（H30） 
令和元年台風 19 号（R1）等 

○複雑多様化する災害 
・自動車の暴走により多数の死傷者が発生した祇園

地域における集団救急事故（H24） 
・強風により広範囲に延焼拡大した新潟県糸魚川市

大規模火災（H28） 
・ガソリンを用いた放火により多数の死傷者が発生

した伏見区桃山町における火災（R1） 等 

救急車の出動件数は年々増加 
（救急車の出動件数） 

※1 ()内は高齢者（65 歳以上）宅の火災件数 
※2 火災による死者数は放火自殺者等を除く 
※3 ()内は高齢者の死者数 

火災件数等は減少傾向にある 
（火災件数等の平均値比較） 

放火による火災は減少 
（火災原因別の件数比較） 

資料：京都市 

資料：京都市 

注：各原因別件数は小数点第 1 位を四捨五入した数値を記載 
 

H12～H21(年) ⇒ H22～R1(年)
271件 ⇒ 232件

145件(51) ⇒ 112件(56)

13.8人 ⇒ 13.8人

12.9人(9.8) ⇒  9.5人(7.3)

5,664㎡  ⇒ 4,768㎡

火災による死者数※2

焼損面積

火災件数

うち住宅火災件数※1

うち住宅火災の死者数※3

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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地域防災の中核的存在である消防団員

数は増加しているものの，定員には達し

ておらず，さらに充足率を上昇させる必

要がある。また，消防団，自主防災組織，

事業所等が一体となった地域コミュニテ

ィをより一層強化する必要がある。さら

に，市内の各自主防災会（学区）で策定

されている防災行動マニュアルの実効性

を高めていくなど，地域防災力のさらな

る充実強化を図る必要がある。 

 

みんなでめざす２０２５年の姿 

１ 火災件数，焼損面積，火災による死者の数が減少している 

火災の原因や地域の特性を踏まえたきめ細かな防火対策，とりわけ，高齢者宅への

出火防止対策や，建築物の多様化にも対応した事業所の防火対策が充実強化され，火

災件数や焼損面積，火災による死者の低減が図られている。 

  

 ２ 貴重な文化財や京都らしい町並みを守るための防火・防災対策が進められている 

   世界に誇る京都の文化財や京都らしい町並みを守るため，文化財関係者や行政， 

市民・地域等が一体となった防火・防災対策がさらに進められている。 

 

 ３ あらゆる災害に対応できる力強い消防体制が構築されている 

   平常時の火災，救助，救急はもとより，地震や水災害等の自然災害，さらには特殊

災害，テロ災害など，複雑多様化するあらゆる災害から市民生活を守るための消防体

制が構築されている。 

 

 ４ 救急体制の強化や応急手当の普及啓発により，救命効果が上がっている 

   増加傾向にある救急要請や，新たな感染症等に迅速的確に対応するため，より充実

した救急体制が確保されている。また，バイスタンダー（救急現場に居合わせた人）

による応急手当の実施率が上昇し，救命効果の向上が図られている。 

 

 ５ 地域防災力が充実強化され，大規模災害発生時の被害が最小限に抑えられている 

  地域防災の中核的存在である消防団員数が増加するとともに，性別・世代を問わず

活躍できる環境が整備され，活動がより一層充実している。また，市民一人一人の災

害対応力が向上し，地域がみずから備え，しなやかに対応することができる体制が整

っている。さらに，行政，消防団，自主防災組織，事業所等の相互の連携体制が確立

し，大規模災害発生時の被害が最小限に抑えられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○京都市の消防団員数（定員 4,970 人 充足率 90.6％） 

＜H22.4 月＞        ＜R2.4 月＞ 

4,306 人       4,503 人 

うち女性団員  309 人(7.2%)    551 人(12.2%) 

うち学生団員 ※47 人(1.1%)     202 人 (4.5%) 
※ ただし学生団員数は H23.4 月の人員 

 

資料：京都市 
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市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
推進施策 

１ 火災を未然に防止して市民のいのちとくらしと財産を守る予防消防の推進 

   火災の原因に応じたきめ細かな防火指導や市民ぐるみ・地域ぐるみの防火対策を進

めるとともに，事業所への的確な防火対策や火災発生時におけるいのちを守るための

取組を強力に推進する。とくに高齢者に対する防火安全指導や福祉関係者をはじめと

した各種団体との連携による指導を行うとともに，すべての住宅への住宅用火災警報

器の設置をめざすなど，火災による焼死者低減を図る。 

      また，世界に誇る京都の文化財や京都らしい町並みを守るため，文化財周辺住民に

よる，火災から文化財を守る協力体制の充実や，伝統的建造物群保存地区※等における

防火指導の実施など，文化財関係者や行政，市民・地域等が一体となった防火・防災

対策を推進する。 

 

２ あらゆる災害による被害を最小限に抑える消防体制の充実強化 

  災害の態様に応じた消防装備・資器材の導入や消防活動総合センターを活用したさ

まざまな災害想定に対応した訓練の実施等により，消防隊等の活動能力の向上を図る

とともに，非常時においても持続可能な消防体制を確保するため，業務継続計画に基

づく取組を推進する。 

さらに，先進的な ICT（情報通信技術）等の活用による災害現場活動体制の強化や

京都府内の消防本部との応援体制の強化により消防体制の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 救急体制の充実と市民への応急手当の普及啓発による救命効果の向上 

行政 

 

事業所 

 

市民 

地域団体 

○ 消防法令を遵守し，自
主的な防火対策を推進 

○ 自衛消防体制の確保や
災害時における市民，行
政等との連携体制の確立 

○ 防災行動マニュアルの充実等
自主防災組織のさらなる強化 

○ 地域の防火・防災活動や救命
講習に積極的に参加し，一人一
人の防火・防災意識と災害対応
力を向上 

○ 消防団，市民・地域団体，事業所
と連携し，情報の共有を図りながら，
災害に強い安心・安全なまちづくりを
推進 

○ あらゆる災害に迅速的確に対応す
る消防・救急体制を確保 

消防団 

 

○ 行政，地域団体，事業所と連
携し，市民の防火・防災意識を
向上 

○ 教育訓練，装備の充実などに
よる災害時の活動体制の強化 

 
＜共汗の方向性＞ 

「みずからの身の安全
はみずから守る」を基本
に，市民・地域団体，事
業所，消防団及び行政が
一体となった防火・防災
活動を推進し，災害に強
く誰もが安心して住み続
けられる「安心都市・京
都」をめざす 

 

※ 伝統的建造物群保存地区：「文化財保護法」に基づき，伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成して

いる環境を保存するため，市町村が定める地区。 
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３ 救急体制の充実と市民への応急手当の普及啓発による救命効果の向上 

救急要請前の相談体制の普及を図るとともに効率的に救急隊を編成・配置すること

により，迅速な救急車の到着時間を維持する。また，救急隊員が行う応急処置の質的

向上，医療機関や民間事業者との連携体制の強化により，より充実した救急体制を構

築する。さらに，新たな感染症流行等に備えて，資器材の確保や傷病者の受入れ体制

を構築するため関係機関とのさらなる協調を進める。 

  また，市民から救急隊，さらに医療機関へと引き継ぐ「救命のリレー」を途切れさ

せないために，さらに多くの市民が世代や職種を問わず普通救命講習や AED の取扱指

導を受けられる体制を地域団体や事業所と連携して構築するなど，いざというときに

応急手当のできる人づくりを一層推進する。 

 

４ 消防団や自主防災組織を中核とした地域防災力の充実強化 

  地域防災の中核的存在である各消防団の定員充足をめざし，とくに若年層や女性等

を対象とした入団促進を図るとともに，教育訓練や装備の充実など，消防団の災害対

応力の一層の向上を図る。 

  また，防災訓練等により継続的な防災対策の検証及び見直しを行い，防災行動マニ

ュアルの実効性を高めるとともに，京都市自主防災会連絡会を通じて行政区を越えた

自主防災組織相互のネットワークをより発展させ，近年多発する自然災害等に対して，

地域がみずから備え，しなやかに対応することができる体制づくりを支援し，地域防

災力の充実強化を図る。 
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＜政策分野２７ くらしの水＞ 

頂いた御意見等 
 

＜ウィズコロナに関する御意見＞ 

【委員意見】開放性のある建物・空間づくりが必要 

【委員意見】オンライン化が加速したとは言え，そこを訪れ，過ごしたいと思わせる物理

的な空間づくりが必要 

 

 

＜第４回審議会資料への御意見＞ 

【委員意見】京都市の河川整備計画ではキーワードに水と緑の活用がある。治水と環境，

景観との両立を入れておいた方がよい。町の中に水を引き入れることが防災や環境にも

つながる。 
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水道管路 約4,250km

下水道管路 約4,200㎞

政策分野 27 くらしの水 
 

～人 まち くらしを支える京の水からあすをつくる～ 

 

基本方針 
市民のいのちやくらしを支える重要なライフライン（生活に不可欠な施設）である上

下水道は，河川とともに，都市の基盤施設であると同時に琵琶湖・淀川水系における水

循環の一翼を担い，流域全体の水環境の保全に大きな役割を果たしている。安全・安心

で良質な水道水を安定的に供給する水道，そして大雨による浸水被害を軽減し快適で衛

生的な都市生活を支える下水道の整備を進めるとともに，近年多発している集中豪雨等

からいのちとくらしを守り，水に親しむ空間を創出する河川整備を進めることなどによ

り，「くらしの水」を将来にわたって守り続けていく。 

 

現状・課題 

上下水道の管路・施設や河川管理施設

が順次耐用年数を迎えるなど，老朽化が

進んでいることから，計画的に更新を進

めていく必要がある。 

 

近年多発している台風や大雨等に備え，

防災・減災対策を強化することに加え，

流域全体を見据えた健全な水循環や水に

関する意識の向上等に向け，水環境の保

全や地域との連携による川を身近な空間

にする取組を進める必要がある。 

 

上下水道事業に対する満足度を高める

ため，時代とともに変化する利用状況や

多様化する市民ニーズを把握するととも

に，戦略的な広報・広聴活動を展開する

ことが重要である。 

 

上下水道事業は，多くの資源やエネル

ギーを消費することから，地球環境に配

慮した事業運営を進めることが求められ

ている。 

 

節水型社会の定着や人口減少，今般の

新型コロナウイルス感染症の影響等に伴

う水需要の減少による収入の減少と，管

路等更新のための費用の増大により，上

下水道事業の経営環境は厳しさを増して

おり，経営基盤の強化が大きな課題とな

っている。 

 

 

更新を行わない場合，20 年後には管路の大半が

老朽化する 
（仮に今後更新を行わなかった場合の老朽化率の見通し

（試算）） 

平成 25（2013）年の台風 18 号により浸水した地

下鉄東西線のトンネル部 

水道管路の工事の様子 

資料：京都市 

下線：第４回審議会でお示しした文案（基本方針，現状・課題， 

２０２５年の姿）からの主な変更箇所 
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みんなでめざす２０２５年の姿 

１ 安全・安心で環境に配慮した上下水道をいつでも利用できる 

老朽化した管路や施設の計画的な改築更新・耐震化などが進み，安全・安心で環境

に配慮した上下水道を，いつでも利用することができる。 

 

２ 河川や雨水幹線の整備が進んでいる 

雨に強いまちづくりを推進し，いざというときの浸水被害を最小に抑えるため，河

川や雨水幹線の整備などが進んでいる。 

 

３ 水と共に生きるまちづくりが進められている 

親しみやすい水辺空間の創出，水に関する市民の意識を高める取組等により，水と

共に生きるまちづくりが進められている。 

 

４ 上下水道事業に対する満足度が向上している 

上下水道サービスの利便性が高まるとともに，積極的な広報・広聴活動，上下水道

に関する文化や景観，観光振興の取組が進むことで，市民の上下水道事業に対する理

解・関心が深まり，満足度が向上している。 

 

５ 長期的な視点に立った事業運営ができている 

経営の効率化や大規模更新に備えた資金確保などが着実に進み，市民，企業・事業

者との協働により，将来にわたって上下水道を守り続けていくための事業運営が図ら

れている。  

 

市民と行政の役割分担と共汗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜共汗の方向性＞ 
水辺空間の保全・創

出，災害対策などの身
近な水問題の解決に向
け取り組む 

○ 開発行為等にお
いて雨水貯留・浸透
施設設置による雨
水の流出抑制 

○ 工場・事業場排水
の水質基準の遵守 

○ 従業員に対する
啓発と地域への情
報発信 

 

○ 水害に対する認識の向上や
水害に係る活動の充実・強化
などによる一人一人の防災意
識と災害対応力の向上 

○ 雨水貯留施設など雨水利用
による水資源の有効活用 

○ トイレや台所等の適切な使
用による下水道機能の確保 

○ 雨水流出抑制対策に関
して，市民及び企業・事
業者の諸活動の促進 

〇 雨水幹線等の整備によ
る浸水対策の推進 

〇 安全・安心で魅力ある
川づくりの推進 

○ 水環境保全センターの
適切な水質管理，運転管
理による処理水質の維
持・向上 

行政 
企業・事業者 

市民 
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推進施策 

１ 将来にわたって安全・安心な上下水道の構築と自助・共助の推進 

水道・下水道の老朽化した管路や施設の改築更新・耐震化を計画的に進めることで

将来にわたりライフラインとしての機能を確保し，水道水の安定供給を図るとともに

下水の適切な処理を実施する。 

また，緊急時に備えて，危機管理体制の強化を図るとともに，飲料水の備蓄率向上

に向けた市民の意識啓発などの自助を促す取組や，市民，企業・事業者と協働して進

める防災訓練などの共助の取組を推進する。 

 

２ 効果的・効率的な河川管理施設の維持管理 

膨大な数に上る排水機場の設備や護岸等の河川管理施設の老朽化が進むことから，

コストの縮減と更新時期等の平準化を図ることで，整備・更新や維持管理対策を着実

に実施する。 

 

３ 雨に強いまちづくりを推進する河川・雨水幹線の整備 

浸水被害を最小化するため，国や京都府等との連携の下，景観や環境に配慮しつつ，

それぞれの河川の特性に応じた護岸の改修などを着実に進めるとともに，雨水幹線等

の浸水対策施設の整備を推進する。 

 

４ 水環境の保全等に配慮した取組の推進 

   琵琶湖・淀川水系の中流域に位置する大都市として，市内河川の水環境はもとより，

下流域に位置する都市の水道水源の保全や，大阪湾や瀬戸内海の水質保全・向上のた

めの合流式下水道の改善，下水処理水質の向上等に取り組む。さらに，環境負荷の低

減に向けて，創エネルギー・省エネルギーの取組を進める。 

 

５ 水と共に生きるまちづくりの推進 

景観や環境の保全・向上などに向け，親しみやすい水辺空間の創出に取り組むとと

もに，市民と協働したプラスチックごみの回収や不法投棄対策をはじめとした河川美

化活動等の促進や水害等を学ぶ機会の充実を図るなど，水と共に生きるまちづくりを

推進する。 

 

６ 上下水道事業に対する理解や満足度の向上に向けた取組の実施 

市民のニーズや利用状況の把握により利便性の高いサービスを展開する。また，対

象や媒体，内容を効果的に組み合わせた広報・広聴活動を実施するとともに，令和 2

（2020）年 7 月に日本遺産に認定された琵琶湖疏水の魅力発信により文化や景観，観

光振興に貢献することで，市民の事業への理解・関心を高め，満足度のさらなる向上

につなげる。 

 

７ 上下水道事業の経営基盤の強化・安定 

  厳しい経営環境においても，将来にわたって持続可能な事業運営を行っていくため，

業務の効率化や保有資産の有効活用などを着実に進めるとともに，施設のライフサイ

クルコスト縮減や大規模更新に備えた資金確保，広域化・広域連携に係る検討など，

長期的な視点での取組を推進し，経営基盤の強化を図る。また，担い手の育成や，知

識・技術の継承・発展等を推進する。 

 


